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手取川・梯川等大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約（案） 

（設置） 

第１条 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 15 条の 9 に基づく「手取川、梯川等大規模

氾濫に関する減災対策協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

（目的） 

第２条 協議会は、平成２７年９月関東・東北豪雨により大規模な浸水被害が発生したこ

とを踏まえ、河川管理者、県、市町等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、

ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、手取川、梯川及び大

慶寺川、倉部川流域において氾濫が発生することを前提として社会全体で常に洪水に備

える「水防災意識社会」を再構築することを目的とする。 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表

１の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 

（幹事会の構成） 

第４条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、調

整を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別表

２の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 

（協議会の実施事項） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又は

連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現する

ために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作

成し、共有する。 

三 毎年、協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の実施状況を確認

する。また、本協議会等を中心として、毎年出水期前にトップセミナーや堤防の共同

点検等を実施し、状況の共有を図る。 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

資料―４
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（会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によって

は、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見な

す。 

（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個

人情報等で公開することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しな

いものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、

公表するものとする。 

（事務局） 

第８条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、北陸地方整備局金沢河川国道事務所（調査第一課）、石川県（土木部 河川

課）が共同で行う。 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事

項については、協議会で定めるものとする。 

（附則） 

第１０条 本規約は、平成２８年５月９日から施行する。 

改 正 平成２８年 ８月３１日 （別表－１及び２改め） 

改 正 平成２９年 ５月１５日 （第１条，第２条及び別表－１，２改め） 

改 正 平成２９年１０月２６日 （第１条及び別表－１改め） 

改 正 令和 元年 ５月２０日 （別表－１及び２改め）

改 正 令和 ３年 ５月２５日 （別表－１及び２改め）
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別表－１ 

機 関 名 代 表 者 

金 沢 市 市 長 

小 松 市 市 長 

白 山 市 市 長 

能 美 市 市 長 

野 々 市 市 市 長 

川 北 町 町 長 

石川県 土木部 河川課 課 長 

 〃  危機管理監室 危機対策課 課 長 

〃  南加賀土木総合事務所 所 長 

〃  石川土木総合事務所 所 長 

金沢地方気象台 台 長 

北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 所 長 

＜オブザーバー＞ 

加 賀 市 

石川県 農林水産部 農業基盤課 

北陸電力(株) 手取水力センター 

電源開発(株) 九頭竜電力所（手取川事務所） 

西日本旅客鉄道(株) 金沢支社 金沢保線区 

中日本高速道路(株) 金沢支社 金沢保全・サービスセンター

陸上自衛隊 第十四普通科連隊第二科

金沢大学大学院自然科学研究科都市・河川防災講座 

IR いしかわ鉄道㈱・施設課 
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別表－２ 

所 属 幹 事 名 

金 沢 市 
内水整備課長 

危機管理課長 

小 松 市 
防災安全センター長 

道路河川課長 

白 山 市 
土 木 課 長 

危機管理課長 

能 美 市 
土 木 課 長 

危機管理課長 

野 々 市 市 
建 設 課 長 

環境安全課長 

川 北 町 土 木 課 長 

石川県 土木部 河川課 課 参 事 

 〃  危機管理監室 危機対策課 主 幹 

〃  南加賀土木総合事務所 河川砂防課長 

〃  石川土木総合事務所 建 設 課 長 

金沢地方気象台 防 災 管 理 官 

北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 副所長（河） 

＜オブザーバー＞ 

加 賀 市 
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各機関の減災に係る取組状況等

資料－５



～ 金沢河川国道事務所 ～

取組項目
自治体関係機関や水防団が参加した洪水に対するリスクの高い箇所
の合同巡視の実施

内 容 重要水防箇所等の合同巡視の実施

実施主体 手取川・梯川・石川海岸水防連絡会

手取川・梯川・石川海岸水防連絡会は、洪水に対しリスクが高い区間（重要水防箇所
等）の点検を行いました。
【実施概要】

・日 時 ： 令和２年６月４日（木） ９：００～１７：００
・参加者 ： 手取川・梯川・石川海岸水防連絡会構成員（石川県、関係自治体、関係民

間企業、金沢地方気象台、金沢河川国道事務所） 約４０名
・内 容 ： ① 手取川及び梯川における重要水防箇所の点検

② 手取川及び梯川における水防倉庫の点検

手取川 右岸3.2k付近 梯川 左岸7.6k付近 梯川 国府水防倉庫（小松市）

- 1 -



取組項目

①外水・内水氾濫に対応した水防団等への迅速な水防活動の連絡体
制の確保や実働訓練の実施
②毎年、関係機関が連携した水防実働訓練等を実施
③洪水時における河川管理者からの情報提供等（ホットラインの構築）

内 容 情報伝達訓練の実施による連絡体制の確認

実施主体 手取川・梯川・石川海岸水防連絡会

出水期までに洪水対応演習（情報伝達訓練）を行いました。
【実施概要】
・日 時 ：令和２年６月９日（火） ９：００～１７：００
・対象機関 ： 石川県、小松市、白山市、能美市、野々市市、川北町、金沢市、北陸電力㈱、

電源開発㈱、西日本旅客鉄道㈱、金沢地方気象台、金沢河川国道事務所
・内 容 ： ① 水防警報の発令から水防団の活動報告まで水防活動に係る関係機関の

連絡体制を確認。
② 関係機関と連携した水防の実働を想定した訓練。
③ 河川管理者からの情報提供等の確認訓練。

実働を想定した警報発令や連絡体制の確認訓練
河川管理者からの情報提供

（ホットライン）の訓練

取組項目
外水・内水氾濫に対応した水防団等への迅速な水防活動の連絡体
制の確保や実働訓練の実施

内 容 情報伝達訓練の実施及び巡視手帳の配布による連絡体制の確認

実施主体 手取川・梯川・石川海岸水防連絡会

出水期までに情報伝達訓練を実施するとともに、関係機関に当年度の手取川・梯川・
石川海岸巡視手帳を配布し、水防活動の連絡体制を確認。
・対象機関 ：手取川・梯川・石川海岸水防連絡会

【実施概要】

①洪水対応演習（情報伝達訓練）
・日 時 ： 令和２年６月９日（火）
・内 容 ： 水防警報の発令から水防団の活動報

告まで水防活動に係る関係機関の連
絡体制を確認

②手取川・梯川・石川海岸巡視手帳を配布
・日 時 ： 令和２年６月
・内 容 ： 関係機関に当年度の手取川・梯川・

石川海岸巡視手帳を配布し、水防警
報の伝達系統図を確認。

配布した巡視手帳洪水対応演習の様式
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取組項目 国・県・自治体職員等を対象に、水防技術講習会を実施

内 容 水防工法研修会を開催

実施主体 手取川・梯川・石川海岸水防連絡会

手取川・梯川・石川海岸水防連絡会では、石川県内自治体、消防団と合同で水防工法
研修会を開催しました。
【実施概要】

・日 時 ： 令和２年８月３０日（日） １０：００～１２：１０
・場 所 ： 川北町朝日地先 （水辺の楽校西部拠点 手取川右岸2.2k）
・参加者 ： 手取川・梯川・石川海岸水防連絡会（石川県、関係自治体、関係民間企業、

金沢河川国道事務所）、金沢市、かほく市、消防団 約７０名
・内 容 ： 水防工法の実技

縄の結び方についての実技 積み土のう工の実技 シート張工の実技

取組項目 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進

内 容 マイ・タイムライン講習会等の実施

実施主体 金沢河川国道事務所

金沢河川国道事務所は、小学生を対象にマイ・タイムライン講習会を実施し、防災知識
の普及啓発を行いました。
【実施概要】

・日 時 ： 令和２年１０月２日（金） １３：００～１４：１０
・場 所 ： 前川排水機場（金沢河川国道事務所 小松出張所）
・内 容 ： 梯川の成り立ちについて

マイ・タイムラインについての説明
前川排水機場の見学

マイ・タイムライン講習会の様子 梯川
浸水想定区域図

マイタイムライン
作成様式

前川排水機場見学の様子
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取組項目 小中学校等における水災害教育を実施

内 容 梯川流域の小中学生を対象とした“防災のしごと”の体験型防災学習

実施主体 金沢河川国道事務所

金沢河川国道事務所は、前川排水機場で子どもたちが洪水対応の仕事を行っている
職場の模擬体験をとおして、楽しみながら防災学習ができるコーナー「かわこくキッズ」しご
と体験を実施しました。
【実施概要】

・日 時 ： 令和２年１０月１３日（火） 小松市立稚松小学校の児童 約７０人
令和２年１２月 ９日（水） 石川県立小松特別支援学校の生徒 約３０人

・場 所 ： 前川排水機場（金沢河川事務所 小松出張所）
・内 容 ： 本番さながらの洪水対応（防災のしごと体験）を通して防災学習を実施

①河川パトロール体験 ②水害対策本部体験
③前川ポンプ場操作 ④マイ・タイムライン作成

「ミニ土のう」で
土のう積み体験

モニター映像やミッションボードに沿って
仕事を模擬体験（無線交信体験）

取組項目 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進

内 容 「マイ・タイムラインかんたん検討ガイド」及び「逃げキッド」の配付

実施主体 金沢河川国道事務所

「マイ・タイムラインかんたん検討ガイド」

金沢河川国道事務所は、手取川、梯川等大規模氾濫に関する減災対策協議会の構成
員を対象に「マイ・タイムラインかんたん検討ガイド」及び「逃げキッド」の配付を実施し、マ
イ・タイムラインの更なる普及・啓発を行いました。
【実施概要】

・日 時 ： 令和２年１１月
・内 容 ： マイ・タイムラインの意義や重要性を、住民等に分かりやすく説明する手引き
・配布先 ： 金沢市、小松市、白山市、能美市、野々市市、川北町、石川県、

金沢地方気象台

小中学生向けマイ・タイムライン検討ツール ～逃げキッド～
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取組項目
①住民意識の変革に資する防災講演会・講座等を実施
②大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動
③早期復興を支援する事前の準備

内 容 金沢市企業向け浸水防止対策講座の開催

実施主体 金沢市、金沢河川国道事務所

金沢河川国道事務所は金沢市からの要請を受け、地域の社会経済活動を守ること及
び広範なサプライチェーンへの重大な影響の回避を目的に、市内事業所を対象に、浸水
防止対策についての講座を開催し、防災情報の共有と防災意識の向上を図りました。
【実施概要】

・日 時 ： 令和２年１１月１８日（水） １５：００ ～ １６：３０
・場 所 ： 金沢市役所 （オンラインにて実施）
・内 容 ： ① 水害リスクに関する最近の傾向

② 企業ＢＣＰについて

水害BCPについて解説

取組項目
円滑な避難活動や水防活動を支援するため、CCTVカメラ、簡易水位
計や量水標等の設置

内 容 簡易型河川監視カメラの設置

実施主体 金沢河川国道事務所

身近な河川の状況をリアリティをもって伝え、地域の方の避難に活用いただくため、簡易
型河川監視カメラの設置を進めています。

【整備状況（令和２年度末まで）】

カメラ設置写真（八丁川合流点） カメラ設置写真（鍋谷川合流点） カメラ設置写真（滓上川合流点）

簡易型河川監視カメラ

手取川
N=１箇所

【左岸11.2k（霞堤） 】

梯 川
N=４箇所

【左岸3.6k 、右岸3.8k（JR梯川橋梁上流） 、右岸5.0k 、左岸10.8k 】

令和２年度設置
（梯川流域）

N=4箇所
【木場潟、八丁川合流点、鍋谷川合流点、滓上川合流点】

鍋谷川八丁川

梯川

滓上川

梯川
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～ 石川県 ～

取組項目 円滑な避難活動や水防活動等に資する監視カメラや簡易水位計、侵食センサー
等の整備

内 容 危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの整備

実施主体 石川県

避難の目安となる水位情報をよりきめ細やかに発信するため、危機管理型水位計及び簡易型河川
監視カメラの整備を進めており、住民の迅速な避難への支援を強化することとしています。

【整備状況（令和２年度末まで）】

下線：令和２年度設置

危機管理型水位計 簡易型河川監視カメラ

手取川水系 N=４箇所（平瀬川、西川、堂尻川、熊田川） N=４箇所（平瀬川、西川、堂尻川、熊田川）

梯川水系 N=５箇所（梯川（指定区間）、日用川、鍋谷川、仏大寺川、郷谷川） N=５箇所（梯川（指定区間）、日用川、鍋谷川、仏大寺川、郷谷川）

大慶寺水系 N=1箇所（大慶寺川） N=1箇所（大慶寺川）

倉部川水系 N=1箇所（屋越川） N=1箇所（屋越川）

危機管理型水位計設置写真（堂尻川）

人家が密集する地区の避難体制を支援

簡易型河川監視カメラ設置写真（堂尻川）
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取組項目 要配慮者利用施設による避難確保計画の作成に向けた支援を実施

内 容 施設管理者に対して計画作成の説明を実施

実施主体 石川県

石川県は、金沢市主催の要配慮者利用施設に対する避難確保計画作成会に参加し、
洪水時の避難に役立つ情報について提供を行いました。説明会の冒頭に避難確保計画
作成支援動画（国土交通省作成）を視聴し、計画作成の目的等を理解していただきました。

【活動実績】
・令和2年12月2日（水）～7日（月）に計7回開催
・施設の担当者83名が出席し、117計画作成

リーフレットを配布 説明会の状況

～ 金沢地方気象台 ～
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取組項目 市町の防災担当者へ訪問

内 容
県、市町防災担当者との連携を強化し、防災気象情報の迅速かつ的
確な伝達により、自然災害の予防及び軽減を図る

実施主体 金沢地方気象台・市町防災担当

気象台の今年度の取組についての説明や市町の防災担当者から要望のあった洪水警
報・注意報の基準変更や基準の作成方法について説明を実施しました。
【実施概要】

・日 時 ： 令和2年6月から8月
・参加者 ： 金沢地方気象台、市町防災担当 約4から6名
・内 容 ： 気象台の今年度の取組内容やホットラインについての説明。また、洪水警

報・注意報の基準変更や基準の作成方法

取組項目 オンラインによる気象解説

内 容
悪天（強い寒気の南下）が予想された場合に、市町や県の防災担当
者向けに、Web会議システムを用いて気象解説を実施。

実施主体 金沢地方気象台・石川県危機対策課・市町防災担当

金沢地方気象台では、石川県や市町の防災担当者に対して悪天時（強い寒気の南下
に伴う天候）の防災事項等についてWeb会議システムを用いて解説を実施しました。今後
は出水期にも実施したい。
【実施概要】

・日 時 ： 令和2年12月28日（月） 、令和3年1月6日（水）、7日（木）14：00～14：40
・参加者 ： 金沢地方気象台、石川県危機対策課、市町防災担当 約15名
・内 容 ： 強い寒気の南下による天候の特徴や防災事項等
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～ 金沢市 ～

取組項目
浸水想定区域の見直しを受けたハザードマップ改定及び
防災意識の向上

内 容 「水害ハザードマップ」説明会の開催

実施主体 金沢市

説 明 団 体 ： 校下町会連合会、町会、学校など

期 間 ： 令和２年７月～

会 場 ： 公民館など

実 施 回 数 ： ５６回（参加人数：約1,700名）

内 容 ： 水害ハザードマップの見方、活用の仕方など

説明会の様子
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～ 小松市 ～

取組項目 マイタイムラインを全戸配

内 容
記載型マイタイムラインを全戸配布し、各家庭で記入し有事に備える
取り組みを行ったもの

実施主体 小松市

洪水、土砂災害等自然災害からの逃げ遅れの
防止、自宅の危険度の把握、また、避難場所の
確認の徹底を図るため、市内全戸に記載型マイ
タイムラインを全戸配布しました。
さらに、避難場所について、広域避難や緊急

避難できるよう、また、支援が必要な人は支援
をしてくれる人の欄を設け避難行動要支援者に
も使いやすいよう作成しました。

【概要】
配 布 先：市内約40,000世帯

配布年月：令和2年5月

配布内容：右のマイタイムラインを配布
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取組項目 ＬＩＮＥアプリを活用した情報配信

内 容
スマホ保有人口が増加する中、市でもＬＩＮＥアプリを活用した「ＬＩＮＥ
で防災」を配信し、防災情報等の伝達ツールの一つとしている。

実施主体 小松市

スマートホン保有人口が増加し、より多くの
情報配信と一目でわかる情報配信のため、小松
市公式ＬＩＮＥである「ＬＩＮＥで防災」を配
信する。

【概要】
配信年月
・令和2年6月から実施

配信内容
・防災情報（避難情報、気象情報等、火災等）
・新型コロナウイルス感染症
・熊情報
・生活密着情報等 市民が必要と思われる情報

登録者数（令和2年12月現在）
・約13,000人

～ 白山市 ～
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取組項目 住民意識の変革に資する防災講演会・講座等を実施

内 容 防災講演会・講座等（令和元年度までまちかど市民講座）の開催

実施主体 白山市

防災意識の啓発のため、町会、各種団体等を対象に防災講演会・講座等を開催
【開催実績】

平成30年度 13会場 延べ450名参加
平成31（令和元）年度 22会場 延べ903名参加
令和2年度より、まちかど市民講座としての開催を廃止、防災講演会・講座等へ移行
令和2年度 松任ふれあい赤十字奉仕団主催の防災講座開催 15名参加

全国各地で大規模な災害が頻発し、防災に対する意識が高まる中、コロナ禍における
避難所設営訓練が行われました。

写真等

～ 能美市 ～
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取組項目 住民意識の変革に資する防災講演会・講座等を実施

内 容 町（内）会、自主防災組織、各種団体を対象とした出前講座

実施主体 能美市

【実施概要】

・開催時期 ： 通年
・参加団体 ： 町（内）会、自主防災組織、各種団体
・内 容 ： 参加者が希望する災害事案について出前講座を実施し、市民の防災意識

の向上を図るもの。
・実 績 ： 平成30年度11団体

令和元年度 9団体
令和２年度 １０団体（延べ１４回）

写真等

～ 野々市市 ～
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取組項目 市民の防災（水防）意識の向上

内 容 防災士や大学生と協働して防災知識の普及啓発を実施

実施主体 野々市市、野々市市防災士会、金沢工業大学

・町内会向けの防災出前講座において、ハザードマップ（ＷＥＢ版も含む）について説明を
行い、家庭や地域でできる防災対策について講義を実施した。（一部は野々市市防災士
会の防災士も講義）
・市のホームページに、自宅でできる防災対策や金沢工業大学の学生が作成した防災ク
イズを掲載したほか、家族防災会議の資料を町内会に提供し、在宅で防災学習ができる
ようにした。

出前講座の様子（防災士による講義） 出前講座での説明内容 防災クイズ（市ホームページ）

～ 川北町 ～
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取組項目 川北町防災備蓄倉庫の設置

内 容 避難所の新型コロナウイルス感染症対策用備蓄用品の配備

実施主体 川北町

川北町の主要な避難所である３小学校・１中学校の４か所に防災備蓄倉庫を設置し、避
難時の新型コロナウイルス感染症防止対策に必要な備蓄品を収納しました。

収容物は、段ボールベッド、段ボールパーティション、簡易トイレ、マスク、非接触型体温
計、フェイスシールド、手指消毒液等です。

写真等
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○緊急行動計画の取組状況（Ｈ２９年からの５年間目標分）

・・・ 手取川 資料－５－１

・・・ 梯川 資料－５－２

○緊急行動計画の取組状況（緊急行動計画の改定を踏まえた取組状況）

・・・ 手取川 資料－５－３

・・・ 梯川 資料－５－４

目標達成のための取組状況のとりまとめについて

資料－５

（別添）



【手取川】大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　1／5

：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容
課題の
対応

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

１．ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

・洪水を安全に流す対策を推進す
る。
・洪水を安全に流すため、適切な河
道管理を推進する。
・氾濫が発生した場合でも被害を軽
減する霞堤の維持・保全を行う。

引き続き実
施

・湊地区の河道掘削を実施中（Ｒ２
年度末完了予定）
・急流河川対策として舟場島、三反
田、三ツ口、朝日地区を実施中

引き続き実
施

・手取川ダムの適切な施設管理 順次
実施

・大日川ダムの適切な施設管理 順次
実施

・実施中 引き続き実
施

・実施中 引き続き実
施

■危機管理型ハード対策

・堤防天端の保護 H28年度
から順次
整備

・要対策箇所の天端保護を実施
【H29】

H29完了

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・水防連絡会にて水防倉庫の備蓄
材などの合同巡視を実施
・新技術（水のう等）を活用した資機
材等の配備

・引き続き
実施

・H28年度
から検討

・水防資機材の配備状況の確認・整
備

・新技術を活用した水防資機材等の
配備を検討する。

・引き続き
実施

・H28年度
から検討

水防倉庫及び倉庫内資機材の点検
・手取川水防事務組合（事務局兼
務）
・水防倉庫（美川堤、朝日前三番
堤、道下堤、神田堤、伝兵衛島）

随時 水防倉庫及び倉庫内備品の点検
（能美市役所）

随時 ・水防倉庫及び倉庫内備品の点検。 随時 水防倉庫及び倉庫内備品の点検 随時 水防倉庫及び倉庫内備品の点検 随時

・【R2.6.4】重要水防区域パトロール
で資材の配備状況を確認し、各市町
と情報を共有

・引き続き
実施

・【R2.6.12】水防資材配備状況確認

・吸水性土のうを試験的に導入

・引き続き
実施

・順次実施

・水防倉庫及び倉庫内資機材の点
検の実施

随時 出水期前に倉庫内備品の確認
また、各避難所に備蓄倉庫の設置

随時 ・水防倉庫及び倉庫内備品の点検。 引き続き実
施

・水防倉庫及び倉庫内備品の点検。 随時 水防倉庫及び倉庫内備品の点検を
実施

随時

・簡易水位計の設置
・ＣＣＴＶカメラの設置

H28年度
から順次
整備

・水位計・量水標等の設置の検討 順次実施 冠水箇所等の監視カメラ設置
令和元年度に１台増設し、市内15箇
所に河川等を監視するカメラを設置
し、市民も閲覧できるようにホーム
ページに掲載

設置済

・簡易水位計を５箇所に設置完了
・簡易型カメラを１箇所に設置

H30年10月
Ｒ2年2月

・簡易水位計を４箇所に設置
平瀬川・西川・堂尻川・熊田川
・簡易型河川監視カメラを４箇所に
設置
平瀬川・西川・堂尻川・熊田川

引き続き実
施

市内15箇所設置済。市民も閲覧でき
るようにホームページに掲載
【平成30年4月】ケーブルテレビで配
信開始

設置済

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する取組

・川の防災情報システムの改良及び
スマートフォンを活用した情報発信
・防災情報を一元化し、共有・閲覧で
きるシステム（プラットホーム）を構築
・プッシュ型の洪水予報等の情報発
信

順次
実施

・石川県河川総合情報システムによ
る情報提供
・スマートフォンの普及にあわせて見
やすく操作が容易な画面の作成。Ｇ
ＰＳ機能により現在地の地図を表示
することで河川利用者が近くの水
位、雨量情報を確認
・メール登録することで、気象、雨
量、水位情報が自動配信

引き続き実
施

・気象情報・注意報を発表し、現象ご
とに警戒期間、注意期間、ピーク時
間帯、雨量などの予想最大値を周
知

・必要に応じて、自治体に情報伝達
（ホットライン）を実施。今年度より指
定河川対応の情報伝達（ホットライ
ン）めやすを追加。

・防災情報提供システムの「予報官
コメント」により、警報、注意報の見
込みをカラーコードでわかりやすく提
供。今年度より危機的状況を伝える
カラーコード（紫）を追加。

・短文形式の気象情報により、危機
的状況を市町や住民に周知。今年
度より、危機的状況が予想される段
階でも発表するよう改善。

引き続き実
施

平成28年
出水期より
改善実施

平成28年
出水期より
改善実施

平成28年
出水期より
改善実施

①白山市メール（防災・防犯）

②防災行政無線のデジタル化
③あさがおテレビデータ放送緊急情
報

④Facebookによる情報提供

⑤Ｌアラート

⑥ドローンの研究

①引き続き
実施
②完了
③引き続き
実施
④引き続き
実施
⑤引き続き
実施
⑥令和2年
度職員研修
開催

①市民の災害対策及び情報伝達
・防災行政無線のデジタル化及び戸
別受信機の全戸配布
②冠水箇所等の監視カメラ設置
能美市内15箇所に河川等を監視す
るカメラを設置し、市民も閲覧できる
ようにホームページに掲載
ケーブルテレビで配信
③防災ガイドブックの全戸配布

①平成２１
年度から平
成２５年度
②設置済
③令和元年
度実施

①防災行政無線の整備及びデジタ
ル簡易無線の全世帯設置。
②災害緊急メールの発信。
③ケーブルテレビやコミュニティFM、
ホームページによる災害情報提供。
④「わが家の防災ファイル」を作成
し、全世帯に配布。
⑤市の公式ＬＩＮＥより情報配信

①平成２１
年度から平
成２９年度
②③④引き
続き実施
⑤R2.6から
実施

・町民の災害対策及び情報伝達
①防災行政無線
②町ホームページ
③エリアメール
④ケーブルテレビ

引き続き実
施

・市民の災害対策及び情報伝達
①ＦＭ放送局
②防災行政無線
③全国瞬時警報システム(J-ALERT)
④ホームページ
⑤メール配信(ほっとHOTメール、エ
リアメール等)
⑥防災アプリ配信（ヤフー株式会社
との災害協定締結）
⑦Lアラート

引き続き実
施

・市民の災害対策及び情報伝達
①防災行政無線
②電光情報表示システム
③全国瞬時警報システム(J-ALERT)
④ホームページ
⑤メール配信(ぼうさいドットコム、
　エリアメール等)

引き続き実
施

・出水後におけるタイムラインの検
証と改善
・必要に応じて、水位情報等の提供
など

順次実施 ・市町が作成するタイムラインの整
備及び検証と改善に参考となる雨
量・水位情報等の提供など

順次実施 ・北陸地整、県、市、町と共同し、整
備・改善を支援

順次実施 ・協議会の中で検討する避難計画等
を踏まえ整備する

平成28年
度から順次
実施

手取川は整備済み。今後も河川管
理者と連携を図り、改善を行う

平成27年
度から順次
実施

・協議会の中で検討する避難計画等
を踏まえ整備する。

平成28年
度から順次
実施

・協議会の中で検討する避難計画等
を踏まえ整備する

平成28年
度から順次
実施

・防災行動計画（タイムライン）の整
備
・「水害時における避難行動計画及
び避難勧告等の判断・伝達マニュア
ル」の策定

平成28年
度から順次
実施

・避難判断・伝達マニュアル（タイム
ライン記載）の作成及び改正

作成(H27)・
改正(H28)
済

・白山市、能美市、野々市市、川北
町において策定済み
・小松市調整中

順次実施 ・市町の作成したタイムラインに資す
る雨量情報等の提供など

順次実施 ・必要に応じ、関係機関と連携し改
定作業を支援する。

順次実施 変更等が生じれば随時修正 順次実施 変更等が生じれば随時修正 H28完了 ・現在、手取川タイムラインのたたき
台は作成済みであり、公表後、協議
会の中で検討する避難計画等を踏
まえ、内容の精査・見直しを行う。

引き続き実
施

【Ｈ29.3】策定
変更等が生じれば随時修正

平成28年
度から順次
実施

【Ｈ29.2.23】策定
タイムラインと「水害時における避難
行動計画及び避難勧告等の判断・
伝達マニュアル」を防災会議に諮り
策定

H28完了 変更等が生じれば随時修正 H29完了

②避難勧告等の発令に着目した防
災行動計画（タイムライン）の検討・
検証等

C

・天端保護 W

①新技術を活用した水防資機材の
検討及び配備

M,P,
Q

②円滑な避難活動や水防活動等に
資する監視カメラや簡易水位計、侵
食センサー等の整備

L,J

①氾濫特性を踏まえたリアルタイム
の浸水情報提供

G,Ｈ
I,Ｊ

・プッシュ型の洪水予報等の情報配
信をH29.6.15より実施
・H30からは、SNS（Twitter）にて出
水時に基準水位超過時など情報発
信を実施。

H29完了 ・実施済

金沢地方気象台

・河道掘削
・侵食・洗掘対策
・浸透対策
・河道管理
・霞堤の維持・保全

・手取川ダム、大日川ダムの適切な
施設管理

U,V

減災のための取組項目（素案）
（概ね５年間）

石川県北陸地整

・大雨特別警報の改善

・防災及び観測予報管理官と専門官
による市町防災担当部署への挨拶
及び気象台の取組について説明

・首長訪問（川北町R2.10.14、かほく
市、野々市市R2.10.16、金沢市、津
幡町R2.10.20、内灘町、加賀市
R2.10.22、白山市、能美市R2.10.27、
珠洲市、宝達志水町R2.11.14、七尾
市、羽咋市R2.12.14、小松市
R2.12.17、能登町R3.1.13、輪島市、
志賀町R3.1.25）を実施。

・気象情報・注意報を発表、警戒期
間、注意期間等の周知

・必要に応じて、危機的状況時に自
治体に情報伝達（ホットライン）を実
施。
また、危機的状況が差し迫っている
段階でもホットラインを実施する事を
追加した。

・予報官コメントのカラーコード運用
・短文形式の気象情報

R2.7.29

R2年度実
施

引き続き実
施中

引き続き実
施

H29.6.15よ
り改善実施
済

引き続き実
施

金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市

①実施済（引き続き実施）

②実施済
③実施済（引き続き実施）

④実施済（引き続き実施）

⑤実施済（引き続き実施）

⑥R2ドローン購入、職員研修会実施

①引き続き
実施
②実施済
③引き続き
実施
④引き続き
実施
⑤引き続き
実施
⑥研修会は
随時実施

平成21年度から平成25年度にかけ
て防災行政無線の整備
①③転入者等へ随時配布
②平成30年4月からケーブルテレビ
でも配信開始

①平成２１
年度から平
成２５年度
②設置済
③令和元年
度実施

①防災行政無線の整備は完了済
み。デジタル簡易無線の全世帯設
置は平成29年９月に完了。新築・転
入者等へ随時配布。
②③は実施済み。
④転入者に対し、わが家の防災ファ
イルを配布。H30年度更新し全世帯
配布済
⑤市の公式ＬＩＮＥより情報配信

継続 引き続き実
施

①～④引き
続き実施
⑤R2.6から
実施

①毎日朝・晩（２回）の定時放送
②③④継続して実施

・各種情報伝達手段については、国
が実施する定期点検や市総合防災
訓練等で実際に稼働させている。

・複数の情報伝達手段を利用するよ
うに市民に周知している。

引き続き実
施

引き続き実
施

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－１



【手取川】大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　2／5

：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

金沢地方気象台
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
石川県北陸地整 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－１

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する取組

・手取川洪水浸水想定区域図の策
定・公表
・家屋倒壊等氾濫想定区域図を作
成し自治体へ提供
・想定最大規模降雨の梯川氾濫シ
ミュレーションの公表

H29年度か
ら実施

・【H29.4.17】浸水想定区域図を公表
・【H30.6.21】浸水ナビを公表

H29完了

・浸水想定区域の浸水深、浸水継続
時間及び家屋倒壊危険区域の情報
提供を行う。

H29年度か
ら実施

・浸水想定区域図等の公表後に立
ち退き避難が必要な区域及び避難
方法を検討する。

平成29年
度から検討

・浸水想定区域図等の公表後に立
ち退き避難が必要な区域及び避難
方法を検討する。

平成29年
度から検討

・浸水想定区域図等の公表後に立
ち退き避難が必要な区域及び避難
方法を検討する。

平成29年
度から検討

・浸水想定区域図等の公表後に立
ち退き避難が必要な区域及び避難
方法を検討する。

平成29年
度から検討

・浸水想定区域図等の公表後に立
ち退き避難が必要な区域及び避難
方法を検討する。

平成29年
度から検討

浸水想定区域の浸水深、浸水継続
時間をもとに、避難方法を検討す
る。

平成31年
度から検討

・【H29.4.17】浸水想定区域図を公表
・関係機関に対し、情報提供を行う。
・住民避難計画作成支援

H29完了

引き続き実
施

・浸水想定区域図等に基づき、立ち
退き避難が必要な区域及び避難方
法を検討する。

平成30年
度から検討

ハザードマップ作成にあたり、地域
ごとに町会長及び町会で防災に関
わる人を集め、浸水想定の説明と逃
げ方向などの意見聴取を実施

平成30年
度

・公表された浸水想定区域図等に基
づき避難計画の作成を検討する。

平成30年
度から検討

・浸水想定区域図を参考に順次実
施。

平成29年
度から順次
実施

・ハザードマップを配布するととも
に、ホームページや随時開催される
講演会等で避難方法を周知してい
る。

令和２年度
から実施

関係する水位周知河川の浸水想定
区域見直しに合わせ、避難方法を検
討する。

平成31年
度から順次
実施

・作成に必要な情報の提供及び策
定を支援

H28年度
から順次
実施

・作成に必要な情報の提供及び策
定を支援

順次実施 ・市町の避難判断マニュアルの改訂
支援を主軸に避難計画策定を支援

引き続き実
施

・浸水想定区域図等の公表後に広
域避難の現実性について検討する

平成29年
度から検討

・浸水想定区域図等の公表後に広
域避難の現実性について検討する

平成29年
度から検討

・浸水想定区域図等の公表後に広
域避難の必要性や現実性について
検討する。

平成29年
度から検討

・浸水想定区域図等の公表後に関
係団体と検討する。

平成29年
度から検討

・浸水想定区域図等の公表後に広
域避難の現実性について検討する

平成29年
度から検討

・【H29.4.17】浸水想定区域図を公表
・関係機関に対し、情報提供を行う。
・住民避難計画作成支援

H29完了

引き続き実
施

・作成に必要な予算措置に関する情
報提供を実施

順次実施 ・石川県水防計画の内容確認等

・現時点での支援要請はないが、引
き続き、市町の避難判断マニュアル
の改訂支援を主軸に避難計画策定
を支援

引き続き実
施

・能美市、川北町からの要請を受け
協議を実施。

継続中 隣接市への避難を希望する町会が
あり、ハザードマップに隣接市エリア
への逃げ方向を表示することについ
て当該市へ相談し了解を得る。

平成30年
度

・公表された浸水想定区域図等に基
づき広域避難の必要性や現実性に
ついて検討する。

平成30年
度から検討

・浸水想定区域図を参考に順次実
施。

平成29年
度から順次
実施

・浸水想定区域図等の見直しに合わ
せ、広域避難の現実性について検
討する。

令和２年度
から実施

・ハザードマップポータルサイトの周
知と活用を促進

H28年度
から実施

・総合防災マップをH31.3月発行（手
取川の浸水想定については、想定
最大規模にて掲載）

H3１.3月 ホームページ内に各種ハザードマッ
プの掲載

平成29年
度から検討

・ハザードマップの見直しを行い、全
戸配布により周知する

平成29年
度から検討

・ハザードマップの見直しを行い、全
戸配布により周知する

平成29年
度から検討

ホームページ内に洪水ハザードマッ
プの掲載

令和元年度
実施

ハザードマップの見直しを行い、
ホームページに掲載

平成31年
度に実施

・ハザードマップポータルサイトの周
知
・【H29.4.17】浸水想定区域図を公表
・関係機関に対し、情報提供を行う。
・住民避難計画作成支援

H28完了

引き続き実
施

・総合防災マップを発行、市内の各
世帯へ配布済（手取川、高橋川、安
原川）

R1.5月 作成したハザードマップに避難方向
及び避難時の注意箇所を掲載

令和元年度
実施

・公表された浸水想定区域図等に基
づき立ち退き避難区域等を検討す
る。

平成30年
度から検討

・浸水想定区域図を参考に順次実
施。

平成29年
度から順次
実施

洪水ハザードマップ（ＷＥＢ版）を作
成し、携帯のGPS機能と連動して現
在地の予想される浸水深を把握可
能にした。

令和2年度
実施

ホームページ掲載及び全戸配布に
より周知済

平成31年
度に実施

・現状予測期間（～3時間）
・更に数時間（4～6時間程度）先も
含め水位予測の精度向上の検討・
システム改良を行う

H28年度
から検討

・洪水予測に必要な情報提供を行う H28年度
から実施

・洪水予測（水害リスクライン）精度
向上に向け検討中
・【R2.6】自治体向けの水害リスクラ
インについて情報提供

H30～ ・県が管理する雨量情報等洪水予
測に必要な情報提供の依頼があれ
ば速やかに対応する

引き続き実
施

・警報等における危険度の色分け表
示
・「警報級の現象になる可能性」の情
報提供
・メッシュ情報の充実化（大雨・洪水
注警報を補足するメッシュ情報）

Ｈ29年度

・警報等における危険度の色分け表
示
・「警報級の現象になる可能性」の情
報提供
・メッシュ情報の充実化（大雨・洪水
注警報を補足するメッシュ情報）

Ｈ29年度か
ら運用開始

・市町の役場等に係る河川のうち、
現在、水位周知河川に未指定の河
川について、追加指定の検討する。

平成30年
度から順次
実施

・市町の役場等に係る河川のうち、
現在、水位周知河川に未指定の河
川について、追加指定の検討する。

検討中

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

・重要水防箇所等の共同点検を実
施

順次
毎年実施

・重要水防箇所等の共同点検を実
施

順次実施 ・河川管理者と地域住民等で重要水
防箇所等の共同点検を実施

順次
毎年実施

・河川管理者と地域住民等で重要水
防箇所等の共同点検を実施する。

順次
毎年実施

・河川管理者と地域住民等で重要水
防箇所等の共同点検を実施する。

順次
毎年実施

・河川管理者と地域住民等で重要水
防箇所等の共同点検を実施する。

順次
毎年実施

・河川管理者と地域住民等で重要水
防箇所等の共同点検を実施する。

順次
毎年実施

・【R2.6.4】重要水防箇所等の合同巡
視を実施

・引き続き
実施

・【R2.6.12】重要水防箇所等の合同
巡視を実施

順次実施 ・重要水防箇所区域パトロールに参
加

順次
毎年実施

【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区域
パトロールに参加

パトロール
は毎年参加

【R2.6.4】重要水防箇所区域パトロー
ルに参加

順次
毎年実施

金沢河川国道事務所及び教育関係
者と合同で共同点検を実施した。

GW前、
夏休み前

【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区域
パトロールに参加

・市町の要請により、出前講座等を
積極的に行っていく。
・手取川アウトドア教室において、S9
洪水を学ぶと共に、マイ･タイムライ
ンの作成等を実施。

引き続き実
施

・市町の要請があった場合は、出前
講座等を行っていく。

順次実施 ・普及啓発教材の提供により学校で
の普及啓発を支援。

引き続き実
施

・市内の学校から要請により出前講
座等を実施

随時 各小中学校及び高校から要請が
あった場合、出前講座を行う。

随時 ・小中学校での水害教育を実施す
る。

引き続き実
施

小学校での水防教室を実施してい
る。

引き続き実
施

・市内の学校から要請により出前講
座等を行う。

随時

・【R1..8.1】手取川アウトドア教室を
開催し、石川ルーツ交流館で昭和９
年洪水を学ぶと共に、マイ・タイムラ
インの作成等を実施。
※令和２年度は新型コロナウイルス
により中止。

引き続き実
施

・市町の要請があった場合は、出前
講座等を行っていく。

順次実施 ・配布資料を作成し、内容検討中 引き続き実
施

・地区自主防災組織が主催した親子
防災イベントへの支援を実施

随時 【R1.8.1】小学生を対象とした手取川
アウトドア教室に参加。
【Ｈ28.6月】防災センターに手取川水
害資料の常設展示開始

随時 【R1.8.1】手取川アウトドア教室2019
に参加
※令和２年度は新型コロナウイルス
で中止

随時 小学生を対象に水防教室を実施し
た。
※令和２年度は新型コロナウイルス
で中止

随時 【R1.8.1】手取川アウトドア教室2019
に参加
※令和２年度は新型コロナウイルス
で中止

随時

①自治会や地域住民が参加した洪
水に対する水害リスクの高い箇所の
共同点検の実施

Ａ

②昭和９年洪水を伝承し、水防工法
を学ぶ親子防災教室の実施

Ａ

⑥想定される最大規模の降雨によ
る浸水や家屋倒壊に対応する「立ち
退き避難区域」等を検討し、ハザー
ドマップに反映

D,Ｅ
Ｆ

⑦水位予測の検討及び精度の向上 B,M

⑨水害危険性の周知促進
（水位周知河川の追加）

X

⑧気象情報発信時の「危険度の色
分け」や「警報級の現象」等の改善

J

③想定最大規模も含めた破堤点別
浸水想定区域図、 家屋倒壊等氾濫
想定区域の公表（浸水ナビ等による
公表）

D,Ｅ
Ｆ

④関係機関と住民が協働しながら、
外水・内水氾濫に対応した避難計画
の検討

D,Ｅ
Ｆ,K

⑤関係機関が連携した広域避難計
画の検討

D,E



【手取川】大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　3／5

：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

金沢地方気象台
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
石川県北陸地整 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－１

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

・市町の要請により、出前講座等を
積極的に行っていく。

引き続き実
施

・市町の要請があった場合は、出前
講座等を行っていく。

順次実施 ・地域防災リーダーや市町職員研修
などへの出前講座の実施及び市町
の防災訓練へのなどへのオブザー
バー派遣。

引き続き実
施

防災意識の啓発のため、町会、各種
団体等を対象にまちかど市民講座
を開催
R2年度より防災講演会・講座等とし
て開催

随時 町会、各種団体から要請があった場
合、出前講座を行う。

随時 ・自主防災訓練や防災研修会、出前
講座等を活用し、水防災等に関する
説明を実施する。

引き続き実
施

町会、各種団体から要請があった場
合、出前講座を行う。

随時 ・町会、各種団体から要請があった
場合、出前講座を行う。

随時 ・自主防災会等からの申し込みを受
け、防災出前講座、水防出前講座
等を行う。

引き続き実
施

・【R1.7.12】金沢市西公民館の事務
所見学にて防災情報の解説を実施
・【R1.8.3】金沢地方気象台主催のお
天気フェアにて、来場者を対象にマ
イ・タイムラインの作成等を実施
※令和２年度は新型コロナウイルス
により中止。
・【R2.11.18】金沢市企業向け浸水防
止対策講座を開催。

引き続き実
施

・住民や市町からの要請があった場
合は、出前講座等を行っていく。
・防災士を対象としたセミナーを実施
H31.2.11 白山会場で実施
R2.2.16 　白山会場で実施
R3.2月 　 野々市会場で実施予定

順次実施 ・石川県市町災害対応力強化研修
会石川県へ講師を派遣（H30.7.28）
・野々市市総合防災訓練への講師
派遣(H30.8.20)
・気象情報実見担当者連絡会を実
施
(H30.11.9)
・石川県主催の「防災士スキルアッ
プ研修」に講師として参加
（H31 2.9、2.11、2.17、3.3、3.9）
・野々市市総合防災訓練への講師
派遣(R1.9.8)
・気象情報実見担当者連絡会を実
施
(R1.11.14)
・県や市町等行政機関や学校、各種
団体から要請があった場合、出前講
座・講演等を実施。
・石川県市町職員防災基本研修
（R2.8.28)

引き続き実
施

・H29年度は9会場で実施し、延べ
475名が参加
・H30年度は13会場で実施し、延べ
450名が参加
・R1年度は22会場で実施し、延べ
903名が参加
・R2年度は松任ふれあい赤十字奉
仕団主催の防災講座開催　15名が
参加

随時 各種団体、学校や町会・町内会から
出前講座の要望を受けて実施
洪水に関する出前講座、H29年度2
団体、H30年度11団体、令和元年度
9団体
令和2年度14回（10団体）

随時 ・消防本部や小松防災士の会と連
携し、住民に対する防災研修会を実
施する。

引き続き実
施

町会、各種団体から要請があった場
合、出前講座を行う。

随時 【Ｒ2.11.2】町内会研修に講師を派遣
（オンライン）
【Ｒ2.11.8】町内会研修に講師（市職
員及び防災士）を派遣

今後も市防災士会と協力し、適宜実
施していく。

随時 【平成３０年度】
　　防災出前講座　78回
　　水防出前講座　17回
【令和元年度】
　　防災出前講座　52回
　　水防出前講座　22回
【令和２年度】
　　防災出前講座　56回
　　水防出前講座    3回

引き続き実
施

・市町が作成するまるごとまちごとハ
ザードマップへの情報提供

順次実施 ・市町が整備するまるごとまちごとハ
ザードマップへの情報提供

順次実施 ・浸水想定区域図等の公表後、ハ
ザードマップの見直しの際に検討す
る。

H29年度
以降実施

・浸水想定区域図等の公表後、ハ
ザードマップの見直しの際に検討す
る。

H29年度
から実施

・【H29.4.17】浸水想定区域図を公表
・関係機関に対し、情報提供を行う。

順次実施 ・「まるごと・まちごとハザードマップ
実施の手引き」等を参考に、市町へ
情報提供を行う。

順次実施 ・公表された浸水想定区域図等に基
づき、ハザードマップの見直しの際
に検討する。

引き続き実
施

・公表された浸水想定区域図等に基
づき、ハザードマップの見直しの際
に検討する。

引き続き実
施

「水防災意識社会」の再構築に役立
つ広報や資料を作成・配布

H28年度
から実施

・水害防止啓発用チラシを作成して
いる。県民へ広く周知していく。

引き続き実
施

金沢河川国道事務所と連携し「水防
災意識社会」の再構築に役立つ広
報や資料を作成・配布

H28年度か
ら実施

・総合防災マップに避難方法等の防
災情報を掲載し、全戸へ配布

R１.5月 「水防災意識社会」の再構築に役立
つ広報や資料を作成・配布

北陸地整や
石川県から
の情報提供
後に検討

・北陸地整や石川県からの情報提
供後、「水防災意識社会」の再構築
に役立つ広報や資料を作成・配布す
る。

北陸地整や
石川県から
の情報提供
後に検討

金沢河川国道事務所と連携し「水防
災意識社会」の再構築に役立つ広
報や資料を作成・配布

北陸地整や
石川県から
の情報提供
後に検討

金沢河川国道事務所と連携し「水防
災意識社会」の再構築に役立つ広
報や資料を作成・配布

北陸地整や
石川県から
の情報提供
後に検討

金沢河川国道事務所と連携し「水防
災意識社会」の再構築に役立つ広
報や資料を作成・配布

北陸地整や
石川県から
の情報提供
後に検討

・浸水想定区域パンフレット作成・配
布

引き続き実
施

・新聞や県のテレビ広報番組を活用
した、平時からの水防災情報の周
知・教育
・水防団員を対象とした水防災情報
の利活用に関する勉強会の実施
・ハザードマップの活用方法をわか
りやすく解説したリーフレットを作成・
周知（H30.11～）
・各種の防災情報を警戒レベルに対
応させたリーフレットに改良し作成・
周知（R01.10～）
・警戒レベルの推奨配色に対応させ
たリーフレットに改良し作成・周知
（R02.7～）

引き続き実
施

・必要に応じ、関係機関と連携し作
業を支援する。

随時実施 ・全戸配布を実施 R1.5月 洪水ハザードマップの完成に合わ
せ、各種災害統合版のマップ及び防
災情報を盛り込んだ防災ガイドブッ
クを全戸配布

令和元年度
実施

・公表された浸水想定区域図等に基
づき、必要に応じて広報等を実施す
る。

北陸地整や
石川県から
の情報提供
後に検討

浸水想定区域図を参考に、広報や
資料作成・配布について検討する。

平成29年
度から検
討。

必要に応じて、関係機関と連携し作
業を実施

北陸地整や
石川県から
の情報提供
後に検討

必要に応じて、関係機関と連携し作
業を実施

北陸地整や
石川県から
の情報提供
後に検討

①自主防災組織の育成
・浸水想定区域内の自主防災組織
の組織率96.0％（市全体93.6％）
・自主防災委員会の設立（8委員会）
・防災訓練の随時実施
②防災士のフォローアップ
・研修会の実施
③女性防災士の増員
・市女性協議会への働きかけ
④家庭用防災用品の購入費助成
・市民の防災意識の向上を図るため
に、市民が購入した防災用品に対し
て、経費の1/3に相当する額（上限
3,000円）を助成

①随時

②随時実施

③継続して
実施
④H28年度
から実施

・自主防災組織の結成率100％を目
指し、町内会に働きかけるとともに
積極的な育成に取り組む。
・自主防災組織のリーダーとなる防
災士の育成を図っていく。

引き続き実
施

・自主防災組織の結成率は100％で
あり、今後は防災訓練の実施率を向
上させていく。
・自主防災組織のランクアップ（5段
階評価)を実施
・自主防災組織のリーダーとなる防
災士は毎年80名、しみん救護員は
毎年100名の養成を目指す。
・全26校下地区に避難所運営協議
会を設立し、地域住民による避難所
運営を目指す。

引き続き実
施

・自主防災組織の育成支援を実施。 引き続き実
施

・自主防災組織の結成率100%を目
指し、町内会に働きかけるとともに
積極的な育成に取り組んでいる。
・令和３年３月1日現在の結成率は
98%（54町内会中53町内会で結成済
み）
・防災士の育成
防災スキルアップ研修を実施
・自主防災組織資機材補助

引き続き実
施

・地域協働による防災訓練を実施
・防災資機材等整備費補助を実施
・かなざわコミュニティ防災士を育成
（自主防災組織から推薦を受けた
方を対象）

引き続き実
施

①自主防災組織の育成を促進
・自主防災組織の組織率93.6％
（363/388町会　R2.3月時点）
・自主防災委員会は8委員会設立済
・防災訓練の実施
②防災士のフォローアップを実施
③女性防災士100名（全435名中）
（R2.3月）
　女性消防団員35名
④【H28】27件、【H29】131件、【H30】
45件、【R1】38件、【R2】18件

①随時

②随時
③継続して
実施

④随時

74町会の内73町会結成済み。【R3.3
末現在】

能美市の防災士数315人【R3.3末現
在】。
令和2年度は48人を県の自主防災
リーダー育成講座で育成。

引き続き実
施

①自主防災訓練は新型コロナウイ
ルス感染症の影響で実施率51.8％
（127町内実施）
②自主防災組織優良ランク（SABラ
ンク）78町内（31.8％）
②防災士は695名（174町内
（71.0％）女性186名（26.7％）外国人
13名）
③しみん救護員647名（151町内
61.6％）女性294名（45.4％）
④避難所運営協議会　24/26校下地
区設立

①引き続き
実施
（令和3年3
月31日現
在）

・自主防災組織の育成支援を実施。
・現在76人の防災士を育成済。今年
度は10人を育成。

引き続き実
施

実績（Ｒ２年度）
結成率98％（54町内会中53町内会
で結成済み）
・防災士の育成（Ｒ2年度末見込）
　212名（うち女性59名）
・防災士、自主防災組織、自警団等
に対し、防災スキルアップ研修を実
施する。
・自主防災組織資機材補助
　18/54町内会

引き続き実
施

同上 引き続き実
施

・浸水実績等に関する情報を共有
し、市町において住民等に水害危険
性を周知できるよう支援する。
（浸水実績図の作成）

順次実施 住民等に水害危険性を周知できる
よう検討する。

平成30年
度から検討

住民等に水害危険性を周知できる
よう検討する。

平成30年
度から検討

・【H30.3】浸水実績図を作成。
浸水実績等に関する情報を共有し、
市町において住民等に水害危険性
を周知できるよう支援する。

引き続き実
施

住民等に水害危険性を周知できる
よう検討する。

平成30年
度から検討

住民等に水害危険性を周知できる
よう検討する。

令和元年度
から検討

④住民意識の喚起に資する「まるご
とまちごとハザードマップ（モデル地
域）」の設置

D,F
I

⑥住民の防災意識を高め、地域の
防災力の向上を図るための自主防
災組織の充実

K

⑤効果的な「水防災意識社会」の再
構築に役立つ広報や資料を作成・
配布

H

⑦浸水実績などの把握・水害リスク
の周知（浸水実績図の作成・周知）

X

③住民意識の変革に資する防災講
演会・講座等を実施

Ａ



【手取川】大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　4／5

：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

金沢地方気象台
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
石川県北陸地整 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－１

２．ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

・水防連絡会にて連絡体制の確認を
行い、県・市・町と共同で情報伝達
訓練を実施する。

引き続き毎
年実施

・情報伝達訓練の実施 引き続き毎
年実施

・情報伝達訓練への支援 引き続き毎
年実施

①水防連絡会にて連絡体制の確認
を行い、河川管理者が行う情報伝達
訓練に参加する。
②防災行政無線デジタル化
・松任、鶴来地域（屋外拡声子局）
・美川、山ろく地域（屋外拡声子局、
戸別受信機）
③戸別受信機全戸配備（松任、鶴来
地域）
④白山市メール（防災・防犯）
⑤あさがおテレビデータ放送緊急情
報

①随時

②完了

③完了

④随時
⑤随時

・各種警報が発令されたとき、迅速
に対応できるよう配備体制表に準じ
て班単位でパトロールを実施
・水防連絡会にて連絡体制の確認を
行い、河川管理者が行う情報伝達
訓練に参加する。

引き続き実
施

・防災行政無線や市公式ＬＩＮＥ，
HP、facebook等の多様な情報伝達
手段を活用した市民への情報提供
する。

・河川管理者と市、消防本部、水防
団の連絡体制を確認し、河川管理
者が行う情報伝達訓練に参加する。

随時 ・防災行政無線の整備
・防災マップの全戸配布
・防災表示板の設置（各地区）
・水防連絡会にて連絡体制の確認を
行い、河川管理者が行う情報伝達
訓練に参加する。

引き続き実
施

・平成26年度に防災行政無線を整
備し、平成27年度より運用を開始。
・災害発生時に、登録制である「ほっ
とHOTメールののいち」やコミュニ
ティFMラジオ「えふえむ・エヌ・ワン」
の緊急割り込み放送など、あらゆる
情報伝達手段を使って市民への情
報伝達に努める。
・水防連絡会にて連絡体制の確認を
行い、河川管理者が行う情報伝達
訓練に参加する。

引き続き実
施

・【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区
域パトロールを開催

・【R2.6.9】水害を想定した情報伝達
の演習を実施

・【R2.8.30】水防工法研修会を開催

引き続き毎
年実施

・【R2.6.25】情報伝達訓練の実施 引き続き毎
年実施

・平成30年度手取川・梯川洪水予報
伝達演習に参加、事務所と共同で
演習電文を作成。(H30.4.24)
・手取川・梯川総合水防演習
(H30.5.26)
・令和2年度洪水対応演習(R2.6.9）

引き続き実
施

①洪水対応演習に参加
②防災行政無線デジタル化を実施
③配備予定の地区、町会向けの説
明会を実施
④実施
⑤実施

①R2.6月
②完了
③完了
④随時
⑤随時

【R2.6.9】防災訓練（情報伝達）に参
加（国）

【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区域
パトロールに参加

引き続き実
施

・防災行政無線や市公式ＬＩＮＥ、
HP、facebook等の多様な情報伝達
手段を活用した市民への情報提供
する。

・河川管理者と市、消防本部、水防
団の連絡体制を確認し、河川管理
者が行う情報伝達訓練に参加した。
【R2.6.9】

引き続き実
施

同上
（H28.11月より防災行政無線の運用
を開始している。）

引き続き実
施

(H30.5.26)手取川・梯川総合水防演
習に参加

（Ｒ1.9.8）石川県防災総合訓練で水
防工法訓練を実施

※令和２年度は新型コロナウイルス
で不参加

引き続き実
施

２．ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

・重要水防箇所等の合同巡視を実
施

引き続き毎
年実施

・重要水防箇所等の合同巡視を実
施

引き続き毎
年実施

・出水期前に市町や水防団等と重要
水防箇所の合同巡視への参加

引き続き毎
年実施

・河川管理者と水防関係機関で重要
水防箇所等の合同巡視を実施す
る。

引き続き毎
年実施

・出水期前に国県市町や水防団等と
重要水防箇所の合同巡視への参加

引き続き毎
年実施

・河川管理者と水防関係機関で重要
水防箇所等の合同巡視を実施す
る。

引き続き毎
年実施

・河川管理者と水防関係機関で重要
水防箇所等の合同巡視を実施す
る。

引き続き毎
年実施

・河川管理者と水防関係機関で重要
水防箇所等の合同巡視を実施す
る。

引き続き毎
年実施

・【R2.6.4】重要水防箇所等の合同巡
視を実施

引き続き毎
年実施

・【R2.6.12】重要水防箇所等の合同
巡視を実施

引き続き毎
年実施

・手取川・梯川重要水防区域パト
ロールに参加(H30.6.6)
・手取川・梯川の水防パトロール
　に参加(R1.6.7)
・手取川・梯川の水防パトロール
　に参加(R2.6.4)

引き続き毎
年実施

・手取川重要水防パトロールに参加 R2.6月 【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区域
パトロールに参加

引き続き毎
年実施

【R2.6.4】重要水防箇所区域パトロー
ルに参加

引き続き毎
年実施

金沢河川国道事務所及び教育関係
者と合同で共同点検を実施した。

引き続き毎
年実施

（R2.6.4）手取川重要水防区域パト
ロールに参加

引き続き毎
年実施

・水防管理団体が行う訓練への参加
・水防工法講習会の支援等を行う。

引き続き毎
年実施

・水防管理団体が行う訓練への参加
・水防訓練の実施

引き続き毎
年実施

・関係機関等の要請により、訓練へ
の支援

引き続き実
施

①自主防災委員会等による防災訓
練の実施
②水防管理団体が行う訓練への参
加
③毎年、出水期前に水防訓練を実
施
④毎年実施している水防訓練の内
容を見直し、実働水防訓練を実施

引き続き実
施

・水防管理団体が行う訓練への参加
・毎年、出水期前に水防訓練を実施
・毎年行っている水防訓練の内容を
見直し、実働水防訓練を実施

引き続き毎
年実施
出水期前

・毎年、出水期前に水防訓練を実
施。
・毎年行っている水防訓練の内容を
見直し、実働水防訓練を実施。

随時
出水期前

・防災組織の結成に対する助成
・自主防災に係る資機材の設備に
対する助成
・毎年、出水期前に水防訓練を実施
・毎年行っている水防訓練の内容を
見直し、実働水防訓練を実施

引き続き毎
年実施
出水期前

・平成26年度より、全市民（全町内
会）参加の総合防災訓練を実施し、
行政主導ではなく、自主防災組織を
中心として行う訓練内容にシフトして
いる。

引き続き毎
年実施

・河川管理者、自衛隊等連携し、地
域協働による水防訓練の実施

引き続き毎
年実施

・【R2.6.9】洪水対応演習を実施し、
県、市町との連携を確認。

引き続き毎
年実施

・水防管理団体が行う訓練への参加

・【R2.6.25】水防訓練の実施

引き続き毎
年実施

・能美市防災訓練協力（模擬ホットラ
イン）(H30.2.4及びH30.6.3)
・能美市防災訓練協力（模擬ホットラ
イン）(R1.6.8)
その他、数市町の防災訓練に協力

引き続き実
施

②洪水対応演習に参加 R2.6月 【R2.6.9】防災訓練（情報伝達）に参
加（国）

引き続き毎
年実施
出水期前

・手取川・梯川・石川海岸水防連絡
会主催　水防工法講習会参加
【R1.5.18】
・小松市総合防災訓練実施
【R2.10.25】

引き続き実
施

各種関係会議、訓練及び研修会等
への参加。

引き続き毎
年実施
出水期前

（R1.9.8）全市民（全町内会）参加の
市総合防災訓練を実施し、県防災
総合訓練と同時開催した。

引き続き毎
年実施

【元.5.12】近年洪水被害が発生した
地区で自主防災会と連携し水防訓
練を実施

【R2.5.21】市水防職員のみで水防訓
練を実施

引き続き毎
年実施

①災害時協力事業所登録制度によ
る事業所の登録（物資供給、建設業
等）
②水防活動の担い手となる水防団
員の募集促進

随時

引き続き実
施

・水防活動の担い手となる水防団員
の募集を促進する。

引き続き毎
年実施

・水防活動の担い手となる水防団員
の募集を促進する。

引き続き毎
年実施

・防災士受講に対する費用負担
・水防活動の担い手となる水防団員
の募集を促進する。

引き続き毎
年実施

・水防活動の担い手となる水防団員
の募集を促進する。

引き続き毎
年実施

・水防活動の担い手となる水防団員
の募集を促進する。

引き続き毎
年実施

①36事業所が登録済（H2.3月） 随時 広報誌などを活用した広報活動
各種イベント会場での団員募集活動

引き続き毎
年実施

・消防団員募集ポスターの掲示。
・「広報こまつ」・HPによる募集広
告。

通年 ・広報誌による募集案内の実施。 引き続き毎
年実施

・消防団員募集のポスター等の掲示
・大型商業施設、大学の学園祭のお
いて、PR活動を実施
・機能別消防団員制度の活用

引き続き毎
年実施

機能別消防団員制度の導入 H29年度か
ら実施

・水防技術講習会に参加 引き続き実
施

・水防技術講習会に参加 引き続き実
施

・水防工法講習会に参加 引き続き実
施

・水防工法講習会に参加 引き続き実
施

・水防技術講習会に参加。 引き続き実
施

・水防技術講習会に参加 引き続き実
施

水防工法講習会に参加 引き続き実
施

・水防工法講習会に参加 引き続き実
施

・【R2.8.30】水防工法研修会（会場：
川北町）を開催（毎年実施）

引き続き実
施

【R2.8.30】水防工法研修会に参加 引き続き実
施

【R2.8.30】水防工法研修会（不参加） 引き続き実
施

【R1.5.18】水防工法研修会の参加 引き続き実
施

【R1.5.18】水防工法研修会に参加 引き続き実
施

・水防工法研修会への参加。 引き続き実
施

（R1.5.18）水防工法研修会に参加
※令和２年度は新型コロナウイルス
で不参加

引き続き実
施

【R2.8.30】水防工法研修会に参加 引き続き実
施

・復旧活動の拠点等配置計画を検
討

H28年度
から検討

・令和２年度に復旧活動の拠点等配
置計画を検討済み

令和２年度
完了

④水防活動の担い手となる水防団、
水防協力団体の募集・指定を促進
または地域事業者による水防支援
体制の構築

O,Q

⑤国・県・自治体職員等を対象に、
水防技術講習会を実施

P

⑥大規模災害時の復旧活動の拠点
等配置計画の検討を実施

R

③毎年、関係機関が連携した水防
実働訓練等を実施

P,Q

①外水・内水氾濫に対応した水防団
等への迅速な水防活動の連絡体制
の確保や実働訓練の実施

N

②自治体関係機関や水防団が参加
した洪水に対するリスクの高い箇所
の合同巡視の実施

L,M
N



【手取川】大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　5／5

：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

金沢地方気象台
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
石川県北陸地整 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－１

２．ソフト対策の主な取組　③社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化

■要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組

・要配慮者利用施設による避難確保
計画等の作成を行おうとする際の技
術的な助言を行う

引き続き実
施

・要配慮者利用施設による避難確保
計画等の作成を行おうとする際の技
術的な助言を行う

順次実施 ①福祉避難所開設に係る施設との
協定締結（長寿介護課）
②避難行動要支援者名簿の作成・
町会との協定の締結（生活支援課）
③浸水想定区域図等の公表後に要
配慮者利用施設における計画策定
の推進を行う。

①引き続き
実施
②引き続き
実施
③H29年度
から実施

・要配慮者施設おける早い段階での
災害情報の提供（担当からの電話
連絡や防災行政無線）
・浸水想定区域図等の公表に合わ
せ要配慮者利用施設における計画
策定の推進を行う。

引き続き実
施
H29年度か
ら実施

・市の関係部局と調整会議実施
・全対象施設に計画作成の説明会
を実施
・地域防災計画掲載予定　１１７施設

H29年度か
ら実施

・浸水想定区域図等の公表後に要
配慮者利用施設における計画策定
の推進を行う。

H29年度か
ら実施

・浸水想定区域図等の公表後に要
配慮者利用施設における計画策定
の推進を行う。

H29年度か
ら実施

・要配慮者利用施設による避難確保
計画等の作成を行おうとする際の技
術的な助言を行う

H29年度か
ら実施

・各市町の地域防災計画作成支援
のための資料を作成【H30.１１幹事
会】
・【Ｒ2.2】要配慮者利用施設の避難
確保計画作成に係る講習会を実施
（白山市）

引き続き実
施

・【R2.12】洪水時等に適切な避難行
動がとられるよう要配慮者利用施設
の管理者に対して説明会を実施（金
沢市）

引き続き実
施

①43施設と協定締結済(R2.3月)

②避難行動要支援者名簿の随時更
新・町会との協定の締結を推進
③対象施設の指定（地域防災計画
への掲載）準備、計画の素案作成

①引き続き
実施
②引き続き
実施
③H29年度
から実施

要配慮者利用施設に対し、避難確
保計画作成について説明会を開催
し、浸水想定区域等を説明した。担
当部署が作成支援にあたっている。
・地域防災計画掲載　　　　66施設
・避難確保計画作成数　 　66施設

平成30年
度から実施

・避難確保計画作成義務対象施設
数
　119施設（地域防災計画記載施設
数）

・避難確保計画作成届出施設数
　119施設

H30年度
完了

・浸水想定区域図を参考に、要配慮
者利用施設における計画策定の推
進を行う。

H29年度か
ら順次実施

・浸水想定区域図等の見直しにあわ
せて、要配慮者利用施設における
計画策定の支援を行う。

Ｒ2年度か
ら実施

・【H29.9～】対象施設に計画作成の
説明会を実施（6回）
・地域防災計画記載施設　739施設
・避難確保計画作成数　　 567施設

H29年度か
ら実施

・大規模工場等への浸水リスクの説
明や水害対策など技術的な助言を
行う

引き続き実
施

・大規模工場等への浸水リスクの説
明や水害対策など技術的な助言を
行う

順次実施 水害対策等の啓発活動を行う。 H29年度か
ら実施

水害対策等の啓発活動を行う。 引き続き実
施

水害対策等の啓発活動を行う。 H29年度か
ら実施

水害対策等の啓発活動を行う。 H29年度か
ら実施

水害対策等の啓発活動を行う。 H29年度か
ら実施

水害対策等の啓発活動を行う。 H29年度か
ら実施

・大規模工場等が地域防災計画に
定められた場合には、浸水リスクの
説明や水害対策など技術的な助言
を行う
【R2.11.18】浸水防止対策として企業
BCP講座を実施（金沢市）

引き続き実
施

・大規模工場等が市町地域防災計
画に定められた場合には、浸水リス
クの説明や水害対策など技術的な
助言を行う

順次実施 水害対策等の啓発活動を行う。 H29年度か
ら順次実施

必要に応じて、関係機関と連携し作
業を実施

引き続き実
施

必要に応じて、関係機関と連携し浸
水リスクの説明や水害対策の助言
等を行う。

H29年度か
ら順次実施

水害対策等の啓発活動を行う。 H29年度か
ら順次実施

水害対策等の啓発活動を行う。 H29年度か
ら順次実施

同上
R2年度に大規模工場向け浸水防止
セミナーを開催済み

H29年度か
ら順次実施

■救援・救助活動の効率化に関する取組

・広域支援拠点等の検討支援 H28年度
から検討

・広域支援拠点等の検討に対する
助言を行う

順次実施 ①土のう備蓄ボランティアへの協力
・（一社）白山・野々市建設業協会が
主催
・資材（土のう袋、ブルーシート、パ
レット）の準備・支給
②土のうの配備
③各種資機材の整備
④各種備蓄品の整備（アレルギー対
策食品への更新を含む）
⑤浸水想定区域図等の公表後に広
域支援拠点等の配置等を検討

①年1回（6
月上旬）
②鶴来地域
配備済、松
任地域は今
後予定
③随時更新
④随時更新

・10箇年計画による各種備蓄品の整
備

・浸水想定区域図等の公表後に広
域支援拠点等の配置等を検討

平成29年
度から10箇
年計画
H29年度か
ら検討

・浸水想定区域図等の公表後に広
域支援拠点等の配置等を検討。

H29年度か
ら検討

・指定避難場所への毛布の配置
・公共施設への太陽光発電設備の
設置
・非常持ち出し袋の全戸配布
・浸水想定区域図等の公表後に広
域支援拠点等の配置等を検討

H29年度か
ら検討

・浸水想定区域図等の公表後に広
域支援拠点等の配置等を検討

H29年度か
ら検討

・排水計画の検討と併せて拠点等配
置計画の検討を実施中

R元年度か
ら検討

・広域的な水防資材の確保・調整等
を行う

順次実施 ①土のう備蓄ボランティアへの協力
を実施
②土のう配備を推進（鶴来地域配備
済、松任地域随時配置中）
③各種資機材の配備を推進
④各種備蓄品の整備を推進
⑤広域支援拠点の配備等を検討

①年1回（6
月上旬）
②随時

③随時更新
④随時更新

備蓄計画に基づき各種備蓄品を整
備し、備蓄倉庫内に配置。

地域防災計画中の物資集積拠点を
見直し、４施設を指定

平成30年
度見直し

H30年度か
ら検討

・備蓄物資及び水防避難所の最適
な配置計画を検討する。

H29年度か
ら検討

・指定避難場所への毛布の配置
・公共施設への太陽光発電設備の
設置
・非常持ち出し袋の全戸配布
・浸水想定区域図等の公表後に広
域支援拠点等の配置等を検討

H29年度か
ら順次実施

・浸水想定区域図等の見直しにあわ
せて広域支援拠点等の配置等を検
討

H31年度か
ら検討

２．ソフト対策の主な取組　③社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

・排水機場、樋門、排水路等の情報
を踏まえ排水ポンプ車の適切な配置
計画などを検討

H28年度か
ら検討

・手取川排水計画（案）の検討に協
力

順次実施 ・排水施設等の情報を確認・共有
し、排水ポンプの設置箇所の選定

H29年度か
ら検討

・排水施設等の情報を確認・共有
し、排水ポンプの設置箇所の選定

H29年度か
ら検討

・令和２年度に排水計画を検討済み 令和２年度
完了

・手取川排水計画（案）の検討に協
力

順次実施 ・検討中 H29年度か
ら検討

・検討中

・毎年、出水期前に県・市・町と連携
して連絡体制の整備を行い、情報共
有を図る。

引き続き毎
年実施

・連絡体制の確認 引き続き実
施

・河川管理者と連携を図り、連絡体
制の整備を行い毎年確認する。

引き続き毎
年実施

・河川管理者と連携を図り、連絡体
制の整備を行い毎年確認する。

引き続き毎
年実施

・【R2.6.9】洪水対応演習の際に連絡
体制について確認

引き続き毎
年実施

・連絡体制の確認 引き続き実
施

・検討中 引き続き毎
年実施

国交省主催　排水ポンプ車の実動
訓練参加【H28.6.14】
洪水対応演習参加【R2.6.9】

引き続き実
施

・実践的な操作訓練や排水計画に
基づく排水訓練の検討及び実施
・水防管理団体が行う水防訓練等へ
の参加

H28年度か
ら実施

・排水ポンプ車の実働訓練の参加 引き続き実
施

・水防訓練と合同で実施を検討
・河川管理者が行う定期的な操作訓
練に参加

H28年度
から実施

・水防訓練と合同で実施を検討。
・河川管理者が行う定期的な操作訓
練に参加。

H28年度
から実施

・毎年、排水ポンプ車操作訓練を実
施

引き続き実
施

・国交省主催　排水ポンプ車の実働
訓練に参加していく

引き続き実
施

・検討中 H28年度
から実施

国交省主催　排水ポンプ車の実動
訓練参加【H28.6.14】

引き続き実
施

③関係機関が連携した排水実働訓
練の実施

T

①要配慮者利用施設による避難確
保計画の作成に向けた支援を実施

K

②大規模工場等への浸水リスクの
説明と水害対策等の啓発活動

I

①大規模災害時の救援・救助活動
等支援のための拠点等配置計画の
検討を実施

E,S

①大規模水害を想定した手取川排
水計画（案）の検討を実施

S,T

②排水ポンプ車の出動要請の連絡
体制等を整備

T



【梯川】大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　1／8
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容
課題の
対応

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

１．ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

・防災拠点等の整備を検討する。
・洪水を安全に流すため及び危機管
理型のハード対策を推進する。

引き続き実
施

・洪水を安全に流すためのハード対
策を推進する。
　前川総合流域防災事業
　鍋谷川総合流域防災事業
　八丁川総合流域防災事業

引き続き実
施

・梯川分水路H29完成
・白江大橋下流まで引堤概成
・H30年度から水の郷こまつ梯川緊
急治水対策プロジェクト実施

引き続き実
施

・洪水を安全に流すためのハード対
策を推進する。
　前川：河川改修（護岸）
　鍋谷川：堤防補強（浸透対策）
　八丁川：堤防補強（浸透対策）

引き続き実
施

・赤瀬ダムの適切な施設管理 順次実施

・堰堤改良事業でダム管理用制御処
理設備の改良工事を実施

実施済み

■危機管理型ハード対策

・堤防天端の保護
・堤防法尻の保護

H28年度
から順次
整備

・要対策箇所の堤防天端、堤防法尻
の保護完了【Ｒ2】

令和2年度
完了

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・水防連絡会にて水防倉庫の備蓄材
などの合同巡視を実施
・新技術（水のう等）を活用した資機
材等の配備

・引き続き
実施

・H28年度
から検討

・水防資機材の配備状況の確認・整
備

・新技術を活用した水防資機材等の
配備を検討する。

・引き続き
実施

・H28年度
から検討

・水防倉庫及び倉庫内備品の点検。 随時 水防倉庫及び倉庫内備品の点検
（能美市役所）

随時

・【R2.6.4】重要水防区域パトロール
で資材の配備状況を確認し、各市町
と情報を共有

引き続き実
施

・【R2.6.12】水防資材配備状況確認

・吸水性土のうを試験的に導入

・引き続き
実施

・H28年度
から検討

【R2.6.4】水防倉庫及び倉庫内備品
の点検。

引き続き実
施

出水期前に倉庫内備品の確認
また、各避難所に備蓄倉庫の設置

随時

・簡易水位計の設置
・ＣＣＴＶカメラの設置

H28年度
から順次
整備

・水位計・量水標等の設置の検討 順次実施 冠水箇所等の監視カメラ設置
令和元年度に１台増設し、市内15箇
所に河川等を監視するカメラを設置
し、市民も閲覧できるようにホーム
ページに掲載

設置済

・簡易水位計を8箇所に設置完了
・簡易型ＣＣＴＶカメラを4箇所に設置
・簡易型ＣＣＴＶカメラを4箇所に設置
し、静止画のWeb配信をＲ3.3月に予
定

・H30年10
月
・Ｒ2年2月
・Ｒ3年3月
予定

・簡易水位計を５箇所に設置
梯川・鍋谷川・日用川・仏大寺川・郷
谷川
・簡易型河川監視カメラを５箇所に設
置
梯川・鍋谷川・日用川・仏大寺川・郷
谷川

引き続き実
施

市内15箇所設置済。市民も閲覧でき
るようにホームページに掲載
【平成30年4月】ケーブルテレビで配
信開始

設置済

能美市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

①新技術を活用した水防資機材の
検討及び配備

M,P,
Q

②円滑な避難活動や水防活動を支
援するため、CCTVカメラ、簡易水位
計や量水標等の設置

L,J

　・分水路整備
　・洪水を河川内で安全に流す
　　ための引堤や河道掘削、
　　浸透対策等

 ・赤瀬ダムの適切な施設管理

U,V

　・堤防天端の保護
　・堤防法尻の保護

W

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－２



【梯川】大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　2／8
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

能美市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－２

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する事項

・川の防災情報システムの改良及び
スマートフォンを活用した情報発信
・防災情報を一元化し、共有・閲覧で
きるシステム（プラットホーム）を構築
・プッシュ型の洪水予報等の情報発
信

順次
実施

・石川県河川総合情報システムによ
る情報提供
・スマートフォンの普及にあわせて見
やすく操作が容易な画面の作成。Ｇ
ＰＳ機能により現在地の地図を表示
することで河川利用者が近くの水
位、雨量情報を確認
・メール登録することで、気象、雨
量、水位情報が自動配信

引き続き実
施

・気象情報・注意報を発表し、現象ご
とに警戒期間、注意期間、ピーク時
間帯、雨量などの予想最大値を周知

・必要に応じて、自治体に情報伝達
（ホットライン）を実施。今年度より指
定河川対応の情報伝達（ホットライ
ン）めやすを追加。

・防災情報提供システムの「予報官
コメント」により、警報、注意報の見
込みをカラーコードでわかりやすく提
供。今年度より危機的状況を伝える
カラーコード（紫）を追加。

・短文形式の気象情報により、危機
的状況を市町や住民に周知。今年
度より、危機的状況が予想される段
階でも発表するよう改善。

引き続き実
施

平成28年出
水期より改
善実施

平成28年出
水期より改
善実施

平成28年出
水期より改
善実施

・情報伝達体制の多様多重化の促
進及び防災情報の提供等
①防災行政無線の整備及びデジタ
ル簡易無線の全世帯設置。
②災害緊急メールの発信。
③ケーブルテレビやコミュニティFM、
ホームページによる災害情報提供。
④新たな防災情報提供ツールの追
加
⑤5段階警戒レベルの周知
⑥市の防災情報等の発信ツールとし
て、「ＬＩＮＥで防災」を行い情報配信
を行う

①平成２１
年度から平
成２９年度
②③④引き
続き実施

⑥Ｒ２．６

①市民の災害対策及び情報伝達
・防災行政無線のデジタル化及び戸
別受信機の全戸配布
②冠水箇所等の監視カメラ設置
能美市内15箇所に河川等を監視す
るカメラを設置し、市民も閲覧できる
ようにホームページに掲載
ケーブルテレビで配信
③防災ガイドブックの全戸配布

①平成２１
年度から平
成２５年度
②設置済
③令和元年
度実施

・出水後におけるタイムラインの検証
と改善
・必要に応じて、水位情報等の提供
など

順次実施 ・市町が作成するタイムラインの整
備及び検証と改善に参考となる雨
量・水位情報等の提供など

順次実施 ・北陸地整、県、市、町と共同し、整
備・改善を支援

順次実施 ・梯川タイムラインは作成済み。
・協議会の中で検討する避難計画等
を踏まえ更新する。

平成27年度
から順次実
施

・協議会の中で検討する避難計画等
を踏まえ整備する

平成28年度
から順次実
施

・小松市、能美市において策定済み H29完了 ・市町の作成したタイムラインに資す
る雨量・水位情報等の提供など（前
川、八丁川、鍋谷川）

順次実施 ・必要に応じ、関係機関と連携し改
定作業を支援する。

順次実施 ・梯川のタイムラインは既に作成済
みであるが、今後の避難計画の見
直しに伴い、タイムラインを更新して
いく。

引き続き実
施

整備済
変更等が生じれば随時修正

平成29年度

・梯川洪水浸水想定区域図の策定・
公表
・家屋倒壊等氾濫想定区域図を作
成し自治体へ提供
・想定最大規模降雨の梯川氾濫シ
ミュレーションの公表

H28年度か
ら実施

・前川、八丁川、鍋谷川について、想
定最大規模も含めた洪水浸水想定
区域図の策定・公表
・前川、八丁川、鍋谷川について、家
屋倒壊等氾濫想定区域図を作成し
自治体へ提供

順次実施

・【H29.4.17】浸水想定区域図を公表
・【H30.6.21】浸水ナビを公表

実施済み ・【H30.7.26】前川、八丁川、鍋谷川
において、想定最大規模も含めた洪
水浸水想定区域図を公表
・【H30.7.26】前川、八丁川、鍋谷川
について、家屋倒壊等氾濫想定区
域図を公表

実施済み

①外水・内水氾濫の特性を踏まえた
リアルタイムの浸水情報の提供等報

の発信など防災情報の充実

G,Ｈ
I,Ｊ

C
②避難勧告等の発令に着目した防
災行動計画（タイムライン）の整備及
び検証と改善

③想定最大規模も含めた破堤点別
浸水想定区域図、 家屋倒壊等氾濫
想定区域の公表（浸水ナビ等による
公表）

D,Ｅ
Ｆ

・プッシュ型の洪水予報等の情報配
信をH29.6.15より実施
・H30からは、SNS（Twitter）にて出水
時に基準水位超過時など情報発信
を実施。

H29完了 ・実施済 引き続き実
施

・大雨特別警報の改善
・防災及び観測予報管理官と専門官
による市町防災担当部署への挨拶
及び気象台の取組について説明
・首長訪問（川北町R2.10.14、かほく
市、野々市市R2.10.16、金沢市、津
幡町R2.10.20、内灘町、加賀市
R2.10.22、白山市、能美市R2.10.27、
珠洲市、宝達志水町R2.11.14、七尾
市、羽咋市R2.12.14、小松市
R2.12.17、能登町R3.1.13、輪島市、
志賀町R3.1.25）を実施。
・気象情報・注意報を発表、警戒期
間、注意期間等の周知
・必要に応じて、危機的状況時に自
治体に情報伝達（ホットライン）を実
施。
また、危機的状況が差し迫っている
段階でもホットラインを実施する事を
追加した。
・予報官コメントのカラーコード運用
・短文形式の気象情報

R2.7.29
R2年度実
施

引き続き実
施中

引き続き実
施
H29.6.15よ
り改善実施
済

引き続き実
施

①防災行政無線の整備は完了済
み。デジタル簡易無線の全世帯設置
は平成29年９月に完了。新築・転入
者等へ随時配布。
②実施済
③実施済
④Yahoo防災速報、結ネット（町内
会、民生委員）を追加
⑤5段階の警戒レベルのリーフレット
を作成し全町内配布
⑥市の防災情報等の発信ツールとし
て、「ＬＩＮＥで防災」を行い情報配信
を行う

引き続き実
施

⑥Ｒ２．６

平成21年度から平成25年度にかけ
て防災行政無線の整備
①③転入者等へ随時配布
②平成30年4月からケーブルテレビ
でも配信開始

①平成２１
年度から平
成２５年度
②設置済
③令和元年
度実施



【梯川】大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　3／8
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

能美市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－２

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する取組

・浸水想定区域の浸水深、浸水継続
時間及び家屋倒壊危険区域の情報
提供を行う。

H29年度か
ら実施

・前川、八丁川、鍋谷川について、浸
水想定区域の浸水深、浸水継続時
間及び家屋倒壊危険区域の情報提
供を行う。

順次実施 ・浸水想定区域図等の公表後に立ち
退き避難が必要な区域及び避難方
法を検討する。

平成28年度
から検討

・浸水想定区域図等の公表後に立ち
退き避難が必要な区域及び避難方
法を検討する。

平成29年度
から検討

・【H29.4.17】浸水想定区域図を公表
・関係機関に対し、情報提供を行う。
・住民避難計画作成支援

引き続き実
施

・【H30.7.26】前川、八丁川、鍋谷川
について、浸水想定区域の浸水深、
浸水継続時間及び家屋倒壊危険区
域を公表
・関係機関に対し、情報提供を行う

引き続き実
施

・早期立ち退きエリア標記したを洪水
ハザードマップをHPで公開、町内会
長に説明配布し情報提供を行う。表
示浸水範囲及び浸水深から想定さ
れる避難対象地域の地区防災計画
作成し、住民の避難計画を検討す
る。

引き続き検
討中

ハザードマップ作成にあたり、地域ご
とに町会長及び町会で防災に関わ
る人を集め、浸水想定の説明と逃げ
方向などの意見聴取を実施。【令和2
年2月】意見聴取により設定した逃げ
方向を記載した防災ガイドブックを全
戸配布。

平成30年度

・作成に必要な情報の提供及び策定
を支援

H28年度
から順次
実施

・作成に必要な情報の提供及び策定
を支援

順次実施 ・市町の避難判断マニュアルの改訂
支援を主軸に避難計画策定を支援

引き続き実
施

・浸水想定区域図等の公表後に広
域避難の必要性や現実性について
検討する。

平成29年度
から検討

・浸水想定区域図等の公表後に広
域避難の現実性について検討する

平成29年度
から検討

・【H29.4.17】浸水想定区域図を公表
・関係機関に対し、情報提供を行う。
・住民避難計画支援資料作成

引き続き実
施

・【H30.7.26】前川、八丁川、鍋谷川
において、想定最大規模も含めた洪
水浸水想定区域図を公表
・作成に必要な予算措置に関する情
報提供を行う

引き続き実
施

・石川県水防計画の内容確認等

・現時点での支援要請はないが、引
き続き、市町の避難判断マニュアル
の改訂支援を主軸に避難計画策定
を支援

引き続き実
施

・浸水範囲及び浸水深から想定され
る避難対象地域住民の避難計画を
検討する中で、他市への広域避難
の必要性や現実性について検討し
た結果、想定しない。

梯川において、能美市からの広域避
難の想定は無い

平成30年度
検討実施

・ハザードマップポータルサイトの周
知と活用を促進

H28年度
から実施

ハザードマップを周知、活用を促進
する。

平成29年度
から検討

ホームページ内に各種ハザードマッ
プの掲載

平成29年度
から検討

・ハザードマップポータルサイトの周
知
・【H29.4.17】浸水想定区域図を公表
・関係機関に対し、情報提供を行う。
・住民避難計画作成支援

H28完了

引き続き実
施

ハザードマップを公表、周知を図り、
避難計画や地区防災計画の作成
時、検討する。

引き続き検
討中

作成したハザードマップに避難方向
及び避難時の注意箇所を掲載

令和元年度
実施

・現状予測期間（～3時間）
・更に数時間（4～6時間程度）先も含
め水位予測の精度向上の検討・シス
テム改良を行う。

H28年度
から検討

・洪水予測に必要な情報提供を行う H28年度
から実施

・洪水予測（水害リスクライン）精度
向上に向け検討中
・【R2.6】自治体向けの水害リスクラ
インについて情報提供

H30～ ・県が管理する雨量情報等洪水予測
に必要な情報提供の依頼があれば
速やかに対応する。

引き続き実
施

④人口が集中する市街地における
立ち退き避難区域等を検討する等、
関係機関と住民が協働しながら、外
水・内水氾濫に対応した避難計画の
検討

D,Ｅ
Ｆ,K

⑦水位予測の検討及び精度の向
上、洪水予測システムの構築による
ダムの危機管理型運用の実現

B,M

⑤参加市・町による広域避難計画の
策定及び支援

D,E

⑥外水・内水氾濫に対応した避難計
画のハザードマップや防災マニュア
ルへの反映

D,Ｅ
Ｆ



【梯川】大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　4／8
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

能美市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－２

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する取組

・警報等における危険度の色分け表
示
・「警報級の現象になる可能性」の情
報提供
・メッシュ情報の充実化（大雨・洪水
注警報を補足するメッシュ情報） Ｈ29年度

・警報等における危険度の色分け表
示
・「警報級の現象になる可能性」の情
報提供
・メッシュ情報の充実化（大雨・洪水
注警報を補足するメッシュ情報）

Ｈ29年度か
ら運用開始

・市町の役場等に係る河川のうち、
現在、水位周知河川に未指定の河
川について、追加指定の検討する。

平成30年度
から順次実
施

・市町の役場等に係る河川のうち、
現在、水位周知河川に未指定の河
川について、追加指定の検討する。

検討中

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

・重要水防箇所等の共同点検を実
施

順次
毎年実施

・重要水防箇所等の共同点検を実
施

順次実施 ・河川管理者と地域住民等で重要水
防箇所等の共同点検を実施する。

順次
毎年実施

・河川管理者と地域住民等で重要水
防箇所等の共同点検を実施する。

順次
毎年実施

・【R2.6.4】重要水防箇所等の合同巡
視を実施

引き続き実
施

・【R2.6.12】重要水防箇所等の合同
巡視を実施

順次実施 ・国土交通省重要水防区域パトロー
ルに参加【R2.6.4】。

引き続き実
施

【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区域
パトロールに参加

パトロール
は毎年参加

・市町の要請により、出前講座等を
積極的に行っていく。

引き続き実
施

・市町の要請があった場合は、出前
講座等を行っていく。

順次実施 ・普及啓発教材の提供により学校で
の普及啓発を支援。

引き続き実
施

・小中学校での水害教育を実施。 引き続き実
施

各小中学校及び高校から要請が
あった場合、出前講座を行う。

随時

・梯川手作り学習館に水害対応体験
コーナーを設置し、防災学習を支援
【R2.10.13】小松市小松市立稚松小
学校
【R2.12.9】石川県立小松特別支援学
校の児童・生徒を対象に、防災学習
を実施

引き続き実
施

・市町の要請があった場合は、出前
講座等を行っていく。

順次実施 ・配布資料を作成し、内容検討中 引き続き実
施

・小学校の社会科の副教材として
「わが家の防災ファイル」水害対策を
引用し活用する。
・梯川手づくり学習館のしごと体験参
加【H31.3.10】

引き続き実
施

【R1.8.1】小学生を対象とした手取川
アウトドア教室に参加。
【Ｈ28.6月】防災センターに手取川水
害資料の常設展示開始

随時

①自治会や地域住民が参加した洪
水に対するリスクの高い箇所の共同
点検の実施

Ａ

J
⑧気象情報発信時の「危険度の色
分け」や「警報級の現象」等の改善

⑨水害危険性の周知促進
（水位周知河川の追加）

X

②小中学校等における水災害教育
を実施

Ａ



【梯川】大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　5／8
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

能美市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－２

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

・市町の要請により、出前講座等を
積極的に行っていく。

引き続き実
施

・市町の要請があった場合は、出前
講座等を行っていく。

順次実施 ・地域防災リーダーや市町職員研修
などへの出前講座の実施及び市町
の防災訓練などへのオブザーバー
派遣。

引き続き実
施

・自主防災訓練や防災研修会、出前
講座等を活用し、水防災等に関する
説明を実施する。

引き続き実
施

町会、各種団体から要請があった場
合、出前講座を行う。

随時

・【R2.10.2】小松市立矢田野小学校
の児童を対象に、マイ・タイムライン
講習会を実施
・【R2.10.13】小松市小松市立稚松小
学校
【R2.12.9】石川県立小松特別支援学
校の児童・生徒を対象に、防災学習
を実施

引き続き実
施

・住民や市町からの要請があった場
合は、出前講座等を行っていく。
・防災士を対象としたセミナーを実施
　H31.3.3 小松会場で実施
　R2.1.25 小松会場で実施
　R3.2月　小松会場で実施予定

順次実施 ・石川県市町災害対応力強化研修
会石川県へ講師を派遣（H30.7.28）
・野々市市総合防災訓練への講師
派遣(H30.8.20)
・気象情報実見担当者連絡会を実
施
(H30.11.9)
・石川県主催の「防災士スキルアッ
プ研修」に講師として参加
（H31 2.9、2.11、2.17、3.3、3.9）
・野々市市総合防災訓練への講師
派遣(R1.9.8)
・気象情報実見担当者連絡会を実
施
(R1.11.14)
・県や市町等行政機関や学校、各種
団体から要請があった場合、出前講
座・講演等を実施。
・石川県市町職員防災基本研修
（R2.8.28)

引き続き実
施

・消防本部や小松防災士の会と連携
し、講習会等を実施しているが、今
後は、自主防災訓練時や防災講話
等での出前講座の活用を図ってい
く。

引き続き実
施

各種団体、学校や町会・町内会から
出前講座の要望を受けて実施
洪水に関する出前講座、H29年度2
団体、H30年度11団体、令和元年度
7団体、令和2年度14回（10団体）

随時

・市町が作成するまるごとまちごとハ
ザードマップへの情報提供

順次実施 ・市町が整備するまるごとまちごとハ
ザードマップへの情報提供

順次実施 ・浸水想定区域図等の公表後、ハ
ザードマップの見直しの際に検討す
る。

H29年度
から実施

・市町の求めに応じて、情報提供を
行う。

順次実施 ・【H30.7.26】前川、八丁川、鍋谷川
において、想定最大規模も含めた洪
水浸水想定区域図を公表。
・「まるごと・まちごとハザードマップ
実施の手引き」等を参考に、市町へ
情報提供を行う。

引き続き実
施

・R1台風被害にあわせ、指定緊急避
難場所（水害）の追加やハザードマッ
プの一部改定。

R2.3

「水防災意識社会」の再構築に役立
つ広報や資料を作成・配布

H28年度
から実施

・水害防止啓発用チラシを作成して
いる。県民へ広く周知していく。

引き続き実
施

金沢河川国道事務所と連携し「水防
災意識社会」の再構築に役立つ広
報や資料を作成・配布

H28年度か
ら実施

・北陸地整や石川県からの情報提供
後、「水防災意識社会」の再構築に
役立つ広報や資料を作成・配布。

H29年度
から実施

「水防災意識社会」の再構築に役立
つ広報や資料を作成・配布

北陸地整や
石川県から
の情報提供
後に検討

・浸水想定区域パンフレット作成・配
布

引き続き実
施

・新聞や県のテレビ広報番組を活用
した、平時からの水防災情報の周
知・教育
・水防団員を対象とした水防災情報
の利活用に関する勉強会の実施
・ハザードマップの活用方法をわかり
やすく解説したリーフレットを作成・周
知（H30.11～）
・各種の防災情報を警戒レベルに対
応させたリーフレットに改良し作成・
周知（R01.10～）
・警戒レベルの推奨配色に対応させ
たリーフレットに改良し作成・周知
（R02.7～）

引き続き実
施

・必要に応じ、関係機関と連携し作
業を支援する。

随時実施 ・北陸地整や石川県からの情報提供
後、効果的な「水防災意識社会」の
再構築に役立つ広報を市民へ周知
する。
・「水害土砂災害リーフレット」（石川
県）をR1.11に全戸配布、「逃げ遅れ
ゼロ水害」（国交省金沢河川国道事
務所）、危険度分布（気象庁）を講習
会等で配布、周知を図る。

H29年度
から実施

洪水ハザードマップの完成に合わ
せ、各種災害統合版のマップ及び防
災情報を盛り込んだ防災ガイドブック
を全戸配布

令和元年度
実施

③出前講座等を活用し、水防災等に
関する説明会を開催

Ａ

④住民意識の喚起に資する「まるご
とまちごとハザードマップ（モデル地
域）」の設置

D,F
I

⑤効果的な「水防災意識社会」の再
構築に役立つ広報や資料を作成・配
布

H



【梯川】大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　6／8
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

能美市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－２

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

・自主防災組織の結成率は100％で
あり、今後は防災訓練の実施率を向
上させていく。
・自主防災組織のランクアップ（5段
階評価)を実施
・自主防災組織のリーダーとなる防
災士は毎年80名、しみん救護員は
毎年100名の養成を目指す。
・全26校下地区に避難所運営協議
会を設立し、地域住民による避難所
運営を目指す。

引き続き実
施

・自主防災組織の結成率100％を目
指し、町内会に働きかけるとともに積
極的な育成に取り組む。
・自主防災組織のリーダーとなる防
災士の育成を図っていく。

引き続き実
施

①自主防災訓練は新型コロナウイ
ルス感染症の影響で実施率51.8％
（127町内実施）
②自主防災組織優良ランク（SABラ
ンク）78町内（31.8％）
②防災士は695名（174町内（71.0％）
女性186名（26.7％）外国人13名）
③しみん救護員647名（151町内
61.6％）女性294名（45.4％）
④避難所運営協議会　24/26校下地
区設立

引き続き実
施

74町会の内73町会結成済み。【R3.3
末現在】

能美市の防災士数315人【R3.3末現
在】。
令和2年度は48人を県の自主防災
リーダー育成講座で育成。

引き続き実
施

・浸水実績等に関する情報を共有
し、市町において住民等に水害危険
性を周知できるよう支援する。
（浸水実績図の作成）

順次実施 住民等に水害危険性を周知できるよ
う検討する。

平成30年度
から検討

住民等に水害危険性を周知できるよ
う検討する。

平成30年度
から検討

・【H30.3】浸水実績図を作成。
浸水実績等に関する情報を共有し、
市町において住民等に水害危険性
を周知できるよう支援する。

引き続き実
施

住民等に水害危険性を周知できるよ
う検討する。

平成30年度
から検討

住民等に水害危険性を周知できるよ
う検討する。

令和元年度
から検討

２．ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

・水防連絡会にて連絡体制の確認を
行い、県・市・町と共同で情報伝達訓
練を実施する。

引き続き毎
年実施

・情報伝達訓練の実施 引き続き毎
年実施

・情報伝達訓練への支援 引き続き毎
年実施

・災害緊急メール、ラインワークス等
のプッシュ型情報伝達手段を活用し
情報伝達する。
・河川管理者と市、消防本部、水防
団の連絡体制を確認し、河川管理者
が行う情報伝達訓練に参加する。

随時 ・各種警報が発令されたとき、迅速
に対応できるよう配備体制表に準じ
て班単位でパトロールを実施
・水防連絡会にて連絡体制の確認を
行い、河川管理者が行う情報伝達訓
練に参加する。

引き続き実
施

・【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区
域パトロールを開催

・【R2.6.9】水害を想定した情報伝達
の演習を実施

・【R2.8.30】水防工法研修会を開催

引き続き毎
年実施

・【R2.6.16】情報伝達訓練の実施 引き続き毎
年実施

・平成30年度手取川・梯川洪水予報
伝達演習に参加、事務所と共同で演
習電文を作成。(H30.4.24)
・手取川・梯川総合水防演習
(H30.5.26)
・令和2年度洪水対応演習(R2.6.9）

引き続き実
施

・災害緊急メール、ラインワークス等
を活用し水防団等へ情報提供を実
施する。
・関係機関からの洪水予報，水防警
報等の情報伝達の演習【R2.6.9】
早朝招集訓練の実施【R1.5.30】
水防工法研修会参加【R1.5.18】

引き続き実
施

【R2.6.9】防災訓練（情報伝達）に参
加（国）

【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区域
パトロールに参加

引き続き実
施

・重要水防箇所等の合同巡視を実
施

引き続き毎
年実施

・重要水防箇所等の合同巡視を実
施

引き続き毎
年実施

・出水期前に市町や水防団等と重要
水防箇所の合同巡視への参加

引き続き毎
年実施

・河川管理者と水防関係機関で重要
水防箇所等の合同巡視を実施する。

引き続き毎
年実施

・出水期前に国県市町や水防団等と
重要水防箇所の合同巡視への参加

引き続き毎
年実施

・【R2.6.4】重要水防箇所等の合同巡
視を実施

引き続き毎
年実施

・【R2.6.12】重要水防箇所等の合同
巡視を実施

引き続き毎
年実施

・手取川・梯川重要水防区域パト
ロールに参加(H30.6.6)
・手取川・梯川の水防パトロール
　に参加(R1.6.7)
・手取川・梯川の水防パトロール
　に参加(R2.6.4)

引き続き毎
年実施

・国土交通省重要水防区域パトロー
ルに参加【R2.6.4】。

引き続き実
施

【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区域
パトロールに参加

引き続き毎
年実施

⑥住民の防災意識を高め、地域の
防災力の向上を図るための自主防
災組織の充実

K

①外水・内水氾濫に対応した水防活
動の連絡体制の確保や、実働訓練
の実施、水防活動の担い手の確保

N

⑦浸水実績などの把握・水害リスク
の周知（浸水実績図の作成・周知）

X

②自治体関係機関や水防団が参加
した洪水に対するリスクの高い箇所
の合同巡視の実施

L,M
N



【梯川】大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　7／8
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

能美市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－２

２．ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

・水防管理団体が行う訓練への参加
・水防工法講習会の支援等を行う。

引き続き毎
年実施

・水防管理団体が行う訓練への参加
・水防訓練の実施

引き続き毎
年実施

・関係機関等の要請により、訓練へ
の支援

引き続き実
施

・水防管理団体が行う訓練への参
加。
・水防活動時を想定した参集訓練実
施。
・毎年、出水期前に水防訓練を実
施。
・毎年行っている水防訓練の内容を
見直し、実働水防訓練を実施。

引き続き毎
年実施

・水防管理団体が行う訓練への参加
・毎年、出水期前に水防訓練を実施
・毎年行っている水防訓練の内容を
見直し、実働水防訓練を実施

引き続き毎
年実施
出水期前

・【R2.6.9】洪水対応演習を実施し、
県、市町との連携を確認。

引き続き毎
年実施

・水防管理団体が行う訓練への参加

・【R2.6.16】水防訓練の実施

引き続き毎
年実施

・能美市防災訓練協力（模擬ホットラ
イン）(H30.2.4及びH30.6.3)
・能美市防災訓練協力（模擬ホットラ
イン）(R1.6.8)
その他、数市町の防災訓練に協力

引き続き実
施

・手取川・梯川・石川海岸水防連絡
会主催　水防工法講習会参加
【R1.5.18】
洪水対応演習参加【R2.6.9】

引き続き実
施

【R2.6.9】防災訓練（情報伝達）に参
加（国）

引き続き毎
年実施
出水期前

・水防活動の担い手となる水防団員
の募集を促進する。

引き続き毎
年実施

・水防活動の担い手となる水防団員
の募集を促進する。

引き続き毎
年実施

・消防団員募集ポスターの掲示や消
防団員が作成する機関誌の発刊。
・各種イベント会場での団員募集活
動
・「広報こまつ」・HPによる募集広告。

引き続き実
施

広報誌などを活用した広報活動
各種イベント会場での団員募集活動

引き続き毎
年実施

・水防技術講習会に参加 引き続き実
施

・水防技術講習会に参加 引き続き実
施

・水防工法講習会に参加。 引き続き実
施

・水防工法講習会に参加 引き続き実
施

・【R2.8.30】水防工法研修会（会場：
川北町）を開催（毎年実施）

引き続き実
施

【R2.8.30】水防工法研修会に参加 引き続き実
施

【R1.5.18】水防工法研修会に参加 引き続き実
施

【R1.5.18】水防工法研修会の参加 引き続き実
施

・復旧活動の拠点等配置計画を検
討

H28年度
から検討

・復旧活動の拠点等配置計画を検
討済み

Ｒ2年度完
了

■要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組

・要配慮者利用施設による避難確保
計画等の作成を行おうとする際の技
術的な助言を行う

引き続き実
施

・要配慮者利用施設による避難確保
計画等の作成を行おうとする際の技
術的な助言を行う

順次実施 ・要配慮者施設おける早い段階での
災害情報の提供。
・浸水想定区域図等の公表後に要
配慮者施設における避難計画策定
や避難訓練の支援する。

H28年度か
ら実施

・要配慮者施設おける早い段階での
災害情報の提供（担当からの電話連
絡や防災行政無線）
・浸水想定区域図等の公表に合わ
せ要配慮者利用施設における計画
策定の推進を行う。

引き続き実
施
H29年度か
ら実施

・【H29.1.15】梯川の氾濫を想定した
ＤＭＡＴ局地災害対応力向上研修を
支援
・各市町の地域防災計画作成支援
のための資料を作成【H30.１１幹事
会】

引き続き実
施

・【H29.4.21】洪水時等に適切な避難
行動がとられるよう要配慮者利用施
設の管理者に対して説明会を実施

引き続き実
施

・避難確保計画作成義務対象施設
数　119施設（地域防災計画記載施
設数）
・避難確保計画作成届出施設数
　119施設

H30年度
完了

要配慮者利用施設に対し、避難確
保計画作成について説明会を開催
し、浸水想定区域等を説明した。担
当部署が作成支援にあたっている。
・地域防災計画掲載予定　３施設
・避難確保計画作成数　 　３施設

平成30年度
から実施
引き続き実
施

・大規模工場等への浸水リスクの説
明や水害対策など技術的な助言を
行う

引き続き実
施

・大規模工場等への浸水リスクの説
明や水害対策など技術的な助言を
行う

順次実施 水害対策等の啓発活動を行う。 H29年度か
ら実施

水害対策等の啓発活動を行う。 引き続き実
施

・大規模工場等が地域防災計画に
定められた場合には、浸水リスクの
説明や水害対策など技術的な助言
を行う

引き続き実
施

・大規模工場等が地域防災計画に
定められた場合には、浸水リスクの
説明や水害対策など技術的な助言
を行う

順次実施 水害対策等の啓発活動を行う。 H29年度か
ら実施

必要に応じて、関係機関と連携し作
業を実施

引き続き実
施

③毎年、関係機関が連携した水防実
働訓練等を実施

P,Q

④水防活動の担い手となる水防協
力団体の募集・指定を促進

O,Q

⑤国・県・自治体職員等を対象に、
水防技術講習会を実施

P

⑥大規模災害時の復旧活動の拠点
等配置計画の検討を実施

R

①要配慮者利用施設による避難確
保計画の作成に向けた支援を実施

K

②大規模工場等への浸水リスクの
説明と水害対策等の啓発活動

I



【梯川】大規模水害に関する減災目標を達成するための各機関の取組（案）　8／8
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

能美市
減災のための取組項目（素案）

（概ね５年間）
金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－２

２．ソフト対策の主な取組　③社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化

■救援・救助活動の効率化に関する取組

・広域支援拠点等の検討支援 H28年度
から検討

・広域支援拠点等の検討に対する助
言を行う

順次実施 ・浸水想定区域図等の公表後に広
域支援拠点等の配置等を検討する。

H28年度か
ら検討

・10箇年計画による各種備蓄品の整
備

・浸水想定区域図等の公表後に広
域支援拠点等の配置等を検討

平成29年度
から10箇年
計画
H29年度か
ら検討

・排水計画の検討と併せて拠点等配
置計画の検討を実施中

Ｒ元年度か
ら検討

・広域的な水防資材の確保・調整等
を行う

順次実施 ・地域防災計画に災害時の救援・救
助活動等支援のための拠点施設を
指定。

引き続き、
拠点施設を
検討

備蓄計画に基づき各種備蓄品を整
備し、備蓄倉庫内に配置。

地域防災計画中の物資集積拠点を
見直し、４施設を指定

平成30年度
見直し

H30年度か
ら検討

２．ソフト対策の主な取組　③社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

・排水機場、樋門、排水路等の情報
を踏まえ排水ポンプ車の適切な配置
計画などを検討

H28年度か
ら検討

・梯川排水計画（案）の検討に協力 順次実施 ・排水施設等の情報を確認・共有し、
排水ポンプの設置箇所の選定

H29年度か
ら検討

・排水計画を検討済み Ｒ2年度完
了

・梯川排水計画（案）の検討に協力 順次実施 ・国交省主催　樋管操作講習会に参
加

引き続き毎
年実施

・毎年、出水期前に県・市・町と連携
して連絡体制の整備を行い、情報共
有を図る。

引き続き毎
年実施

・連絡体制の確認 引き続き実
施

・河川管理者と連携を図り、連絡体
制の整備を行い毎年確認する。

引き続き毎
年実施

・【R2.6.9】洪水対応演習において、
排水ポンプ車出動の流れを訓練

引き続き毎
年実施

・【R2.5.29】水防連絡会の際に連絡
体制について確認

引き続き実
施

・国交省主催　排水ポンプ車の実働
訓練参加【H28.6.14】
・洪水対応演習参加【R2.6.9】

引き続き毎
年実施

・実践的な操作訓練や排水計画に基
づく排水訓練の検討及び実施
・水防管理団体が行う水防訓練等へ
の参加

H28年度か
ら実施

・排水ポンプ車の実働訓練の参加 引き続き実
施

・水防訓練と合同で実施を検討
・河川管理者が行う定期的な操作訓
練に参加

H28年度
から実施

・毎年、排水ポンプ車操作訓練を実
施

引き続き実
施

・排水ポンプ車の実働訓練が開催さ
れる場合は参加する

引き続き実
施

・国交省主催　排水ポンプ車の実働
訓練参加【H28.6.14】

引き続き毎
年実施

②排水ポンプ車の出動要請の連絡
体制等を整備

T

③関係機関が連携した排水実働訓
練の実施

T

①大規模災害時の救援・救助活動
等支援のための拠点等配置計画の
検討を実施

E,S

①大規模水害を想定した梯川排水
計画（案）、浸水継続時間の短縮を
図るための排水計画の検討等を実
施

S,T



【手取川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　1／13
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目 事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

◎関係機関の連携体制
■関係機関の連絡体制

各機関の具
体的な取組

・協議会のオブザーバーに利水ダムの
管理者（北陸電力、電源開発）を追加
済みであり、必要に応じて構成員への
追加を検討。
・市町の高齢者福祉部局を追加状況
を確認。
・大規模氾濫減災協議会にメディア連
携協議会を設置し、地域の取り組みを
推進。

R1出水期ま
で

・協議会の構成員に高齢者福祉部局
等の追加を検討する。

R3出水期ま
で

・必要に応じて、協議会の構成員に市
の高齢者福祉部局の追加を検討。

R2出水期ま
で

・各地域で発生する災害の状況や高
齢者の被災リスク等を踏まえ、必要に
応じて、協議会の構成員に市の高齢
者福祉部局を追加を検討。

・各地域で発生する災害の状況や高
齢者の被災リスク等を踏まえ、必要に
応じて、協議会の構成員に市町村の
高齢者福祉部局を追加。

・協議会の構成員に高齢者福祉部局
等の追加を検討する。

R1出水期ま
で

・H29より、高齢者を含めた福祉部局
と連絡調整会議を実施
・協議会の内容について、福祉部局と
情報共有

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・【R2.1幹事会】市町の高齢者福祉部
局について追加の必要性を確認。
・【R2.1幹事会】地域の取り組み推進に
向け、メディア連携協議会の設置につ
いて確認。参加の希望を確認中、R3
出水期前までに実施予定

引き続き検討していく。 引き続き検討していく。 引き続き検討していく。 引き続き検討していく。 引き続き検討していく。 R1年５月に実施済 R1年５月

各機関の具
体的な取組

・構成員の変更が生じた場合等、適
宜、「地域の取組方針」を見直し。
・協議会を開催して取組状況をフォ
ローアップし、必要に応じて「地域の取
組方針」の見直し。
・協議会で取りまとめた取組内容等を
ホームページで公表。
・引き続き、協議会で関係機関の取組
をフォローアップし、ハード・ソフト対策
を推進。

2020年度を
目途

・引き続き、協議会で関係機関の取組
をフォローアップし、ハード・ソフト対策
を推進。

2021年度を
目途

・協議会等を適宜開催して取組状況を
フォローアップし、必要に応じて「地域
の取組方針」の見直し。

2020年度を
目途

・協議会の構成員を確認し、変更等が
ある場合は、適宜修正を行う。

2021年度を
目途

・引き続き、協議会で関係機関の取組
をフォローアップし、ハード・ソフト対策
を推進。

2020年度を
目途

・構成員の変更が生じた場合等、適
宜、「地域の取組方針」を見直し。
・協議会等を適宜開催して取組状況を
フォローアップし、必要に応じて「地域
の取組方針」の見直し。

・構成員の変更が生じた場合等、適
宜、「地域の取組方針」を見直し。
・協議会等を適宜開催して取組状況を
フォローアップし、必要に応じて「地域
の取組方針」の見直し。

・協議会の構成員を確認し、変更等が
ある場合は、適宜修正を行う。

2020年度を
目途

・構成員の変更が生じた場合等、適
宜、「地域の取組方針」を見直し。
・協議会を開催して取組状況をフォ
ローアップし、必要に応じて「地域の取
組方針」の見直し。
・協議会で取りまとめた取組内容等を
庁内関係部署で情報共有。
・引き続き、協議会で関係機関の取組
をフォローアップし、ハード・ソフト対策
を推進。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

・【R2.5減災協議会】取りまとめた取組
内容をHPで公表済み。
・【R3.2幹事会】取組状況をフォロー
アップしハード・ソフト対策を推進。

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

・コロナ関連で実施できなかったため、
引き続き実施を予定。

必要に応じて、適宜見直しを図る。 引き続き検討していく。 必要に応じて、見直しを図る。 必要に応じて、適宜見直しを図る。 必要に応じて、適宜見直しを図る。 適宜実施

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する事項

各機関の具
体的な取組

・協議会において連絡体制を確認。洪
水対応訓練や避難訓練等を実施し、
明らかになった課題等を通してタイム
ラインを検証し、必要に応じて改訂。

R1出水期ま
で

協議会において連絡体制を確認。 R1出水期ま
で

・年度初めに各市町担当者にホットラ
イン連絡先の確認。

R1出水期ま
で

・協議会において連絡体制を確認。洪
水対応訓練や避難訓練等を実施し、
明らかになった課題等を通してタイム
ラインを検証し、必要に応じて改訂。

R3出水期ま
で

・協議会において連絡体制を確認。洪
水対応訓練や避難訓練等を実施し、
明らかになった課題等を通してタイム
ラインを検証し、必要に応じて改訂。

R3出水期ま
で

・協議会において連絡体制を確認。洪
水対応訓練や避難訓練等を実施し、
明らかになった課題等を通してタイム
ラインを検証し、必要に応じて改訂。

・協議会において連絡体制を確認。洪
水対応訓練や避難訓練等を実施し、
明らかになった課題等を通してタイム
ラインを検証し、必要に応じて改訂。

・協議会等において、連絡体制を共有
し、必要に応じて見直しを図る。

・各関係機関と実施している洪水対応
訓練等を通して、防災体制の見直しを
図る。

R1出水期ま
で

・協議会において連絡体制を確認。洪
水対応訓練や避難訓練等を実施し、
明らかになった課題等を通してタイム
ラインを検証し、必要に応じて改訂。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・【H31.4.26】洪水対応演習で情報提供
の訓練において、タイムラインについ
て関係自治体と確認。
・【R1.5】減災協議会】連絡体制を確
認。

・【R1.5減災協議会】連絡体制を確認。 ・常時、ホットラインによる気象解説を
実施。また、悪天時には対象市町へ
の気象情報についても解説を実施。

R1出水期ま
で

必要に応じて適宜見直し 必要に応じて改訂していく 洪水タイムラインについて確認し、必
要に応じて改訂していく

必要に応じて、適宜見直しを図る、 必要に応じて、適宜見直しを図る。 R1年５月に実施済 R1年５月

各機関の具
体的な取組

・毎年、出水期前に協議会において連
絡体制を確認。洪水対応訓練や避難
訓練等を実施し、明らかになった課題
等を通してタイムラインを検証し、必要
に応じて改訂。

2020年度を
目途

毎年、協議会において連絡体制を確
認。洪水対応訓練や避難訓練等を実
施し、明らかになった課題等を通してタ
イムラインを検証し、必要に応じて改
訂。

2021年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において連
絡体制を確認。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において連
絡体制を確認。洪水対応訓練や避難
訓練等を実施し、明らかになった課題
等を通してタイムラインを検証し、必要
に応じて改訂。

2021年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において連
絡体制を確認。洪水対応訓練や避難
訓練等を実施し、明らかになった課題
等を通してタイムラインを検証し、必要
に応じて改訂。

2021年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において連
絡体制を確認。洪水対応訓練や避難
訓練等を実施し、明らかになった課題
等を通してタイムラインを検証し、必要
に応じて改訂。

・毎年、出水期前に協議会において連
絡体制を確認。洪水対応訓練や避難
訓練等を実施し、明らかになった課題
等を通してタイムラインを検証し、必要
に応じて改訂。

・協議会等において、連絡体制を共有
し、必要に応じて見直しを図る。

・毎年、各関係機関と実施している洪
水対応訓練等を通して、防災体制の
見直しを図る。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において連
絡体制を確認。洪水対応訓練や避難
訓練等を実施し、明らかになった課題
等を通してタイムラインを検証し、必要
に応じて改訂。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

・【R2.6.9】洪水対応演習で情報提供の
訓練において、タイムラインについて
関係自治体と確認。
・【R2.5】減災協議会】連絡体制を確
認。
引き続き、実施を予定。

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

・引き続き、実施を予定。 必要に応じて適宜見直し 必要に応じて改訂していく 洪水タイムラインについて確認し、必
要に応じて改訂していく

必要に応じて適宜見直しを図る。 必要に応じて適宜見直しを図る。 毎年実施予定

各機関の具
体的な取組

・協議会において、各市町と水害対応
タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、洪
水対応訓練を実施し、明らかになった
課題等を踏まえ、避難勧告の発令基
準や水害対応タイムライン等を見直
し。

R1出水期ま
で

・協議会において、関係機関と水害対
応タイムラインを確認。

R1出水期ま
で

・大雨注意報・大雨警報（浸水害）、洪
水注意報・洪水警報の基準値の調査
及び定期的な見直し。

R1出水期ま
で

・協議会において、各市町と水害対応
タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、洪
水対応訓練を実施し、明らかになった
課題等を踏まえ、避難勧告の発令基
準や水害対応タイムライン等を見直
し。

R3出水期ま
で

・協議会において、各市町と水害対応
タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、洪
水対応訓練を実施し、明らかになった
課題等を踏まえ、避難勧告の発令基
準や水害対応タイムライン等を見直
し。

R3出水期ま
で

・協議会において、関係機関と水害対
応タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、市
町村は関係機関と連携して避難訓練
等を実施して、明らかになった課題等
を踏まえ、避難勧告の発令基準や水
害対応タイムライン等を見直し。

・協議会において、関係機関と水害対
応タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、市
町村は関係機関と連携して避難訓練
等を実施して、明らかになった課題等
を踏まえ、避難勧告の発令基準や水
害対応タイムライン等を見直し。

・他関係機関の水害対応タイムライン
や市の課題等を踏まえて、タイムライ
ン、避難勧告の発令基準の見直しを
実施する。

R1出水期ま
で

・協議会において、関係機関と水害対
応タイムラインを確認。
・過去の水害対応や、水害対応タイム
ラインを活用した、洪水対応訓練を実
施し、明らかになった課題等を踏ま
え、水防活動等に反映するとともに、
適宜、避難勧告の発令基準や水害対
応タイムライン等を見直し。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・【H31.3幹事会】各市町の洪水タイム
ラインを確認済み。
・R1出水期より出水時のタイムライン
活用を開始。（R1年度は出水対応がな
かったため活用事例なし）
・R2年度よりタイムラインを活用した訓
練を実施済み。

・【R1.5減災協議会】関係機関と水害
対応タイムラインを確認。

・大雨注意報・大雨警報（浸水害）、洪
水注意報・洪水警報の基準値の調査
及び定期的な見直しを実施。

R2.8.6実施
次年度も実
施予定

必要に応じて適宜見直し 必要に応じて改訂していく 洪水タイムラインについて確認し、必
要に応じて改訂していく

・他関係機関の水害対応タイムライン
や町の課題等を踏まえて、タイムライ
ン、避難勧告の発令基準の見直しに
ついて確認した。

・他関係機関の水害対応タイムライン
や市の課題等を踏まえて、タイムライ
ン、避難勧告の発令基準の見直しに
ついて確認した。

R1年４月に実施済 R1年４月

各機関の具
体的な取組

・毎年、出水期前に協議会において、
市町と水害対応タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、洪
水対応訓練を実施し、明らかになった
課題等を踏まえ、避難勧告の発令基
準や水害対応タイムライン等を見直
し。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において、
関係機関と水害対応タイムラインを確
認。
・水害対応タイムラインを活用して、洪
水対応訓練を実施し、明らかになった
課題等を踏まえ、避難勧告の発令基
準や水害対応タイムライン等を見直
し。

2021年度を
目途

・大雨注意報・大雨警報（浸水害）、洪
水注意報・洪水警報の基準値の調査
及び定期的な見直し。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において、
市町と水害対応タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、洪
水対応訓練を実施し、明らかになった
課題等を踏まえ、避難勧告の発令基
準や水害対応タイムライン等を見直
し。

2021年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において、
関係機関と水害対応タイムラインを確
認。
・水害対応タイムラインを活用して、洪
水対応訓練を実施し、明らかになった
課題等を踏まえ、避難勧告の発令基
準や水害対応タイムライン等を見直
し。

2021年度を
目途

毎年、出水期前に協議会において、関
係機関と水害対応タイムラインを確
認。
・水害対応タイムラインを活用して、市
町村は関係機関と連携して避難訓練
等を実施して、明らかになった課題等
を踏まえ、避難勧告の発令基準や水
害対応タイムライン等を見直し。

・毎年、出水期前に協議会において、
関係機関と水害対応タイムラインを確
認。
・水害対応タイムラインを活用して、市
町村は関係機関と連携して避難訓練
等を実施して、明らかになった課題等
を踏まえ、避難勧告の発令基準や水
害対応タイムライン等を見直し。

・他関係機関の水害対応タイムライン
や市の課題等を踏まえて、タイムライ
ン、避難勧告の発令基準の見直しを
実施する。

・毎年、出水期前に協議会において、
関係機関と水害対応タイムラインを確
認。
・水害対応タイムラインを活用して、洪
水対応訓練を実施し、明らかになった
課題等を踏まえ、避難勧告の発令基
準や水害対応タイムライン等を見直
し。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

・【R2.5】各市町の洪水タイムラインを
確認・修正済み。
・R1出水期より出水時のタイムライン
活用を開始。
・【R2.6.9】洪水対応演習にて、タイムラ
インを活用した訓練を実施。
必要に応じて、適宜見直しを図る。

必要に応じて、適宜見直しを図る。 引き続き実
施

・基準変更実施 R2.8.6実施
次年度も実
施予定

必要に応じて適宜見直し 必要に応じて改訂していく 洪水タイムラインについて確認し、必
要に応じて改訂していく

必要に応じて、適宜見直しを図る。 ・警戒レベル３で自主避難所を開設す
ることを防災計画に明記し、市内公民
館を自主避難所に指定した。

R２年度 適宜見直し

各機関の具
体的な取組

・手取川流域は、ゼロメートル地帯を
含むエリアには該当しないため、基本
的には検討を不要とするが、避難計画
に公共交通機関を用いる市町があれ
ば、タイムラインの作成に向けて検討
を実施。

・ゼロメートル地帯を含むエリアには該
当しないが、ライフライン事業者の対
応等、多機関連携型タイムラインの拡
充の必要性を検討し、協議会で今後
の方針を周知。

R3出水期ま
で

・ゼロメートル地帯を含むエリアには該
当しないが、ライフライン事業者の対
応等、多機関連携型タイムラインの拡
充の必要性を検討し、協議会で今後
の方針を周知。

・ゼロメートル地帯を含むエリアには該
当しないが、ライフライン事業者の対
応等、多機関連携型タイムラインの拡
充の必要性を検討し、協議会で今後
の方針を周知。

・協議会等で意見交換を行いながら、
多機関連携型タイムラインの作成・拡
充を検討する。

・協議会等で意見交換を行いながら、
多機関連携型タイムラインの作成・拡
充を検討する。

R1出水期ま
で

・ゼロメートル地帯を含むエリアには該
当しないが、ライフライン事業者の対
応等、多機関連携型タイムラインの拡
充の必要性を検討し、協議会で今後
の方針を周知。

取組の進捗
状況

・公表、検討中のハザードマップにお
いて避難計画に公共交通機関を使用
する市町があるか確認し、該当なし。

必要に応じて対応する。 必要に応じて対応する。 公共交通機関を使用して避難する計
画は無し

必要に応じて対応する。 必要に応じて対応する。 必要に応じて対応

各機関の具
体的な取組

・避難方法が変わった場合、必要に応
じて、多機関連携型タイムラインを拡
充。

2020年度を
目途

・協議会等で意見交換を行いながら、
多機関連携型タイムラインの作成・拡
充を検討する。

2021年度を
目途

・必要に応じて、多機関連携型タイム
ラインを拡充。

2021年度を
目途

・必要に応じて、多機関連携型タイム
ラインを拡充。

・協議会等で意見交換を行いながら、
多機関連携型タイムラインの作成・拡
充を検討する。

・協議会等で意見交換を行いながら、
多機関連携型タイムラインの作成・拡
充を検討する。

2020年度を
目途

・必要に応じて、多機関連携型タイム
ラインを拡充。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

必要に応じて、対応する。 必要に応じて対応する。 必要に応じて対応する。 必要に応じて対応する。 必要に応じて、対応する。 必要に応じて、対応する。 必要に応じて対応

実施する施策

①大規模氾濫減災協議会等の設置

①洪水時における河川管理者からの
情報提供等（ホットラインの構築）

金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市金沢地方気象台石川県北陸地整

②避難勧告等発令の対象区域、
判断基準等の確認（タイムライン）

③多機関連携型タイムラインの拡充

凡例 上段 ： 機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－３



【手取川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　2／13
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目 事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

実施する施策 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市金沢地方気象台石川県北陸地整

凡例 上段 ： 機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－３

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する事項

各機関の具
体的な取組

【H30.12.11】国土交通本省にて施策
（住民自らの行動に結びつく災害情報
の提供）のとりまとめを実施。

【R1.6.7、R1.12.20、R2.8.28】国土交通
本省にてフォローアップ会議を３回実
施。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

DiMAPSによる災害ビッグデータ表示
のシステム改良（R1.9）、Lアラートを活
用した情報配信可能な仕組みを構築
（R1.6.3提供開始）。

各機関の具
体的な取組

メディア連携会議を設置する。 R3出水期前
まで

取組の進捗
状況

Ｒ2協議会で設置することで確認済
み。参加の希望を確認中、R3出水期
前までに実施予定

各機関の具
体的な取組

・危険レベル（警戒レベル）の導入に関
し、洪水予警報及び水位周知情報の
発表形式の見直しを行い、発表情報
の参考となる警戒レベルが分かる発
表文にて運用。
・関係機関との連携のもと、各種防災
情報における住民自らの行動（避難準
備や避難開始）のためのトリガーとな
る情報を明確化し、これらのトリガー情
報について適切なタイミングで緊急速
報メールを配信するための仕組みを構
築。
・水害・土砂災害に関する緊急速報
メールについて、緊急性とその内容が
的確に伝わるよう、配信文例を作成し
関係者間で共有し、自治体にも周知。

R1出水期ま
で

・危険レベル（警戒レベル）の導入に関
し、洪水予警報及び水位周知情報の
発表形式の見直しを行い、発表情報
の参考となる警戒レベルが分かる発
表文にて運用。

R1出水期ま
で

【R1出水期まで】
・危険レベル（警戒レベル）の導入に関
し、指定河川洪水予報の発表形式の
見直しを行い、発表情報の参考となる
警戒レベルが分かる発表文にて運
用。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・R1出水期より、警戒レベルを追加し
た発表文の運用開始済み。
・R1出水期より緊急速報メールの配信
文例を緊急性が的確に伝わるよう変
更済み。

・R1出水期より、警戒レベルを追加し
た発表文の運用開始済み。

・「警報レベル」対応電文の伝達訓練
を
　R元年6月3日に実施。

2019/6/3

各機関の具
体的な取組

・2018年の緊急点検を踏まえ、これま
で別々に管理されてきた水害・土砂災
害に関する情報を統合表示するシス
テムによる情報提供を開始。

2020年度を
目途

・統合表示システムに必要となる情報
があれば提供

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

引き続き、実施を予定。 引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

各機関の具
体的な取組

・状況の切迫性が効果的に伝わる解
説となるよう、解説を行う際の体制や、
解説のタイミングとその内容等につい
て整理。

R3出水期ま
で

取組の進捗
状況

次回協議会で、メディア連携協議会を
設置予定。

各機関の具
体的な取組

・出水時に、国土交通省職員の普段
現場で災害対応に当たっている専門
家がリアルタイムの状況をテレビやラ
ジオ等のメディアで解説し、状況の切
迫性を直接住民に周知。

R3出水期ま
で

取組の進捗
状況

次回協議会で、メディア連携協議会を
設置予定。

各機関の具
体的な取組

・ダムや堤防等の施設に係る機能や
避難の必要性等に関する情報を流域
住民等へ周知。
・ダム等の洪水時の操作に関するわ
かりやすい情報提供等が必要なダム
については、関係機関と調整を図り、
調整が整ったダム等から順次実施。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・手取川ダム異常洪水時防災操作を
想定したダムの防災タイムライン（案）
について関係機関と協議中。
・また、情報、通知文の内容を見直し、
通知等のタイミングを協議した。
・重要水防箇所を公表するとともに、
関係者合同で重要水防箇所パトロー
ルを実施。

2020年12月
～

2019年9月

各機関の具
体的な取組

・ダムや堤防等の施設について、整備
の段階や完成後も定期的にその効果
や機能等について住民等への周知を
実施。
・手取川ダムの洪水時の操作に関す
るわかりやすい情報提供を、2019年度
までに実施。
・県管理ダムのうち、洪水時の操作に
関するわかりやすい情報提供が必要
なダムは、調整が整い次第実施。

2020年度を
目途

・ダム施設について、整備の段階や完
成後も定期的にその効果や機能等に
ついて住民等への周知を継続実施。

取組の進捗
状況

・ダムの効果や機能等の周知につい
て適宜実施。
・重要水防箇所を公表するとともに、
関係者合同で重要水防箇所パトロー
ルを実施。

・ダム見学を受入れ、ダム効果や機能
等について周知を継続実施

④ICT等を活用した洪水情報の提供

⑤危険レベルの統一化等による
災害情報の充実と整理

⑥洪水予測や河川水位の状況
に関する解説

⑦防災施設の機能に関する
情報提供の充実



【手取川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　3／13
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目 事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

実施する施策 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市金沢地方気象台石川県北陸地整

凡例 上段 ： 機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－３

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する事項

各機関の具
体的な取組

・ダム放流情報の内容や通知タイミン
グの改善、河川水位情報等の活用な
ど、住民の避難行動につながる情報
提供等について、関係機関と共同で実
施。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・通知タイミングの見直しに向けて関
係機関協議を実施。

各機関の具
体的な取組

・手取川ダムでは、2019年度までに避
難行動に繋がるダム放流情報の内容
や通知タイミングの改善、河川水位情
報等の活用なども必要に応じて実施。
・県管理ダムのうち、避難行動に繋が
るダムの放流情報の内容や通知タイミ
ングの改善、河川水位情報等の活用
などが必要なダムは、関係機関と共同
で実施。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

・手取川ダムでは、ダム放流情報の内
容や通知タイミングについて関係機関
と調整を行った。

各機関の具
体的な取組

・計画規模の洪水浸水想定区域図を
浸水ナビ（地点別浸水シミュレーション
検索システム）に実装。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・計画規模の洪水浸水想定区域図を
実装済。

R1出水期ま
で

r

各機関の具
体的な取組

国土交通本省にて、県管理河川にお
ける想定最大規模降雨に対応した洪
水浸水想定区域図について、浸水ナ
ビに順次実装予定。

2020年度を
目途

支援ツールをホームページで公開し、
各機関に作成を依頼

R３年度末ま
で

取組の進捗
状況

・本省にて適宜対応中（浸水ナビ） 避難計画作成の資料送付と同時に、
支援ツールを公開した。

R２年５月

各機関の具
体的な取組

・想定最大規模降雨に対応したハ
ザードマップを作成した市町におい
て、広域避難を考慮した自治体を対象
に、関係機関との調整内容や協定等
の実態調査を実施し、協議会等の場
を通じて結果を共有。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・市町の広域避難の想定状況を確認
し、協議会で情報を共有。

各機関の具
体的な取組

・各市町において、水害リスク情報を
踏まえて避難場所及び避難経路を検
討し、当該市町内の避難場所だけで
避難者を収容できない場合等におい
ては、協議会等の場を活用して、隣接
市町における避難場所の設定や洪水
時の連絡体制等について検討・調整
を実施。
・また、必要となる避難場所、避難路
の整備にあたっては、河川工事等の
発生土砂を有効活用するなど、連携に
よる効率的な整備を必要に応じて実
施。
・2020年度までに隣接市町への広域
避難体制を構築。

2020年度を
目途

・協議会等の場を通じて提供できる情
報があれば実施。
・検討や整備に必要な予算措置に関
する情報提供を実施。

2021年度を
目途

・水害リスク情報を踏まえて避難場所
及び避難経路を検討し、市内の避難
場所だけで避難者を収容できない場
合等においては、協議会等の場を活
用して、隣接市町における避難場所の
設定や洪水時の連絡体制等について
検討・調整を実施。
・また、必要となる避難場所、避難路
の整備にあたっては、河川工事等の
発生土砂を有効活用するなど、連携に
よる効率的な整備を必要に応じて実
施。
・2021年度までに隣接市町への広域
避難体制を構築。

2021年度を
目途

・各市町において、水害リスク情報を
踏まえて避難場所及び避難経路を検
討し、当該市町内の避難場所だけで
避難者を収容できない場合等におい
ては、協議会等の場を活用して、隣接
市町における避難場所の設定や洪水
時の連絡体制等について検討・調整
を実施。
・2021年度までに隣接市町への広域
避難体制を構築。

2021年度を
目途

・各市町村において、水害リスク情報
を踏まえて避難場所及び避難経路を
検討し、当該市町村内の避難場所だ
けで避難者を収容できない場合等に
おいては、協議会等の場を活用して、
隣接市町村等における避難場所の設
定や洪水時の連絡体制等について検
討・調整を実施。
・また、必要となる避難場所、避難路
の整備にあたっては、河川工事等の
発生土砂を有効活用するなど、連携に
よる効率的な整備を実施。
・2020年度までに隣接市町村等への
広域避難体制を構築。

・各市町村において、水害リスク情報
を踏まえて避難場所及び避難経路を
検討し、当該市町村内の避難場所だ
けで避難者を収容できない場合等に
おいては、協議会等の場を活用して、
隣接市町村等における避難場所の設
定や洪水時の連絡体制等について検
討・調整を実施。
・また、必要となる避難場所、避難路
の整備にあたっては、河川工事等の
発生土砂を有効活用するなど、連携に
よる効率的な整備を実施。
・2020年度までに隣接市町村等への
広域避難体制を構築。

・市の避難場所だけでは対応できない
場合等において、他市町とあらかじ
め、連携・協議を重ね、広域避難体制
等の構築の検討を行う。

2020年度を
目途

・各市町において、水害リスク情報を
踏まえて避難場所及び避難経路を検
討し、当該市町内の避難場所だけで
避難者を収容できない場合等におい
ては、協議会等の場を活用して、隣接
市町における避難場所の設定や洪水
時の連絡体制等について検討・調整
を実施。
・また、必要となる避難場所、避難路
の整備にあたっては、河川工事等の
発生土砂を有効活用するなど、連携に
よる効率的な整備を必要に応じて実
施。
・2020年度までに隣接市町への広域
避難体制を構築。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

・隣接市町への広域避難体制を構築
できるよう、必要に応じて調整や整備
を実施。

引き続き、実施を予定。 検討の結果、広域避難の想定なし。 検討の結果、広域避難の想定なし。 検討の結果、広域避難の想定なし。 検討の結果、広域避難の想定なし。 隣接する町内会で合同研修会を開催
（金沢市横川・野々市町本町１丁目）

必要に応じて対応

各機関の具
体的な取組

・国土交通本省にて、「要配慮者利用
施設における避難に関する計画作成
の事例集（水害・土砂災害）」に医療施
設に関する事例を追加予定。
・国土交通本省にて、「講習会の企画
調整及び運営マニュアル」を改訂予
定。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・H31年3月医療施設に関する事例を
（第3版）に追加
・R1年5月「要配慮者利用施設の避難
確保計画に向けた要配慮者利用施設
の避難確保計画作成に向けた講習会
開催マニュアルとして改定

各機関の具
体的な取組

・避難確保計画の作成状況、避難訓
練の実施状況については、毎年、協議
会等の場において進捗状況を確認。
・避難確保計画作成にあたっての課題
を把握し、計画作成の手引きを改訂。
・全国で講習会プロジェクトの取組を拡
大。

2020年度を
目途

・避難確保計画の作成状況、避難訓
練の実施状況については、毎年、協議
会等の場において進捗状況を確認。
・講習会プロジェクトの取組を拡大。

2021年度を
目途

・避難確保計画の作成状況、避難訓
練の実施状況については、毎年、協議
会等の場において進捗状況を確認。
・避難確保計画作成にあたっての課題
を把握し、計画作成の手引きを改訂。

2021年度を
目途

・避難確保計画の作成状況、避難訓
練の実施状況については、毎年、協議
会等の場において進捗状況を確認。

2020年度を
目途

・避難確保計画作成義務対象施設数
全119施設作成届出済
・避難訓練の実施状況については、毎
年、協議会等の場において進捗状況
を確認。

・2021年度までに対象の要配慮者利
用施設における避難確保計画の作
成・避難訓練を実施。
・避難確保計画の作成状況、避難訓
練の実施状況については、毎年、協議
会等の場において進捗状況を確認。

・対象の要配慮者利用施設における、
避難確保計画の作成や避難訓練の実
施を推進する。

R３年度末ま
で

・2021年度までに対象の要配慮者利
用施設における避難確保計画の作
成・避難訓練を実施。
・避難確保計画の作成状況、避難訓
練の実施状況については、毎年、協議
会等の場において進捗状況を確認。

R3年度を目
途

取組の進捗
状況

・【減災協議会】避難確保計画、避難
訓練の実施状況を確認。計画作成に
あたっての課題を把握（毎年実施）。
・【R2.2.6】避難計画作成の講習会プロ
ジェクトにて講演を実施（白山市）

・R2.2.6　講習会プロジェクト開催（白山
市）
・R2.12　施設管理者向け説明会開催
（金沢市）

引き続き実
施

【R2.2.6】避難計画作成の講習会プロ
ジェクトにて計画作成の手引きを解
説。

①要配慮者利用施設に対し、避難確
保計画作成について説明会を開催し、
浸水想定区域等を説明し、作成支援
を実施済み。
・地域防災計画掲載　　　66施設
・避難確保計画作成数 　66施設
②避難確保計画の避難訓練の実施状
況については、毎年、協議会等の場に
おいて進捗状況を確認。

①平成30年
度から実施
②引き続き
実施

計画は全ての施設が作成しているが、
訓練実施率を上げるよう事業所等に
促す。

・対象の要配慮者利用施設に対し、説
明済。

・対象の要配慮者利用施設に対し、説
明資料と策定支援ツールを提供した。
・病院や介護施設等にも市各担当から
随時アドバイスを実施している。

R２年度 要配慮者利用施設に対し、説明会を
実施し、避難確保計画の作成を促す

R2年度

⑨避難計画作成の
支援ツールの充実

⑩隣接市町村における避難場所の
設定（広域避難体制の構築）等

⑧ダム放流情報を活用した
避難体系の確立

⑪要配慮者利用施設における避難計
画の作成及び避難訓練の実施



【手取川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　4／13
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目 事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

実施する施策 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市金沢地方気象台石川県北陸地整

凡例 上段 ： 機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－３

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

各機関の具
体的な取組

・ダム下流部において浸水想定図の
作成が必要なダムについては、関係
機関とダム下流部の浸水想定図作成
範囲等について調整を実施し、調整が
整ったダムから順次、浸水想定図を作
成。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・浸水想定区域図作成済み。

各機関の具
体的な取組

・ダム操作に関わる情報提供や住民
周知のあり方について課題のある箇
所において対策を実施。
＜都道府県管理＞2020年度までに実
施。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

Ｒ2.6に手取川ダム下流の浸水想定図
策定し、関係機関と共有。

2020年2月
目途

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場を活用して、ハザード
マップの作成状況等の重要インフラ緊
急点検結果について、市町に共有。
・モデル地区を選定し、地域に精通し
水害・土砂災害リスク等に関する豊富
な知見を有する専門家による支援方
法について検討。
・協議会の場等を活用して、水害ハ
ザードマップの作成、周知及び訓練等
への活用に関する優良事例を収集し、
市町村に提供。

R1出水期ま
で

・減災協議会においてハザードマップ
進捗状況を共有。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・減災協議会においてハザードマップ
進捗状況を適宜共有。
・相談のあった市町に対してハザード
マップ作成支援を適宜実施。

・【R1.5減災協議会】ハザードマップ進
捗状況を共有。

各機関の具
体的な取組

・ハザードマップ作成や住民説明等に
関する市町の取組に対して専門家に
よる支援を実施。
・国土交通本省にて優良事例を収集し
て、適宜、「水害ハザードマップ作成の
手引き」を充実し、市町に提供。
・市町において、水害ハザードマップ
の訓練等への活用について検討した
上で実施。
・国土交通本省にて、2020年度まで
に、想定最大規模に対応したハザード
マップが未作成の市町村について、作
成・公表。

2020年度を
目途

・協議会等の場等を活用して、提供で
きる情報があれば実施。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

住民説明等に関する市町の取組に対
して専門家による支援を適宜実施。
・【R1.7月】国土交通本省にて、「洪水
ハザードマップ事例集」を公表
・HM公表 1,345／1,375 市区町村
（約98％，R2.7末時点）

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

緊急行動計 【R1出水期まで】 R1出水期ま各機関の具
体的な取組

・手取川における計画規模の洪水浸
水想定区域図を掲載。
・公表及び掲載用データの整備が完
了した県管理河川浸水想定区域（想
定最大規模）や高潮浸水想定区域を
掲載。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・手取川における計画規模の洪水浸
水想定区域図を掲載済み。

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・まるごとまちごとハザードマップの実
施の効果や有効性について、協議会
等の場を活用し共有。

R1出水期ま
で

・まるごとまちごとハザードマップの実
施の効果や有効性について、協議会
等の場を活用し共有。

R1出水期ま
で

・まるごとまちごとハザードマップの実
施の効果や有効性について、協議会
等の場を活用し共有。

R3出水期ま
で

・まるごとまちごとハザードマップの実
施の効果や有効性について、協議会
等の場を活用し共有。

R3出水期ま
で

・まるごとまちごとハザードマップの実
施の効果や有効性について、協議会
等の場を活用し共有。

・まるごとまちごとハザードマップの実
施の効果や有効性について、協議会
等の場を活用し共有。

・まるごとまちごとハザードマップの実
施の効果や有効性について、協議会
等の場を活用し共有する。

R1出水期ま
で

・まるごとまちごとハザードマップの実
施の効果や有効性について、協議会
等の場を活用し共有。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

引き続き、効果や有効性を検討する 引き続き、効果や有効性を検討する 引き続き、効果や有効性を検討する ・引き続き、情報共有に努める ・各拠点避難所においては、避難所情
報（名称、海抜、想定災害等）が書か
れた看板を設置している。

・引き続き、情報共有に努める

各機関の具
体的な取組

・設置事例や利活用事例について共
有を図り、現地表示の拡大を促進。

2020年度を
目途

・設置事例や利活用事例について共
有を図り、現地表示の拡大を促進。

2021年度を
目途

・設置事例や利活用事例について共
有を図り、現地表示の拡大を促進。

2021年度を
目途

・設置事例や利活用事例について共
有を図り、現地表示の拡大を促進。

2021年度を
目途

・設置事例や利活用事例について共
有を図り、現地表示の拡大を促進。

・設置事例や利活用事例について共
有を図り、現地表示の拡大を促進。

・まるごとまちごとハザードマップの実
施の効果や有効性について、協議会
等の場を活用し共有する。

・設置事例や利活用事例について共

・設置事例や利活用事例について共
有を図り、現地表示の拡大を促進。

取組の進捗
状況

・設置予定、設置箇所の状況を確認、
共有を実施予定。

・【R1.12】国通知文を市町へ送付し、
共有を図る。

引き続き実
施

引き続き、効果や有効性を検討する 引き続き、効果や有効性を検討する 引き続き、効果や有効性を検討する ・引き続き、情報共有に努める ・引き続き、情報共有に努める。 ・引き続き、情報共有に努める

①浸水想定区域の早期指定、
浸水想定区域図の作成・公表等

③ハザードマップポータルサイト
における水害リスク情報の充実

④災害リスクの現地表示

②ハザードマップの改良、周知、活用



【手取川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　5／13
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目 事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

実施する施策 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市金沢地方気象台石川県北陸地整

凡例 上段 ： 機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－３

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

各機関の具
体的な取組

・文部科学省等との連名で都道府県
学校担当者等宛てに「水防法又は土
砂災害警戒区域等における土砂災害
防止対策の推進に関する法律に基づ
く避難確保計画の作成及び訓練の実
施の徹底について」に関する通知を発
出。
・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校に対して、避難確保計画の作
成、計画に基づく避難訓練及び避難
訓練を通じた防災教育の実施に努め
るよう、協議会等による支援体制を構
築。

R1出水期ま
で

・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校に対して、避難確保計画の作
成、計画に基づく避難訓練及び避難
訓練を通じた防災教育の実施に努め
るよう、協議会等による支援体制を構
築。

R1出水期ま
で

・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き地域防災計画において要配慮者利
用施設に定められた小学校、中学校
に対して、避難確保計画の作成、計画
に基づく避難訓練及び避難訓練を通じ
た防災教育の実施に努めるよう支援
を行う。

R3出水期ま
で

・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた施設・学
校等に対して、避難確保計画の作成、
計画に基づく避難訓練及び避難訓練
を通じた防災教育の実施に努める。
・防災ガイドブックを活用した出前講座
を実施し、防災教育の実施に努める。

R1出水期ま
で

・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校に対して、避難確保計画に基
づく避難訓練及び避難訓練を通じた防
災教育の実施に努める。避難確保計
画は作成済
・小学校の社会科の副教材として「わ
が家の防災ファイル」水害対策を引用
し防災教育に活用する。

・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校に対して、避難確保計画の作
成、計画に基づく避難訓練及び避難
訓練を通じた防災教育の実施に努め
る。

・各関係部署と情報共有し、計画の作
成、計画に基づく訓練及び防災教育
の実施について支援する。

・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校に対して、避難確保計画の作
成、計画に基づく避難訓練及び避難
訓練を通じた防災教育の実施に努め
る。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・【H31.3.7】通知を発出。減災協議会で
通知文を共有。
・出前講座等の依頼に対し、講師とし
て職員を派遣。

【H31.3.7】通知を発出 ①水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた施設・学
校等に対して、避難確保計画の作成
支援を行った。
②防災ガイドブックを活用し、年１０数
件出前講座を実施し、防災教育に努
めている。

①平成30年
度から実施
②引き続き
実施

・小学生への防災教育の一環として、
ハザードマップや避難所の備蓄品など
を用いた防災教育を実施する。

引き続き実施する。 ・町内会等の依頼で防災出前講座を
実施している。（一部は防災士会と合
同で開催）
・各家庭における防災対策について
（家族防災会議）の資料を作成して町
内会へ配布した。
・金沢工業大学と連携し、学生が考案
した防災クイズを市ホームページに掲
載した。

随時 ・市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校は無いが、出前講座等で防災
教育の実施に努めている。

各機関の具
体的な取組

・2019年出水期までに実施することが
困難な学校に対しては、2019年度中
に避難確保計画を作成し、2020年度
の年間計画に避難訓練及び避難訓練
を通じた防災教育の実施について定
めるよう通知を発出。また、協議会等
による支援を行うとともに、先進的な
事例については協議会等の場を活用
し、共有。
・避難確保計画策定にあたっての課題
を把握し、計画策定の手引きを改訂。
・引き続き、国の支援により作成した
指導計画等を、協議会の関連市町に
おける全ての学校に共有。
・引き続き、協議会において、防災教
育に関する支援を実施する学校を教
育関係者等と連携して決定し、指導計
画等の作成に着手。

2020年度を
目途

・2019年出水期までに実施することが
困難な学校に対しては、2019年度中
に避難確保計画を作成し、2020年度
の年間計画に避難訓練及び避難訓練
を通じた防災教育の実施について定
めるよう協議会等による支援を行うと
ともに、先進的な事例については協議
会等の場を活用し、共有。

2021年度を
目標

・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校に対して、避難確保計画の作
成、計画に基づく避難訓練及び避難
訓練を通じた防災教育の実施に努め
る。

2020年度を
目途

・2021年出水期までに実施することが
困難な学校について、2021年度中に
避難確保計画を作成し、2022年度の
年間計画に避難訓練及び避難訓練を
通じた防災教育の実施について定め
るよう支援を行う。

2021年度を
目途

・2020年出水期までに避難確保計画
を作成し、年間計画に避難訓練及び
避難訓練を通じた防災教育の実施に
努める。

2020年度を
目途

・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校に対して、避難確保計画の作
成済
・計画に基づく避難訓練及び避難訓練
を通じた防災教育の実施に努める。

・2019年出水期までに実施することが
困難な学校については、2019年度中
に避難確保計画を作成し、2020年度
の年間計画に避難訓練及び避難訓練
を通じた防災教育の実施について定
める。

・想定最大規模の豪雨を踏まえた、洪
水ハザードマップの作成により、再度
避難確保計画の作成及び避難訓練が
必要な学校を確認し、周知を図り、作
成を推進する。

Ｒ２年度 ・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校に対して、避難確保計画の作
成、計画に基づく避難訓練及び避難
訓練を通じた防災教育の実施に努め
る。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

・【H31.3.7】通知を発出済み。 【H31.3.7】通知を発出
【R2.7.21】通知を発出

・学校防災教育の一環で、気象台内や
出前講座による防災教育を実施。
・金沢市西小学校で実施（R2.11.24） 11月24日

計画は対象施設すべてで作成済み。
避難訓練未実施施設については、実
施を促している。

・小学生への防災教育の一環として、
ハザードマップや避難所の備蓄品など
を用いた防災教育を実施する。

引き続き実施する。 ・対象施設の管理者に説明資料と避
難計画作成支援ツールを提供した。

R２年度 ・市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校は無いが、引き続き、出前講座
等で防災教育の実施に努めている。

各機関の具
体的な取組

・関係機関が連携して実施する、自治
体の避難情報、河川やダム等の防災
情報等を活用した住民参加型の避難
訓練や、避難場所への避難訓練につ
いて、これまでの実施状況や様々な工
夫、今後の予定を協議会等の場で共
有。

R1出水期ま
で

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

R1出水期ま
で

・関係機関が連携して実施する、自治
体の避難情報、河川やダム等の防災
情報等を活用した住民参加型の避難
訓練や、避難場所への避難訓練につ
いて、これまでの実施状況や様々な工
夫、今後の予定を協議会等の場で共
有。

R3出水期ま
で

・関係機関が連携して実施する、自治
体の避難情報、河川やダム等の防災
情報等を活用した住民参加型の避難
訓練や、避難場所への避難訓練につ
いて、これまでの実施状況や様々な工
夫、今後の予定を協議会等の場で共
有。

R3出水期ま
で

・関係機関が連携して実施する、自治
体の避難情報、河川やダム等の防災
情報等を活用した住民参加型の避難
訓練や、避難場所への避難訓練につ
いて、これまでの実施状況や様々な工
夫、今後の予定を協議会等の場で共
有。

・関係機関が連携して実施する、自治
体の避難情報、河川やダム等の防災
情報等を活用した住民参加型の避難
訓練や、避難場所への避難訓練につ
いて、これまでの実施状況や様々な工
夫、今後の予定を協議会等の場で共
有。

・平成26年度より、全市民（全町内会）
参加の総合防災訓練を実施し、行政
主導ではなく、自主防災組織を中心と
して行う訓練内容にシフトしている。

・関係機関が連携して実施する、自治
体の避難情報、河川やダム等の防災
情報等を活用した住民参加型の避難
訓練や、避難場所への避難訓練につ
いて、これまでの実施状況や様々な工
夫、今後の予定を協議会等の場で共
有。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・関係機関が実施する避難訓練につ
いて減災協議会で共有。

・関係機関が実施する避難訓練につ
いて減災協議会で共有。

引き続き、実施状況や様々な工夫、今
後の予定を協議会等の場で情報共有
に努める。

引き続き、実施状況や様々な工夫、今
後の予定を協議会等の場で情報共有
に努める。

市総合防災訓練は毎年実施してい
る。令和2年度は10月25日（日）に市総
合防災訓練を実施。
その際の訓練では、避難場所までの
避難経路を確認しながら避難を行って
いる。

引き続き、実施状況や様々な工夫、今
後の予定を協議会等の場で情報共有
に努める。

・毎年、市総合防災訓練を実施してお
り、全町内会においては、拠点避難所
への避難経路等を確認しながら集団
避難している。

引き続き、実施状況や様々な工夫、今
後の予定を協議会等の場で情報共有
に努める。

各機関の具
体的な取組

・引き続き、関係機関が連携して実施
する、自治体の避難情報、河川やダム
等の防災情報等を活用した住民参加
型の避難訓練や、避難場所への避難
訓練について、実施状況や様々な工
夫、今後の予定を協議会等の場で共
有。

2020年度を
目途

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

2021年度を
目途

・引き続き、関係機関が連携して実施
する、自治体の避難情報、河川やダム
等の防災情報等を活用した住民参加
型の避難訓練や、避難場所への避難
訓練について、実施状況や様々な工
夫、今後の予定を協議会等の場で共
有。

2021年度を
目途

・引き続き、関係機関が連携して実施
する、自治体の避難情報、河川やダム
等の防災情報等を活用した住民参加
型の避難訓練や、避難場所への避難
訓練について、実施状況や様々な工
夫、今後の予定を協議会等の場で共
有。

2021年度を
目途

・引き続き、関係機関が連携して実施
する、自治体の避難情報、河川やダム
等の防災情報等を活用した住民参加
型の避難訓練や、避難場所への避難
訓練について、実施状況や様々な工
夫、今後の予定を協議会等の場で共
有。

・引き続き、関係機関が連携して実施
する、自治体の避難情報、河川やダム
等の防災情報等を活用した住民参加
型の避難訓練や、避難場所への避難
訓練について、実施状況や様々な工
夫、今後の予定を協議会等の場で共
有。

引き続き、毎年、全町内会を対象とし
た市総合防災訓練を実施するととも
に、訓練内容の充実を図る。

・引き続き、関係機関が連携して実施
する、自治体の避難情報、河川やダム
等の防災情報等を活用した住民参加
型の避難訓練や、避難場所への避難
訓練について、実施状況や様々な工
夫、今後の予定を協議会等の場で共
有。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

・関係機関が実施する避難訓練につ
いて減災協議会で共有。

・引き続き、関係機関が実施する避難
訓練について減災協議会で共有。

引き続き実
施

引き続き、実施状況や様々な工夫、今
後の予定を協議会等の場で情報共有
に努める。

引き続き、実施状況や様々な工夫、今
後の予定を協議会等の場で情報共有
に努める。

引き続き協議会等の場で、共有して行
く

引き続き、実施状況や様々な工夫、今
後の予定を協議会等の場で情報共有
に努める。

訓練内容の決定については各避難区
の防災士や町内会の意見を参考にし
つつ充実させる。

随時 引き続き、実施状況や様々な工夫、今
後の予定を協議会等の場で情報共有
に努める。

・2019年3月に、自主防災組織、福祉
関係者、水防団、水防協力団体等に
よる避難時の声かけや避難誘導等の
訓練を含む「2019年度「水防月間の実
施」」を通知。
・自主防災組織、福祉関係者、水防
団、水防協力団体等による避難時の
声かけや避難誘導を含む訓練の実施
を推進。
・市町の防災部局だけでなく高齢者福
祉部局についても、協議会等への参
加や防災部局から当該協議会等に関
する情報提供を受けるなどにより情報
共有を推進。
・地域包括支援センターにハザード
マップの掲示や避難訓練のお知らせ
等の防災関連のパンフレット等を設置
するよう推進。

・要配慮者利用施設の避難確保計画
の作成も推進するとともに、地域と連
携した避難確保の具体的な取組につ
いて事例を収集。
・モデル地区を選定し、地域に精通し
水害・土砂災害リスク等に関する豊富
な知見を有する専門家による支援方
法について検討。
・協議会において、地域包括支援セン
ター・ケアマネジャーと連携した水害か
らの高齢者の避難行動の理解促進に
向けた取組の実施およびその状況を
共有。

取組の進捗
状況

・【H31.4.24】2019年度「水防月間の実
施」を通知。
【R2.1幹事会】
・市町における避難誘導を含む訓練の
実施状況を確認。
・市町の高齢者福祉部局の協議会等
への参加意向や、情報提供の実施状
況を確認。
・地域包括支援センターへのハザード
マップの掲示や防災関連のパンフレッ
ト等の設置状況を確認。
・要配慮者利用施設について、地域と
連携した避難確保の具体的な取組に
ついて事例を収集。
・地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した取組の実施状況を確
認。

協議会で提供できる情報があれば適
宜実施。

引き続き実施する。 自主防災組織に対し、資機材整備・訓
練啓発を目的とした補助事業を実施
し、支援している。
その他、引き続き、実施する

引き続き訓練や講習会等の場で、共
有し実施して行く

引き続き、実施する 引き続き実施する。 引き続き、実施する

・自主防災組織、福祉関係者、水防
団、水防協力団体等による避難時の
声かけや避難誘導を含む訓練の実施
を推進。
・防災部局だけでなく高齢者福祉部局
についても、協議会等への参加や防
災部局から当該協議会等に関する情
報提供を受けるなどにより情報共有を
推進。
・地域包括支援センターにハザード
マップの掲示や避難訓練のお知らせ
等の防災関連のパンフレット等を設置
するよう推進。
・要配慮者利用施設の避難確保計画
の作成も推進するとともに、地域と連
携した避難確保の具体的な取組につ
いて事例を収集。
・協議会において、地域包括支援セン
ター・ケアマネジャーと連携した水害か
らの高齢者の避難行動の理解促進に
向けた取組の実施およびその状況を
共有。

・避難訓練時には、避難行動を促す
「避難スイッチ」をいれるため「声かけ」
を徹底するよう指導している。
・水防団からは避難情報は5段階の
「避難レベル」を用いた呼びかけを周
知し訓練を実施。
・自主防災組織や民生委員が協力し
て避難行動要支援者への避難対策
（個別避難計画）策定を推進。
・地域包括支援センターにハザード
マップの掲示や避難訓練のお知らせ
等の防災関連のパンフレット等を設置
するよう推進。
・「防災意識向上プログラム」を活用し
モデル地区を選定し、水害リスク等を
ハザードマップにとして住民に周知す
る支援について今後も継続検討。
・協議会において、地域包括支援セン
ター・ケアマネジャーと連携した水害か
らの高齢者の避難行動の理解促進に
向けた取組の実施およびその状況を
共有。

・自主防災組織等地域の人、各関係
機関等による避難時の声掛けや避難
誘導を含む訓練の実施を行う。

・各関係施設に洪水ハザードマップの
掲示や市総合防災訓練のお知らせ等
防災関連のパンフレット等を設置する
よう推進する。

R1出水期ま
で

R1出水期ま
で

各機関の具
体的な取組

R3出水期ま
で

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

・自主防災組織、福祉関係者、水防
団、水防協力団体等による避難時の
声かけや避難誘導を含む訓練を実
施。
・市町村の防災部局だけでなく高齢者
福祉部局についても、協議会等への
参加や防災部局から当該協議会等に
関する情報提供を受けるなどにより情
報共有を実施。
・要配慮者利用施設の避難確保計画
の作成も推進するとともに、地域と連
携した避難確保の具体的な取組につ
いて事例を収集。

R1出水期ま
で

⑥避難訓練への地域住民の
参加促進

⑤防災教育の促進

・自主防災組織、福祉関係者、水防
団、水防協力団体等による避難時の
声かけや避難誘導を含む訓練を実
施。
・市町村の防災部局だけでなく高齢者
福祉部局についても、協議会等への
参加や防災部局から当該協議会等に
関する情報提供を受けるなどにより情
報共有を実施。
・地域包括支援センターにハザード
マップの掲示や避難訓練のお知らせ
等の防災関連のパンフレット等を設
置。
・要配慮者利用施設の避難確保計画
の作成も推進するとともに、地域と連
携した避難確保の具体的な取組につ
いて事例を収集。

R1出水期ま
で

・自主防災組織、福祉関係者、水防
団、水防協力団体等による避難時の
声かけや避難誘導を含む訓練の実施
を推進。
・市町の防災部局だけでなく高齢者福
祉部局についても、協議会等への参
加や防災部局から当該協議会等に関
する情報提供を受けるなどにより情報
共有を推進。
・地域包括支援センターにハザード
マップの掲示や避難訓練のお知らせ
等の防災関連のパンフレット等を設置
するよう推進。
・要配慮者利用施設の避難確保計画
の作成も推進するとともに、地域と連
携した避難確保の具体的な取組につ
いて事例を収集。
・協議会において、地域包括支援セン
ター・ケアマネジャーと連携した水害か
らの高齢者の避難行動の理解促進に
向けた取組の実施およびその状況を
共有。

⑦共助の仕組みの強化



【手取川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　6／13
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目 事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

実施する施策 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市金沢地方気象台石川県北陸地整

凡例 上段 ： 機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－３

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

協議会の場で共有。 引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

引き続き実施する。 ハザードマップを盛り込んで作成した
防災ガイドブックを活用した出前講座
を町会・各種団体に実施。
その他、引き続き、推進していく。

引き続き訓練や講習会等の場で、共
有し実施して行く

引き続き、推進していく。 作成実績（R2.12月末）
個別計画　10/54町内会
　　　　　　　175/1720人
支えあいマップ　20/54町内会

随時 今後、進めていく

各機関の具
体的な取組

・マイタイムライン作成を周知するため
パンフレットを作成し、出前講座で説明
を実施。

R1出水期ま
で

・平時からの避難について考えるため
「マイタイムライン」を盛り込んだリーフ
レットを作成し、世帯配布・回覧や県政
出前講座等で活用。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・パンフレットを作成し、イベントにてマ
イタイムライン作成の講座を実施。

・平時からの避難について考えるため
「マイタイムライン」を盛り込んだリーフ
レットを作成し、世帯配布・回覧や県政
出前講座等で活用。

R1出水期ま
で

各機関の具
体的な取組

・モデル地区の結果を踏まえ、2020年
度までに市町村向けの実施要領等を
作成するとともに全国展開の方策につ
いて検討。

2020年度を
目途

・平時からの避難について考えるため
「マイタイムライン」を盛り込んだリーフ
レットを作成し、世帯配布・回覧や県政
出前講座等で活用。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

・本省にて適宜実施 引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

各機関の具
体的な取組

・モデル地区を選定し、地域に精通し
水害・土砂災害リスク等に関する豊富
な知見を有する専門家による支援方
法について検討。

R1出水期ま
で

該当なし ・住民意識の変革に資する防災講演
会・講座等の実施。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・減災協議会に併せて学識者による防
災に関する講座を実施。

・県内の市町や町内会等で防災従事
者、住民に対する出前講座等を実施。
・金沢市中央公民館で出前講座を3日
間実施（R2.9.7,9,11）

R1出水期ま
で

各機関の具
体的な取組

・市町の取組を支援する専門家のリス
トを作成。
・市町の要請に応じ、専門家を派遣。
・支援結果について協議会等の場で
共有。

2020年度を
目途

該当なし

取組の進捗
状況

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

・ダム放流警報設備等の耐水化や改
良等が必要な施設については、関係
機関との調整を実施し、調整が整った
ダムから順次、対策を実施。
・全ての一級水系において、水害リス
クラインによる一般への水位情報提供
を開始。
＜危機管理型水位計＞
・危機管理型水位計配置計画に基づ
いて、順次整備を実施。協議会等の場
を活用して、配置状況を確認。

・ダム放流警報設備等の改良が必要
な施設については、国（農水省）と共
同で対策を実施。

＜河川監視用カメラ＞
・国において河川監視用カメラ画像の
確実な提供体制を確保するため、設
置目的に応じた河川監視用カメラの開
発を完了。

＜ダム監視用カメラ＞
・国（農水省）においてダム監視用カメ
ラ画像の確実な提供体制を確保及び
監視用カメラを設置済み。
（供用開始は2021年度）

取組の進捗
状況

・放流警報で緊急に対応が必要な施
設について耐水化を実施中。
・【H31.3】手取川水系で危機管理型水
位計５台を設置完了。
・【H31.3.27 】河川監視用カメラの開発
完了を公表。
・R2（2020）年度末までに手取川で河
川監視用カメラを１箇所設置済み。

・2021年度までに国営事業（農水省）
と共同して放流警報施設の機能強
化、ダム放流情報の内容等水位情報
の提供強化

R2年度を目
途

各機関の具
体的な取組

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場を活用して、避難時の
声かけや避難誘導等の訓練及び出水
時における実際の事例の情報を共有
し、より充実した取組を検討・調整。
・要配慮者利用施設の避難における、
地域との連携事例を引き続き収集す
るとともに、収集した事例を分析し、結
果をとりまとめて公表。
・地区防災計画の作成や地域の防災
リーダー育成に関する市町の取組に
対して専門家による支援を実施。

・引き続き、地域包括支援センターに
ハザードマップの掲示や避難訓練の
お知らせ等の防災関連のパンフレット
等を設置するよう推進。協議会におい
て地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した水害からの高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組の
実施およびその状況を共有。

R1出水期ま
で

2020年度を
目途

2021まで実
施

・協議会等の場を活用して、避難時の
声かけや避難誘導等の訓練及び出水
時における実際の事例の情報を共有
し、より充実した取組を検討・調整。
・引き続き、地域包括支援センターに
ハザードマップの掲示や避難訓練の
お知らせ等の防災関連のパンフレット
等を設置するよう推進。協議会におい
て地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した水害からの高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組の
実施およびその状況を共有。

・協議会等の場を活用して、避難時の
声かけや避難誘導等の訓練及び出水
時における実際の事例の情報を共有
し、より充実した取組を検討・調整。
・引き続き、地域包括支援センターに
ハザードマップの掲示や避難訓練の
お知らせ等の防災関連のパンフレット
等を設置するよう推進。協議会におい
て地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した水害からの高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組の
実施およびその状況を共有。

・協議会等の場を活用して、避難時の
声かけや避難誘導等の訓練及び出水
時における実際の事例の情報を共有
し、より充実した取組を検討・調整。
・引き続き、地域包括支援センターに
ハザードマップの掲示や避難訓練の
お知らせ等の防災関連のパンフレット
等を設置。協議会毎に地域包括支援
センター・ケアマネジャーと連携した水
害からの高齢者の避難行動の理解促
進に向けた取組の実施およびその状
況を共有。

・協議会等の場を活用して、避難時の
声かけや避難誘導等の訓練及び出水
時における実際の事例の情報を共有
し、より充実した取組を検討・調整。
・引き続き、地域包括支援センターに
ハザードマップの掲示や避難訓練の
お知らせ等の防災関連のパンフレット
等を設置。協議会毎に地域包括支援
センター・ケアマネジャーと連携した水
害からの高齢者の避難行動の理解促
進に向けた取組の実施およびその状
況を共有。

⑧住民一人一人の避難計画・
情報マップの作成促進

・協議会等の場を活用して、避難時の
声かけや避難誘導等の訓練及び出水
時における実際の事例の情報を共有
し、より充実した取組を検討・調整。
・引き続き、地域包括支援センターに
ハザードマップの掲示や避難訓練の
お知らせ等の防災関連のパンフレット
等を設置。協議会毎に地域包括支援
センター・ケアマネジャーと連携した水
害からの高齢者の避難行動の理解促
進に向けた取組の実施およびその状
況を共有。

・地域で逃げ遅れを無くすため、避難
行動要支援者個別計画や地域支えあ
いマップの作成を支援する。

随時

⑦共助の仕組みの強化

⑨地域防災力の向上のための
人材育成

①洪水予測や水位情報の
提供の強化

2021年度を
目途



【手取川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　7／13
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目 事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

実施する施策 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市金沢地方気象台石川県北陸地整

凡例 上段 ： 機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－３

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

・北陸地方整備局にて、水害リスクラ
インに基づく水位予測及び洪水予報を
実施。洪水の最高水位やその到達時
間の情報提供など、洪水予報の高度
化を推進。
・手取川ダムについて、ダム放流警報
等の耐水化や改良等を、2020年度ま
でに対策を完了。

＜河川監視カメラ（既存）の監視機能
の強化＞
72時間以上非常用電源が確保されて
いない特に重要な既存河川監視カメラ
（公開、夜間監視が可能）の対策を順
次実施。（2020年度まで）
＜河川監視用カメラ＞
・リアリティーのある河川の状況を住民
一人一人に伝達するため、簡易型河
川監視カメラ等を活用し、画像・映像
によるリアリティーのある災害情報の
積極的な配信。
・河川監視用カメラ配置計画を検討・
調整し、順次整備を実施。（2020年度
まで）

取組の進捗
状況

・放流警報で緊急に対応が必要な施
設について耐水化を実施中。
・R2（2020）年度末までに手取川で河
川監視用カメラを１箇所設置し静止画
をWeb配信完了。
・河川管理カメラの非常用電源確保に
ついて、対象箇所及び停電保障時間
を整理し、順次実施予定。

引き続き実
施
2020年2月
完

・2020年度末までに危機管理型水位
計、簡易型監視カメラを、手取川水系
でN=4箇所、大慶寺水系でN=1箇所、
倉部川水系でN=1箇所設置済。

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・2020年度までに、高齢者が特に多い
地域等において、危機管理型ハード対
策等を概成。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

危機管理型ハード対策等を実施済
み。

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について検討に着
手。
・新たに市町が退避場所の整備等を
行う場合には、３か年緊急対策で発生
する建設発生土を活用するなど、効率
的な整備について検討・調整。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について検討に着
手。
・新たに退避場所の整備等を行う場合
には、３か年緊急対策で発生する建設
発生土を活用するなど、効率的な整備
について検討・調整。

R3出水期ま
で

・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について検討に着
手。
・新たに市町が退避場所の整備等を
行う場合には、３か年緊急対策で発生
する建設発生土を活用するなど、効率
的な整備について検討・調整。

・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について検討に着
手。
・新たに市町が退避場所の整備等を
行う場合には、３か年緊急対策で発生
する建設発生土を活用するなど、効率
的な整備について検討・調整。

・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について検討に着
手。
・新たに市町村が退避場所の整備等
を行う場合には、３か年緊急対策で発
生する建設発生土を活用するなど、効
率的な整備について検討・調整。

・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について検討する。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について情報共有。

取組の進捗
状況

・各市町より応急的な退避場所の必要
性を適宜確認。
・新たに退避場所の整備等が必要な
場合は、効率的な整備について検討。

・民間企業等の所有施設を災害時の
避難場所として使用することにつき、
協定を締結

R2.12月時
点で6箇所

・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について、情報共有
した。

民間企業4社の協力を得て、指定緊急
避難場所として使用する防災連携協
定を締結

（R2.2) ・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について、情報共有
した。

・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について、情報共有
した。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について情報共有。

各機関の具
体的な取組

・安全な避難場所への避難が困難な
地域や住民が逃げ遅れた場合の緊急
的な避難先を確保する必要のある地
域において退避場所の整備を推進。
・洪水ハザードマップに記載されてい
る民間施設等を活用した緊急的な避
難先の事例を収集し、調整内容や協
定の締結方法等について協議会の場
等を通じて情報提供。

2020年度を
目途

・洪水ハザードマップに記載されてい
る民間施設等を活用した緊急的な避
難先の事例を収集し、調整内容や協
定の締結方法等について協議会の場
等を通じて情報提供。

2021年度を
目途

・安全な避難場所への避難が困難な
地域や住民が逃げ遅れた場合の緊急
的な避難先を確保する必要のある地
域において退避場所の整備を推進。
・洪水ハザードマップに記載されてい
る民間施設等を活用した緊急的な避
難先の事例を収集し、調整内容や協
定の締結方法等について協議会の場
等を通じて情報提供。

2021年度を
目途

・安全な避難場所への避難が困難な
地域や住民が逃げ遅れた場合の緊急
的な避難先を確保する必要のある地
域において退避場所の整備を推進。
・洪水ハザードマップに記載されてい
る民間施設等を活用した緊急的な避
難先の事例を収集し、調整内容や協
定の締結方法等について協議会の場
等を通じて情報提供。

・安全な避難場所への避難が困難な
地域や住民が逃げ遅れた場合の緊急
的な避難先を確保する必要のある地
域において退避場所の整備を推進。
・洪水ハザードマップに記載されてい
る民間施設等を活用した緊急的な避
難先の事例を収集し、調整内容や協
定の締結方法等について協議会の場
等を通じて情報提供。

・安全な避難場所への避難が困難な
地域や住民が逃げ遅れた場合の緊急
的な避難先を確保する必要のある地
域において退避場所の整備。
・洪水ハザードマップに記載されてい
る民間施設等を活用した緊急的な避
難先の事例を収集し、調整内容や協
定の締結方法等について協議会の場
等を通じて情報提供。

・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について検討する。

2020年度を
目途

・洪水ハザードマップに記載されてい
る民間施設等を活用した緊急的な避
難先の事例を収集し、調整内容や協
定の締結方法等について協議会の場
等を通じて情報提供。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

・市町より緊急的な避難先確保の必要
性を適宜確認。

引き続き、実施を予定。 ・引き続き、協議会等の場において、
応急的な退避場所の必要性について
情報共有し、検討を行う。

・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について、情報共有
し、引き続き検討していく。

民間企業4社の協力を得て、指定緊急
避難場所として使用する防災連携協
定を締結（R2.2)

（R2.2) ・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について、情報共有
し、引き続き検討していく。

・協議会等の場において、応急的な退
避場所の必要性について、情報共有
し、引き続き検討していく。

・応急的な避難場所の確保のため、協
議会の情報等を、状況に応じ地域に
提供している。

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場を活用して、河川防災
ステーションの整備を進めるとともに、
関係機関と情報を共有し市町村等の
円滑な水防活動等、活用方策を検討・
調整。

2020年度を
目途

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

2021年度を
目途

・協議会等の場を活用して、関係機関
と情報を共有し市町村等の円滑な水
防活動等、活用方策を検討・調整。

2021年度を
目途

・協議会等の場を活用して、関係機関
と情報を共有し市町等の円滑な水防
活動等、活用方策を検討・調整。

2021年度を
目途

・協議会等の場を活用して、関係機関
と情報を共有し市町村等の円滑な水
防活動等、活用方策を検討・調整。

・協議会等の場を活用して、関係機関
と情報を共有し、市町村等の円滑な水
防活動等、活用方策を検討・調整。

取組の進捗
状況

・防災ステーションの計画は無いが、
水防資材等を水防連絡会で共有。
防災ステーションが必要であれば適宜
検討する。

引き続き、実施を予定。 水防連絡会で共有された資材等の情
報を確認。

水防連絡会で共有された資材等の情
報を確認。

引き続き、実施を予定。 ・協議会等の場を活用して、関係機関
と情報を共有した。

・協議会等の場を活用して、危機管理
型水位計配置計画を検討・調整し、順
次整備を実施。協議会の場等を活用
して、配置状況を確認。
（2017年の緊急点検を踏まえ、2021年
度までに設置）
＜河川監視用カメラ＞
・リアリティーのある河川の状況を住民
一人一人に伝達するため、簡易型河
川監視カメラ等を活用し、画像・映像
によるリアリティーのある災害情報の
積極的な配信。
・協議会等の場を活用して、河川監視
用カメラ配置計画を検討・調整し、順
次整備を実施。（2018年の緊急点検を
踏まえ、2021年度までに設置）

2020年度を
目途

2020年度を
目途

引き続き実
施

各機関の具
体的な取組

①洪水予測や水位情報の
提供の強化

②決壊までの時間を少しでも
引き延ばす堤防構造の工夫
（危機管理型ハード対策）

③応急的な退避場所の確保

④河川防災ステーションの整備



【手取川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　8／13
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目 事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

実施する施策 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市金沢地方気象台石川県北陸地整

凡例 上段 ： 機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－３

◎被害軽減の取組
■水防体制に関する事項

各機関の具
体的な取組

・重要水防箇所や水防資機材等につ
いて河川管理者と水防活動に関わる
関係者（水防活動に係る建設業者を
含む）が共同して点検を実施。

R1出水期ま
で

重要水防箇所や水防資機材等につい
て河川管理者と水防活動に関わる関
係者（水防活動に係る建設業者を含
む）が共同して点検を実施。

R1出水期ま
で

・重要水防箇所や水防資機材等につ
いて河川管理者と水防活動に関わる
関係者（水防活動に係る建設業者を
含む）が共同して点検を実施。

R1出水期ま
で

・重要水防箇所や水防資機材等につ
いて河川管理者と水防活動に関わる
関係者（水防活動に係る建設業者を
含む）が共同して点検を実施。

R3出水期ま
で

・重要水防箇所や水防資機材等につ
いて河川管理者と水防活動に関わる
関係者（水防活動に係る建設業者を
含む）が共同して点検を実施。

R1出水期ま
で

・重要水防箇所や水防資機材等につ
いて河川管理者と水防活動に関わる
関係者（水防活動に係る建設業者を
含む）が共同して点検を実施。

・重要水防箇所や水防資機材等につ
いて河川管理者と水防活動に関わる
関係者（水防活動に係る建設業者を
含む）が共同して点検を実施。

・重要水防箇所や水防資機材等につ
いて河川管理者と点検を実施する。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・【R2.6.4】重要水防箇所等の合同巡
視を実施。（水防活動に係る建設業者
は含まない）

【R1.5.29】水防資材配備状況確認 ・金沢市内の県河川水防パトロール
　5月24日実施。
・手取川・梯川の水防パトロール
　6月7日実施済み
・手取川・梯川の水防パトロール
　6月7日実施済み

5月24日

6月7日

R2.6.4

【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区域
パトロールを実施

【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区域
パトロールを実施

【R2.6.4】重要水防箇所等の合同巡視
を実施。

・手取川の水防パトロールを実施し
た。
【R2.6.23】

【Ｒ2.6.4】手取川の水防パトロールを実
施した。

R1出水期ま
で

各機関の具
体的な取組

・毎年、出水期前に重要水防箇所や
水防資機材等について河川管理者と
水防活動に関わる関係者（水防活動
に係る建設業者を含む）が共同して点
検を実施。

2020年度を
目途

毎年、出水期前に重要水防箇所や水
防資機材等について河川管理者と水
防活動に関わる関係者（水防活動に
係る建設業者を含む）が共同して点検
を実施。

2021年度を
目途

・毎年、出水期前に重要水防箇所や
水防資機材等について河川管理者と
水防活動に関わる関係者（水防活動
に係る建設業者を含む）が共同して点
検を実施。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に重要水防箇所や
水防資機材等について河川管理者と
水防活動に関わる関係者（水防活動
に係る建設業者を含む）が共同して点
検を実施。

2021年度を
目途

・毎年、出水期前に重要水防箇所や
水防資機材等について河川管理者と
水防活動に関わる関係者（水防活動
に係る建設業者を含む）が共同して点
検を実施。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に重要水防箇所や
水防資機材等について河川管理者と
水防活動に関わる関係者（水防活動
に係る建設業者を含む）が共同して点
検を実施。

・毎年、出水期前に重要水防箇所や
水防資機材等について河川管理者と
水防活動に関わる関係者（水防活動
に係る建設業者を含む）が共同して点
検を実施。

・重要水防箇所や水防資機材等につ
いて、河川管理者と点検を実施する。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

・引き続き、実施していく。 【R2.6.12】水防資材配備状況確認 引き続き実
施

・引き続き、実施していく。 ・引き続き、実施していく。 【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区域
パトロールを実施

【R2.6.4】重要水防箇所等の合同巡視
を実施。

・引き続き、実施していく。 ・引き続き、実施していく。

各機関の具
体的な取組

・国土交通本省にて2019年2月に水防
団員の意識啓発のため、水防功労者
大臣表彰について実施。
・2019年5月に、水防活動に関する住
民等の理解を深める目的を含む水防
月間について、近年の水害を踏まえ実
施内容を検討・調整し実施。
・国土交通本省にて、水防団員募集を
PRしたポスター、リーフレットの作成・
配布状況を確認。また、政府広報にお
いて水防に関する広報について、近年
の水害を踏まえ内容を検討・調整し実
施。
・国土交通本省にて、水防団員確保の
取組を含む水防に関する情報を一元
的に扱う「水防ポータル」の運用を開
始。

R1出水期ま
で

・2019年5月（北海道は6月）に、水防
活動に関する住民等の理解を深める
目的を含む水防月間について、近年
の水害を踏まえ実施内容を検討・調整
し実施。
・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレットを作成し配布。

R1出水期ま
で

・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレットの掲示・配布。

R3出水期ま
で

・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレットを作成し配布。

R1出水期ま
で

・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレット等を作成し配布。
・水防団員確保の取組を含む水防に
関する情報を一元的に扱う「水防ポー
タル」をPR。

・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレットを作成し配布。

・水防団員募集をPRした、チラシ等を
作成し配布する。

・大型商業施設や大学の学園祭にお
いて、水防団のPR活動を実施する。

R1出水期ま
で

・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレットにより周知。

取組の進捗
状況

・【R1.2.10】水防功労者大臣表彰式を
実施16名、44団体を表彰。
・水防月間の実施内容【R2.6.9】洪水
対応演習、【R2.8.30】水防工法研修
会、【R2.5.29】減災協議会・水防連絡
会、【R2.6.4】重要水防箇所等の合同
巡視【R2.617-19】水文観測所点検。
・【R1.5】水防ポータルの試験運用を開
始。
・【R2.12】国交省において水防団募集
の広報動画をYouTubeで公開。

・【R1.5.1】水防団員募集をPRしたポス
ター、リーフレットを作成し配布。

・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレットにより継続的に周知。

・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレットにより継続的に周知。

・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレット等を作成し配布。

・水防団員募集をPRしたポスターを設
置した。

・水防団員募集をPRした、チラシを配
布、また窓口に設置した。

・御経塚イオン、金沢工業大学、石川
県立大学において、水防団のPR活動
を実施した。

・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレットにより継続的に周知。

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場を活用して、水防団員
の募集、自主防災組織、企業等の参
画を促すための具体的な広報の進め
方について検討の上、順次実施すると
ともに、必要に応じて本省としても水防
団員募集に係る広報を実施。

2020年度を
目途

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

2021年度を
目途

・協議会等の場を活用して、水防団員
の募集、自主防災組織、企業等の参
画を促すための具体的な広報の進め
方について検討の上、順次実施。

2021年度を
目途

・協議会等の場を活用して、水防団員
の募集、自主防災組織、企業等の参
画を促すための具体的な広報の進め
方について検討の上、順次実施。

2020年度を
目途

・協議会等の場を活用して、水防団員
の募集、自主防災組織、企業等の参
画を促すための具体的な広報の進め
方について検討の上、順次実施する。

・協議会等の場を活用して、水防団員
の募集、自主防災組織、企業等の参
画を促すための具体的な広報の進め
方について検討の上、順次実施する。

・協議会等の場を活用して、水防団員
の募集、自主防災組織、企業等の参
画を促すための具体的な広報の進め
方について、情報交換を行う。
・水防団員募集をPRしたチラシ等の配
布
・大型商業施設や大学の学園祭等に
おいて、水防団のPR活動を実施する。
・様々な機会を用いて、広報に努め
る。

2020年度を
目途

・協議会等の場を活用して、水防団員
の募集、自主防災組織、企業等の参
画を促すための具体的な広報の進め
方について検討の上、順次実施する。

R6年度を目
途

取組の進捗
状況

水防団募集が書かれている水防月間
リーフレットを水防連絡会会員に配布

・【R2.5.1】水防団員募集をPRしたポス
ター、リーフレットを配布。

引き続き実
施

引き続き実施していく。 引き続き実施していく。 引き続き実施していく ・引き続き実施していく。 ・引き続き実施していく。 ・機能別消防団制度の運用により確保
している

各機関の具
体的な取組

・水防団等の技術力向上のため、水防
訓練を近年の水害を踏まえ実施内容
を検討・調整した上で実施。
・多様な関係機関、住民等の参加によ
り、より実践的な水防訓練となるよう、
訓練内容について近年の水害を踏ま
え検討、調整をして実施。

R1出水期ま
で

水防訓練を近年の水害を踏まえ実施
内容を検討・調整した上で実施。

R1出水期ま
で

・出水期前に土のう作成を実施。 R3出水期ま
で

・水防団等の技術力向上のため、水防
訓練を近年の水害を踏まえ実施内容
を検討・調整した上で実施。
・多様な関係機関、住民等の参加によ
り、より実践的な水防訓練となるよう、
訓練内容について近年の水害を踏ま
え検討、調整をして実施。

R1出水期ま
で

・出水期前に、水防活動時を想定した
参集訓練及び水防訓練（土のう作成
等）を実施
・多様な関係機関、住民等の参加によ
る、小松市総合防災訓練を実施

引き続き毎
年実施

・水防団等の技術力向上のため、水防
訓練を近年の水害を踏まえ実施内容
を検討・調整した上で実施。
・多様な関係機関、住民等の参加によ
り、より実践的な水防訓練となるよう、
訓練内容について近年の水害を踏ま
え検討、調整をして実施。

・水防団等の技術力向上のため、水防
訓練を実施する。

R1出水期ま
で

・水防団等の技術力向上のため、水防
訓練を近年の水害を踏まえ実施内容
を検討・調整した上で実施。
・多様な関係機関、住民等の参加によ
り、より実践的な水防訓練となるよう、
訓練内容について近年の水害を踏ま
え検討、調整をして実施。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・８月に水防工法研修会を実施。 【R1.6.21】水防訓練の実施 土のうの作成及び補修を実施 R1.6.5 【R1.5.18】水防工法研修会の参加 【R1.5.30】小松市水防参集訓練に合わ
せ、水防訓練（土のう作成等）を実施。
【R2.10.25】小松市総合防災訓練を実
施。

・引き続き実施していく。 ・野々市市総合防災訓練時に、水防
訓練（土のう作成、積み）を実施
【R1.9.8】

R1出水期ま
で

・関係機関、洪水浸水想定区域の住
民等３５０名の参加により、実践的な
水防訓練、水防講習会を実施

R1出水期ま
で

各機関の具
体的な取組

・引き続き、多様な関係機関、住民等
の参加により、より実践的な水防訓練
となるよう、必要に応じて訓練内容の
検討、調整をし改善を図りつつ実施。

2020年度を
目途

引き続き、水防訓練を近年の水害を踏
まえ実施内容を検討・調整した上で実
施。

2021年度を
目途

・引き続き、多様な関係機関、住民等
の参加により、より実践的な水防訓練
となるよう、必要に応じて訓練内容の
検討、調整をし改善を図りつつ実施。

2021年度を
目途

・引き続き、多様な関係機関、住民等
の参加により、より実践的な水防訓練
となるよう、必要に応じて訓練内容の
検討、調整をし改善を図りつつ実施。

2020年度を
目途

・引き続き、より実践的な水防訓練とな
るよう、必要に応じて訓練内容の検
討、調整をし改善を図りつつ実施。

・引き続き、多様な関係機関、住民等
の参加により、より実践的な水防訓練
となるよう、必要に応じて訓練内容の
検討、調整をし改善を図りつつ実施

・引き続き、水防団等の技術力向上の
ため、水防訓練を実施する。

・引き続き、多様な関係機関、住民等
の参加により、より実践的な水防訓練
となるよう、必要に応じて訓練内容の
検討、調整をし改善を図りつつ実施。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

水防工法研修会開催時にアンケートを
実施しており、適宜反映。

【R2.6.25】水防訓練の実施 引き続き実
施

・引き続き、水防訓練を実施する。 【R1.5.18】水防工法研修会の参加 ・引き続き、水防訓練を実施する。 ・引き続き実施していく。 ・引き続き、水防訓練を実施する。 ・引き続き毎年実施

各機関の具
体的な取組

・出水期における水防活動等を関係者
間で振り返り、改善点の確認及び対応
策の検討を実施するよう通知し、2019
年2月までに結果を集約。
・2019年3月に、河川管理者との連携
強化、水防協力団体の指定促進及び
民間事業者の水防への参画の促進を
含む2019年度「水防月間の実施」を、
近年の水害を踏まえ内容を検討・調整
した上で通知。

R1出水期ま
で

・出水期における水防活動等を関係者
間で振り返り、改善点の確認及び対応
策の検討を実施するよう通知し、結果
を集約。

R3出水期ま
で

・出水期における水防活動等を関係者
間で振り返り、改善点の確認及び対応
策の検討を実施し、結果を集約。

R3出水期ま
で

・出水期における水防活動等を関係者
間で振り返り、改善点の確認及び対応
策の検討を実施するよう通知し、2019
年2月までに結果を集約。

・出水期における水防活動等を関係者
間で振り返り、改善点の確認及び対応
策の検討を実施するよう通知し、2019
年2月までに結果を集約。

・出水期における水防活動等を関係機
関で振り返り、改善点の確認及び対応
策の検討を実施する。

R1出水期ま
で

・出水期における水防活動等を関係者
間で振り返り、改善点の確認及び対応
策の検討を実施する。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・R2出水期は出水対応なし。
・出水があった場合に振り返り等を適
宜実施。

・適宜、振り返りを実施。 ・適宜、振り返りを実施。 【R2.6.5】水防協議会で、前年度の活
動報告や改善点の確認・検討を実施。

・出水期後に、関係機関で振り返りを
実施した。

・出水期後に、関係機関で振り返りを
実施した。

R1出水期ま
で

・適宜、振り返りを実施。

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場を活用し、大規模な氾
濫に対してより広域的、効率的な水防
活動が実施できるよう、必要に応じて
関係者の協力内容等について検討・
調整し改善を図る。
・水防連絡会等で水防の実施状況を
共有。

2020年度を
目途

・協議会等の場を活用し、大規模な氾
濫に対してより広域的、効率的な水防
活動が実施できるよう、必要に応じて
関係者の協力内容等について検討・
調整し改善を図る。

2021年度を
目途

・協議会等の場を活用し、大規模な氾
濫に対してより広域的、効率的な水防
活動が実施できるよう、必要に応じて
関係者の協力内容等について検討・
調整し改善を図る。

2021年度を
目途

・協議会等の場を活用し、大規模な氾
濫に対してより広域的、効率的な水防
活動が実施できるよう、必要に応じて
関係者の協力内容等について検討・
調整し改善を図る。

2021年度を
目途

・協議会等の場を活用し、大規模な氾
濫に対してより広域的、効率的な水防
活動が実施できるよう、必要に応じて
関係者の協力内容等について検討・
調整し改善を図る。

・協議会等の場を活用し、大規模な氾
濫に対してより広域的、効率的な水防
活動が実施できるよう、必要に応じて
関係者の協力内容等について検討・
調整し改善を図る。

・引き続き、出水期における水防活動
等を関係機関で振り返り、改善点の確
認及び対応策の検討を実施する。

2020年度を
目途

・協議会等の場を活用し、大規模な氾
濫に対してより広域的、効率的な水防
活動が実施できるよう、必要に応じて
関係者の協力内容等について検討・
調整し改善を図る。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

・R2出水期は出水対応なし。
・出水があった場合に振り返り等を適
宜実施。

必要に応じて、関係者の協力内容等
について検討・調整し改善を図る。

必要に応じて、関係者の協力内容等
について検討・調整し改善を図る。

必要に応じて、関係者の協力内容等
について検討・調整し改善を図る。

必要に応じて、関係者の協力内容等
について検討・調整し改善を図る。

必要に応じて、関係者の協力内容等
について検討・調整し改善を図る。

必要に応じて、関係者の協力内容等
について検討・調整し改善を図る。

2020年度を
目途

必要に応じて、関係者の協力内容等
について検討・調整し改善を図る。

②水防に関する広報の充実
（水防団員確保に係る取組）

③水防訓練の充実

①重要水防箇所の見直し
及び水防資機材の確認

④水防関係者間での連携、
協力に関する検討



【手取川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　9／13
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目 事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

実施する施策 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市金沢地方気象台石川県北陸地整

凡例 上段 ： 機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－３

◎被害軽減の取組
■多様な主体による被害軽減対策に関する事項

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町庁舎や災害拠点病院等に
関する情報を共有し、各施設管理者
等に対する洪水時の情報伝達体制・
方法について検討。

R1出水期ま
で

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町庁舎や災害拠点病院等に
関する情報を共有し、各施設管理者
等に対する洪水時の情報伝達体制・
方法について検討。

R3出水期ま
で

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市庁舎や災害拠点病院等に関
する情報を共有し、各施設管理者等に
対する洪水時の情報伝達体制・方法
について検討。

R3出水期ま
で

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
に関する情報を共有し、各施設管理者
等に対する洪水時の情報伝達体制・
方法について検討。

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
に関する情報を共有し、各施設管理者
等に対する洪水時の情報伝達体制・
方法について検討。

・災害時の連絡体制の構築に向けて、
検討する。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
に関する情報を共有し、各施設管理者
等に対する洪水時の情報伝達体制・
方法について検討。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

【R2.1幹事会】浸水想定区域内の市町
庁舎や災害拠点病院等について、洪
水時の情報伝達体制の有無を確認済
み。
協議会で各市町の取組事例を確認、
共有し、適宜検討の支援を行う。

引き続き、実施を予定。 市職員防災マニュアルに情報伝達体
制を記載

施設管理課が行い、市行政マニュア
ルに情報伝達体制を記載

止水板等で拠点施設を対応する結
果、電源や通信網の被害がないと想
定されることから、通常の体制で対応
する。

。町職員防災対応マニュアルに情報
伝達体制を記載した。

・浸水想定区域内に、対象施設無し。
協議会等の場において、情報を共有し
た。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、情報を共有
し、各施設管理者等に対する洪水時
の情報伝達体制・方法について確認。

R1出水期ま
で

各機関の具
体的な取組

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市町庁舎や災害拠
点病院等に関する情報を共有し、各施
設管理者等に対する洪水時の情報伝
達体制・方法について検討。

2020年度を
目途

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

2021年度を
目途

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市町庁舎や災害拠
点病院等に関する情報を共有し、各施
設管理者等に対する洪水時の情報伝
達体制・方法について検討。

2021年度を
目途

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市庁舎や災害拠点
病院等に関する情報を共有し、各施設
管理者等に対する洪水時の情報伝達
体制・方法について検討。

2021年度を
目途

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市町村庁舎や災害
拠点病院等に関する情報を共有し、各
施設管理者等に対する洪水時の情報
伝達体制・方法について検討。

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市町村庁舎や災害
拠点病院等に関する情報を共有し、各
施設管理者等に対する洪水時の情報
伝達体制・方法について検討。

・浸水想定区域内の施設へ登録制
メールとＦＡＸによる連絡体制を確立す
る。

Ｒ2年度から ・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市町村庁舎や災害
拠点病院等に関する情報を共有し、各
施設管理者等に対する洪水時の情報
伝達体制・方法について検討。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

・引き続き、協議会で各市町の取組事
例を確認、共有し、検討の支援を適宜
行う。

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

・引き続き、検討していく。 ・引き続き、検討していく。 止水板等で拠点施設を対応する結
果、電源や通信網の被害がないと想
定されることから、通常の体制で対応
する。

・引き続き、検討していく。 ・各施設の連絡先を収集。 Ｒ2年度から ・引き続き、検討していく。

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町庁舎や災害拠点病院等の
機能確保に関する情報を共有。また、
耐水化、非常用電源等の必要な対策
については各施設管理者において順
次実施し、対策の実施状況について
は協議会で共有。

R1出水期ま
で

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市庁舎や災害拠点病院等の機
能確保に関する情報を共有。また、耐
水化、非常用電源等の必要な対策に
ついては各施設管理者において順次
実施し、対策の実施状況については
協議会で共有。

R3出水期ま
で

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市庁舎や災害拠点病院等の機
能確保に関する情報を共有。また、耐
水化、非常用電源等の必要な対策に
ついては各施設管理者において順次
実施し、対策の実施状況については
協議会で共有。

R3出水期ま
で

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
の機能確保に関する情報を共有。ま
た、耐水化、非常用電源等の必要な
対策については各施設管理者におい
て順次実施し、対策の実施状況につ
いては協議会で共有。

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
の機能確保に関する情報を共有。ま
た、耐水化、非常用電源等の必要な
対策については各施設管理者におい
て順次実施し、対策の実施状況につ
いては協議会で共有。

・協議会等の場において、機能確保に
関する情報を共有。

・市庁舎の地下機関室への浸水対策
について検討する。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
の機能確保に関する情報を共有。ま
た、耐水化、非常用電源等の必要な
対策については各施設管理者におい
て順次実施し、対策の実施状況につ
いては協議会で共有。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

【R2.1幹事会】浸水想定区域内の市町
庁舎や災害拠点病院等について、耐
水化、非常用電源等の必要性を確認
済み。
協議会で各市町の取組事例を確認、
共有し、検討の支援を適宜行う。

引き続き、実施を予定。 ・非常用電源、貯水タンク、排水ポンプ
を設置済み。
・止水板の設置などを検討中。

・R2年中に庁舎の機能確保について
非常用電源、貯水タンクや排水ポンプ
等の必要性を含めた浸水防止対策を
検討する。

浸水想定区域内の拠点施設は令和2
年中に止水板等を設置し浸水対策を
行う。

・非常用電源を整備済み。引き続き情
報を共有し、対策を検討する。

・引き続き情報を共有し、対策を検討
する。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、浸水想定区
域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
の機能確保に関する情報を共有。

R1出水期ま
で

各機関の具
体的な取組

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市町庁舎や災害拠
点病院等の機能確保に関する情報を
共有。また、耐水化、非常用電源等の
必要な対策については各施設管理者
において順次実施。対策の実施状況
については協議会で共有。

2020年度を
目途

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

2021年度を
目途

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市庁舎や災害拠点
病院等の機能確保に関する情報を共
有。また、耐水化、非常用電源等の必
要な対策については各施設管理者に
おいて順次実施。対策の実施状況に
ついては協議会で共有。

2021年度を
目途

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市庁舎や災害拠点
病院等の機能確保に関する情報を共
有。また、耐水化、非常用電源等の必
要な対策については各施設管理者に
おいて順次実施。対策の実施状況に
ついては協議会で共有。

2021年度を
目途

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市町村庁舎や災害
拠点病院等の機能確保に関する情報
を共有。また、耐水化、非常用電源等
の必要な対策については各施設管理
者において順次実施。対策の実施状
況については協議会で共有。

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市町村庁舎や災害
拠点病院等の機能確保に関する情報
を共有。また、耐水化、非常用電源等
の必要な対策については各施設管理
者において順次実施。対策の実施状
況については協議会で共有。

・協議会等の場において、機能確保に
関する情報を共有。

・市庁舎の地下機関室への浸水対策
について検討する。

2020年度を
目途

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市町村庁舎や災害
拠点病院等の機能確保に関する情報
を共有。また、耐水化、非常用電源等
の必要な対策については各施設管理
者において順次実施。対策の実施状
況については協議会で共有。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

・引き続き、協議会で各市町の取組事
例を確認、共有し、検討の支援を適宜
行う。

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

・引き続き情報を共有し、対策を検討
していく。

・引き続き情報を共有し、対策を検討
していく。

浸水想定区域内の拠点施設は令和2
年中に止水板等を設置し浸水対策を
行う。

・引き続き情報を共有し、対策を検討
していく。

・引き続き情報を共有し、対策を検討
していく。

2020年度を
目途

・市庁舎の一部で非常用電源等の設
備を整備済

R2年度

各機関の具
体的な取組

・北陸地方整備局にてドローンを配備
ドローン：２台

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

金沢河川国道事務所にドローン２台配
備済み。

取組の進捗
状況

・氾濫による危険性が特に高い等の
区間において樹木伐採・堆積土砂撤
去を完了予定（Ｒ2年度末）

2018年の緊急点検において、治水上
支障となる樹木・堆積土砂が確認され
た河川を対象として、順次対策を進め
ている。（熊田川、西川）

2021年度を
目途

◎氾濫水の排除、浸水被害軽減に関する取組
■氾濫水の排除、浸水被害軽減に関する取組

各機関の具
体的な取組

・2020年度までに手取川水系で排水
作業準備計画を作成し、代表的な事
例を協議会等の場において共有。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

排水計画を作成済み（Ｒ２）
今後、協議会の場で共有予定。

各機関の具
体的な取組

・2020年度までに、長期にわたり浸水
が継続する地域などにおいて、排水作
業準備計画を作成。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

排水計画を作成済み（Ｒ２）
今後、協議会の場で共有予定。

・2020年度までに、堤防決壊が発生し
た場合に湛水深が深く、特に多数の人
命被害等が生じる恐れのある区間に
おいて、堤防強化対策等を慨成。
・2020年度までに、氾濫による危険性
が特に高い等の区間において、樹木・
堆積土砂等に起因した氾濫の危険性
を概ね解消。
・2020年度までに、近年、浸水実績が
あり、病院、市役所など生命や防災上
重要な施設の浸水が想定される河川
において、近年の主要降雨等による
重要施設の浸水被害を防止軽減する
ため、雨水排水施設の整備や河川改
修等の対策を概ね完了。
・国土交通本省にて、民間企業による
水害対応版ＢＣＰ策定を促進するため
「水害対応版ＢＣＰ策定の手引き
（仮）」を作成・公表。

・2020年度までに、氾濫による危険性
が特に高い等の区間において、樹木・
堆積土砂等に起因した氾濫の危険性
を概ね解消。

2020年度を
目途

各機関の具
体的な取組

①市町村庁舎や災害拠点病院等の施
設関係者への情報伝達の充実

②市町村庁舎や災害拠点病院等の機
能確保のための対策の充実

（耐水化、非常用発電等の整備）

③早期復興を支援する事前の準備

①排水施設、排水資機材の運用方法
の改善



【手取川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　10／13
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目 事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

実施する施策 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市金沢地方気象台石川県北陸地整

凡例 上段 ： 機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－３

◎氾濫水の排除、浸水被害軽減に関する取組
■氾濫水の排除、浸水被害軽減に関する取組

各機関の具
体的な取組

・浸水による機能停止リスクが高い箇
所において、リスク低減策の検討や復
旧資材の確保に着手。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・排水計画にて、浸水し稼働できなくな
る排水機場を抽出済み。
・今後、施設管理者へ検討内容を共
有。

各機関の具
体的な取組

・2020年度までに、浸水による機能停
止リスクが高い河川の排水機場につ
いて、排水機能停止リスク低減策を概
ね完了。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

・排水計画にて、浸水し稼働できなくな
る排水機場を抽出済み。
・今後、施設管理者へ検討内容を共
有。

各機関の具
体的な取組

・水防管理者へ氾濫シミュレーション
結果や地形情報等が未提供の地域に
ついて、これらの情報を提供。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・氾濫面積縮小に寄与する河川管理
施設以外の盛土等は無し。

各機関の具
体的な取組

・引き続き、複数市町に影響があると
想定される浸水被害軽減地区の指定
については、協議会等の場を活用して
指定の予定や指定にあたっての課題
を水防管理者間等で共有し、連携して
指定。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

適宜、連携を実施。

各機関の具
体的な取組

・防災業務計画に定められた停電対
策が未対応の河川関係事務所庁舎に
ついて、対策を実施。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・想定最大規模の浸水想定区域図に
おいて停電しないことを確認済み。

各機関の具
体的な取組

・2019年度までに全国の災害活動拠
点施設となる事務所及び事務所をつ
なぐ重要な通信中継施設の停電対
策、通信機器の整備が不足している
事務所へ災害対策用通信機器の増強
等を実施。

2019年度

取組の進捗
状況

Ｒ3年度に対策が必要か確認を行う。

◎防災施設の整備等
■防災施設の整備等

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・2020年度までに優先的に整備が必
要な区間を整備。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

湊地区の河道掘削を実施（Ｒ2年度末
完了予定）

各機関の具
体的な取組

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、堤防決壊が
発生した場合に湛水深が深く、特に多
数の人命被害等が生じる恐れのある
区間についてリスク情報等を共有。

R3出水期ま
で

・協議会等の場において、堤防決壊が
発生した場合に湛水深が深く、特に多
数の人命被害等が生じる恐れのある
区間についてリスク情報等を共有。

R3出水期ま
で

・協議会等の場において、堤防決壊が
発生した場合に湛水深が深く、特に多
数の人命被害等が生じる恐れのある
区間についてリスク情報等を共有。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、堤防決壊が
発生した場合に湛水深が深く、特に多
数の人命被害等が生じる恐れのある
区間についてリスク情報等を共有。

・協議会等の場において、堤防決壊が
発生した場合に湛水深が深く、特に多
数の人命被害等が生じる恐れのある
区間についてリスク情報等を共有。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

適宜、情報提供を実施。 ・引き続き、協議会等の場において、
情報等を共有。

・引き続き、協議会等の場において、
情報等を共有。

引き続き協議会等の場において情報
等を共有。

・引き続き、協議会等の場において、
情報等を共有。

・引き続き、協議会等の場において、
情報等を共有。

各機関の具
体的な取組

・提供できる情報があれば実施。 2020年度を
目途

取組の進捗
状況

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

②排水設備の耐水性の強化

③浸水被害軽減地区の指定

④庁舎等の防災拠点の強化

①堤防等河川管理施設の整備
（洪水氾濫を未然に防ぐ対策）

②本川と支川の合流部等の対策



【手取川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　11／13
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目 事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

実施する施策 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市金沢地方気象台石川県北陸地整

凡例 上段 ： 機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－３

◎防災施設の整備等
■防災施設の整備等

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場において、氾濫による
危険性が特に高い等の区間について
リスク情報を共有。
・特に優先して実施すべき箇所や建設
発生土・伐採木の処理・活用方法、対
策後の継続的な維持管理のあり方に
ついて検討・調整。

R1出水期ま
で

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、氾濫による
危険性が特に高い等の区間について
リスク情報を共有。
・特に優先して実施すべき箇所や建設
発生土・伐採木の処理・活用方法、対
策後の継続的な維持管理のあり方に
ついて検討・調整。

R3出水期ま
で

・協議会等の場において、氾濫による
危険性が特に高い等の区間について
リスク情報を共有。
・特に優先して実施すべき箇所や建設
発生土・伐採木の処理・活用方法、対
策後の継続的な維持管理のあり方に
ついて検討・調整。

R3出水期ま
で

・協議会等の場において、氾濫による
危険性が特に高い等の区間について
リスク情報を共有。
・特に優先して実施すべき箇所や建設
発生土・伐採木の処理・活用方法、対
策後の継続的な維持管理のあり方に
ついて検討・調整。

・協議会等の場において、氾濫による
危険性が特に高い等の区間について
リスク情報を共有。・特に優先して実施
すべき箇所や建設発生土・伐採木の
処理・活用方法、対策後の継続的な維
持管理のあり方について検討・調整。

・協議会等の場において、氾濫による
危険性が特に高い等の区間について
リスク情報を共有。

取組の進捗
状況

重要水防箇所を適宜共有。 適宜、情報提供を実施。 ・引き続き、協議会等の場において、
情報等を共有。

・引き続き、協議会等の場において、
情報等を共有。

引き続き協議会等の場において情報
等を共有。

・協議会等の場において、氾濫による
危険性が特に高い等の区間について
リスク情報を共有。

・引き続き、協議会等の場において、
情報等を共有。

各機関の具
体的な取組

・2020年度までに、氾濫による危険性
が特に高い等の区間において、樹木・
堆積土砂等に起因した氾濫の危険性
を概ね解消。
・関係者が連携して、対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を構
築。

2020年度を
目途

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば行う。
・県内81河川で実施することとしてお
り、このうち手取川水系では、熊田川、
西川を実施予定としている。

2021年度を
目途

・関係者が連携して、対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を構
築。

2021年度を
目途

・関係者が連携して、対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を構
築。

2021年度を
目途

・関係者が連携して、対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を構
築。

・関係者が連携して、対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を構
築。

・関係者が連携して、対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を構
築。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

氾濫による危険性が特に高い等の区
間において樹木伐採・堆積土砂撤去
を完了予定（Ｒ2年度末）

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

・必要に応じ、連携し対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を構
築。

・必要に応じ、連携し対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を構
築。

・必要に応じ、連携し対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を構
築。

・必要に応じ、連携し対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を構
築。

・必要に応じ、連携し対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を構
築。

各機関の具
体的な取組

・浚渫等によって発生する建設発生土
の処理・活用方法、対策後の継続的な
維持管理のあり方について検討・調
整。
・「ダムの柔軟な運用」については、関
係機関等と調整を行い、調整が整った
ダムから順次運用を開始。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

該当無し

取組の進捗
状況

・引き続き実施を予定。
・R2.5に治水協定を締結済み。

各機関の具
体的な取組

・河川・下水道の各主体が連携して実
施すべき対策について検討・調整。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・緊急3カ年対策にて河道掘削を実施

各機関の具
体的な取組

・排水ポンプ車等を活用した効果的な
内水排除方策を関係機関で連携して
検討し、順次実施。

2020年度を
目途

・排水ポンプ車等を活用した効果的な
内水排除方策を関係機関で連携して
検討。

2020年度を
目途

・2021年度までに、近年、浸水実績が
あり、病院、市役所など生命や防災上
重要な施設の浸水が想定される地方
公共団体及び河川において、近年の
主要降雨等による重要施設の浸水被
害を防止軽減するため、雨水排水施
設の整備や河川改修等の対策を概ね
完了。
・予備ポンプや移動式ポンプ等を活用
した効果的な内水排除方策を関係機
関で連携して検討し、順次実施。

2021年度を
目途

・関係機関と連携して内水排除方策を
検討する。

2021年度を
目途

2020年度までに、近年、浸水実績があ
り、病院、市役所など生命や防災上重
要な施設の浸水が想定される地方公
共団体及び河川において、近年の主
要降雨等による重要施設の浸水被害
を防止軽減するため、雨水排水施設
の整備や河川改修等の対策を概ね完
了。
・予備ポンプや移動式ポンプ等を活用
した効果的な内水排除方策を関係機
関で連携して検討し、順次実施。

・2018年の緊急点検を踏まえ、2022年
度までに、近年、浸水実績があり、病
院、市役所など生命や防災上重要な
施設の浸水が想定される地方公共団
体及び河川において、近年の主要降
雨等による重要施設の浸水被害を防
止軽減するため、雨水排水施設の整
備や河川改修等の対策を概ね完了。・
予備ポンプや移動式ポンプ等を活用し
た効果的な内水排除方策を関係機関
で連携して検討し、順次実施。

・予備ポンプや移動式ポンプ等を活用
した効果的な内水排除方策を関係機
関で連携して検討し、順次実施。

R2年度を目
途

取組の進捗
状況

排水計画を作成済み（Ｒ２） 引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

引き続き検討する予定。 引き続き検討する予定。 止水板を設置し対策を行う 引き続き実施する。 ・非常時に備え、移動式ポンプを活用
した内水排除費用（リース料等）を予
算化。

H30年度より
実施

各機関の具
体的な取組

・2020年度までに、人命を守るため、
ダムの洪水調節機能を維持・確保する
ための緊急的・集中的な対策が必要
な箇所において、緊急的・集中的に対
策を実施し概成。
・「ダム再生ビジョン」及び「ダム再生ガ
イドライン」を踏まえ、既設ダムのかさ
上げや放流能力の増強等の施設改良
によるダム再生事業をはじめ、ダム再
生の取組をより一層推進。
・「ダムの柔軟な運用」の更なる運用に
向けて、手取川ダムで関係機関等と調
整や検討を引き続き行い、調整が整
い次第運用を開始。
・Ｒ1.12に既存ダムの洪水調節機能強
化に向けた基本方針に基づき関係機
関と調整を行う。

2020年度を
目途

③多数の家屋や重要施設等の
保全対策

④ダム等の洪水調節機能の
向上・確保

⑤重要インフラの機能確保



【手取川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　12／13
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目 事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

実施する施策 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市金沢地方気象台石川県北陸地整

凡例 上段 ： 機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－３

◎防災施設の整備等
■防災施設の整備等

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

＜樋門や水門等の無動力化・遠隔操
作化等の推進＞
・フラップ化等の無動力化を優先的に
整備する対象施設を抽出し、順次整
備を実施。
・国と県が参加する技術研究会等にお
いて、国の無動力化の取組について
情報提供し、県河川における無動力
化の推進に資する技術的助言を実
施。

＜樋門や水門等の無動力化・遠隔操
作化等の推進＞
・津波浸水リスクの高い地域等におい
て、水門等の自動化・遠隔操作化を順
次実施。
・フラップ化等の無動力化を優先的に
整備する対象施設を抽出し、順次整
備を実施。
・国と県が参加する技術研究会等にお
いて、国の無動力化の取組について
情報提供し、県河川における無動力
化の推進に資する技術的助言を実
施。

＜確実な施設の運用体制確保＞
・市町以外で操作委託が可能な団体
について検討を実施。
＜電力供給停止時の操作確保＞
・2020年度までに、大規模停電が発生
し、ダム等への電力供給が停止した場
合に備えるため、予備発電機の運転
可能時間延伸等の緊急対策を実施。

＜確実な施設の運用体制確保＞
・市町以外で操作委託が可能な団体
について検討を実施。
＜電力供給停止時の操作確保＞
・2020年度までに、大規模停電が発生
し、ダム等への電力供給が停止した場
合に備えるため、予備発電機の運転
可能時間延伸等の緊急対策を実施。

取組の進捗
状況

Ｒ3年度より樋管のフラップ化等の無
動力化について優先順位の高い箇所
からフラップ化等の無動力化を着手予
定

手取川水系の河川管理施設について
は遠隔化済みであり、操作委託検討
の対象なし。
大日川ダムにおいては、該当なし

・情報収集し、実施を検討。 ・引き続き、適切な管理に努める。 引き続き実施する。

各機関の具
体的な取組

・北陸地方整備局にてドローンを配備
ドローン：２台

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・金沢河川国道事務所にてドローン2
台配備済み。

各機関の具
体的な取組

・国土交通省にて開発したドローンに
ついて国から都道府県へ情報提供。

2020年度を
目途

【今後の進め方及び数値目標等】
・ドローンによる点検の活用について
検討。

取組の進捗
状況

ドローンの情報について入手でき次
第、石川県に情報提供を行う。

提供された情報や活用事例等の情報
を収集し、県での活用の可能性につい
て検討する。

◎減災・防災に関する国の支援
■減災・防災に関する国の支援

各機関の具
体的な取組

・国土交通本省にて計画的・集中的な
事前防災対策を推進するため、地方
公共団体が実施する「他事業と連携し
た対策」「抜本的対策（大規模事業）」
を支援する個別補助事業を創設。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・ダムの再開発や災害復旧事業等の
うち、高度な技術力等が必要な工事に
ついて、県から要請があった場合に国
が代行して実施。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

【今後の進め方及び数値目標等】
＜樋門や水門等の無動力化・遠隔操
作化等の推進＞
・樋門や水門等の無動力化・自動化・
遠隔操作化を検討。
・国と都道府県が参加する技術研究
会等において、無動力化の取組につ
いて情報共有し、県河川における無動
力化の推進について検討する。
＜確実な施設の運用体制確保＞
・市町村以外で操作委託が可能な団
体について検討を実施。

2021年度を
目途

＜樋門や水門等の無動力化・遠隔操
作化等の推進＞
・津波浸水リスクの高い地域等におい
て、水門等の自動化・遠隔操作化を順
次実施。
・フラップ化等の無動力化を優先的に
整備する対象施設を抽出し、順次整
備を実施。
・国と県が参加する技術研究会等にお
いて、国の無動力化の取組について
情報提供し、県河川における無動力
化の推進に資する技術的助言を実
施。

2021年度を
目途

2021年度を
目途

2020年度を
目途

⑥樋門・樋管等の施設の確実な
運用体制の確保

＜確実な施設の運用体制確保＞
・国と連携し樋門等の適切な管理に努
める。

各機関の具
体的な取組

②代行制度による都道府県に
対する技術支援

①水防災社会再構築に係る
地方公共団体への財政的支援

⑦河川管理の高度化の検討



【手取川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　13／13
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目 事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

実施する施策 金沢市小松市 川北町 野々市市白山市 能美市金沢地方気象台石川県北陸地整

凡例 上段 ： 機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－３

◎減災・防災に関する国の支援
■減災・防災に関する国の支援

各機関の具
体的な取組

・北陸地方整備局にて不動産関係業
界と連携して、不動産関係団体の研
修会等の場において、水害リスクに関
する情報の解説を実施。

R1出水期ま
で

・不動産関係業界と連携して、不動産
関係団体の研修会等の場において、
水害リスクに関する情報の解説を実
施。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

【R1.9.5 小松会場】
【R1.9.6 金沢会場】
・不動産関係業界と連携して、不動産
関係団体の研修会等の場において、
水害リスクに関する情報の解説を実
施。

引き続き実
施

各機関の具
体的な取組

・浸水想定区域内の全ての市町村の
まちづくり担当部局等に対し、水害リス
ク情報を提供。
・不動産関連事業者に対し、引き続
き、研修会等で水害リスク情報等に係
る施策の最新情報を説明。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・引き続き、関係する市町担当部局等
に対して、水害リスク情報の提供を
行っていく。

・引き続き、不動産関係業界と連携し
て、不動産関係団体の研修会等の場
において、水害リスクに関する情報の
解説を実施していく。
【R1.9.5 小松会場】
【R1.9.6 金沢会場】

引き続き実
施

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・災害対応のノウハウを技術移転する
ため、初動対応から復旧に至るまで総
合的にマネジメントできる人材育成プ
ログラムの充実に引き続き取り組み、
これに基づき研修・訓練等を全地方整
備局等で実施。
・国による地方公共団体等への支援
充実に加え、地方公共団体間の相互
支援を促し、災害対応力の向上を図る
ため、災害発生時に各地方整備局等
から被災状況やTEC-FORCEによる支
援活動を被災地以外の地方公共団体
にも情報提供を充実。

2020年度を
目途

災害対応のノウハウを技術移転する
ため、研修・訓練等を実施

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

・必要に応じてTEC-FORCEによる支
援活動を実施。

【R2.6.15】担当者向けの研修を実施 引き続き実
施

◎減災・防災に関する国の支援
■減災・防災に関する国の支援

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・引き続き、DiMAPSの利用促進に向
け、県に対する説明を実施し、県と災
害情報共有を強化。

2020年度を
目途

・引き続き、DiMAPSの利用促進に向
け、災害情報共有を強化。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

④災害時及び災害復旧に対する支援

⑤災害情報の地方公共団体との
共有体制強化

③適切な土地利用の促進



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　1／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

◎関係機関の連携体制
■関係機関の連絡体制

各機関の具
体的な取組

13 R1出水期ま
で

・各地域で発生する災害の状況や高
齢者の被災リスク等を踏まえ、必要
に応じて、協議会の構成員に市の高
齢者福祉部局を追加を検討。

R2出水期ま
で

・必要に応じて、協議会の構成員に
市の高齢者福祉部局の追加を検討。

R3出水期ま
で

取組の進捗
状況

・【R2.1幹事会】市町の高齢者福祉部
局について追加の必要性を確認。
・【R2.1幹事会】地域の取り組み推進
に向け、メディア連携分科会の設置
について確認。参加の希望を確認
し、R3出水期前に実施予定

引き続き、検討・実施を予定。 引き続き、検討・実施を予定。

各機関の具
体的な取組

・構成員の変更が生じた場合等、適
宜、「地域の取組方針」を見直し。
・協議会を開催して取組状況をフォ
ローアップし、必要に応じて「地域の
取組方針」の見直し。
・協議会で取りまとめた取組内容等を
ホームページで公表。
・引き続き、協議会で関係機関の取
組をフォローアップし、ハード・ソフト
対策を推進。

2020年度を
目途

・引き続き、協議会で関係機関の取
組をフォローアップし、ハード・ソフト
対策を推進。

2020年度を
目途

・協議会等を適宜開催して取組状況
をフォローアップし、必要に応じて「地
域の取組方針」の見直し。

2020年度を
目途

・構成員の変更が生じた場合等、必
要に応じて「地域の取組方針」の見直
し。
・協議会で取りまとめた取組内容等を
ホームページで公表。
・引き続き、協議会で関係機関の取
組をフォローアップし、ハード・ソフト
対策を推進。

・引き続き、協議会で関係機関の取
組をフォローアップし、ハード・ソフト
対策を推進。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

・【R2.5減災協議会】取りまとめた取
組内容をHPで公表済み。
・【R3.2幹事会】取組状況をフォロー
アップしハード・ソフト対策を推進。

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

・コロナ関連で何もできていない状況
のため、引き続き実施を予定。

引き続き、検討・実施を予定。 引き続き、実施を予定。

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する事項

各機関の具
体的な取組

・協議会において連絡体制を確認。
洪水対応訓練や避難訓練等を実施
し、明らかになった課題等を通してタ
イムラインを検証し、必要に応じて改
訂。

R1出水期ま
で

協議会において連絡体制を確認。 R1出水期ま
で

・年度初めに各市町担当者にホットラ
イン連絡先の確認。

R1出水期ま
で

・協議会において連絡体制を確認。
洪水対応訓練や避難訓練等を実施
し、明らかになった課題等を通してタ
イムラインを検証し、必要に応じて改
訂。

R2出水期ま
で

・協議会において連絡体制を確認。
洪水対応訓練や避難訓練等を実施
し、明らかになった課題等を通してタ
イムラインを検証し、必要に応じて改
訂。

R3出水期ま
で

取組の進捗
状況

・【H31.4.26】洪水対応演習で情報提
供の訓練において、タイムラインにつ
いて関係自治体と確認。
・【R1.5】減災協議会連絡体制を確
認。

・【R1.5減災協議会】連絡体制を確
認。

・常時、ホットラインによる気象解説を
実施。また、悪天時には対象市町へ
の気象情報についても解説を実施。

R1出水期ま
で

・基準水位の見直しに合わせて改定
した。

5月10日 必要に応じて改訂していく

各機関の具
体的な取組

・毎年、出水期前に協議会において
連絡体制を確認。洪水対応訓練や避
難訓練等を実施し、明らかになった
課題等を通してタイムラインを検証
し、必要に応じて改訂。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において
連絡体制を確認。洪水対応訓練や避
難訓練等を実施し、明らかになった
課題等を通してタイムラインを検証
し、必要に応じて改訂。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において
連絡体制を確認。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において
連絡体制を確認。洪水対応訓練や避
難訓練等を実施し、明らかになった
課題等を通してタイムラインを検証
し、必要に応じて改訂。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において
連絡体制を確認。洪水対応訓練や避
難訓練等を実施し、明らかになった
課題等を通してタイムラインを検証
し、必要に応じて改訂。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

・【R2.6.9】洪水対応演習で情報提供
の訓練において、タイムラインについ
て関係自治体と確認。
・【R2.5】減災協議会】連絡体制を確
認。
引き続き、実施を予定。

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

・引き続き、実施を予定。 ・基準水位の見直しに合わせて改定
した。

5月10日 必要に応じて改訂していく

①洪水時における河川管理者からの
情報提供等（ホットラインの構築）

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県

①大規模氾濫減災協議会等の設置

北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　2／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する事項

各機関の具
体的な取組

・協議会において、各市町と水害対
応タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、
洪水対応訓練を実施し、明らかに
なった課題等を踏まえ、避難勧告の
発令基準や水害対応タイムライン等
を見直し。

R1出水期ま
で

・協議会において、関係機関と水害
対応タイムラインを確認。

R1出水期ま
で

・大雨注意報・大雨警報（浸水害）、
洪水注意報・洪水警報の基準値の調
査及び定期的な見直し。

R1出水期ま
で

・協議会において、関係機関と水害
対応タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、
市は関係機関と連携して避難訓練等
を実施して、明らかになった課題等を
踏まえ、避難勧告の発令基準や水害
対応タイムライン等を見直し。

R２出水期
まで

・協議会において、各市町と水害対
応タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、
洪水対応訓練を実施し、明らかに
なった課題等を踏まえ、避難勧告の
発令基準や水害対応タイムライン等
を見直し。

R3出水期ま
で

取組の進捗
状況

・【H31.3幹事会】各市町の洪水タイム
ラインを確認済み。
・R1出水期より出水時のタイムライン
活用を開始。（R1年度は出水対応が
なかったため活用事例なし）
・R2年度よりタイムラインを活用した
訓練を実施予定。

・【R1.5減災協議会】関係機関と水害
対応タイムラインを確認。

・大雨注意報・大雨警報（浸水害）、
洪水注意報・洪水警報の基準値の調
査及び定期的な見直しを実施。

R2.8.6実施
次年度も実
施予定

・洪水タイムラインついて確認し、必
要に応じて改訂していく。

必要に応じて改訂していく

各機関の具
体的な取組

・毎年、出水期前に協議会において、
市町と水害対応タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、
洪水対応訓練を実施し、明らかに
なった課題等を踏まえ、避難勧告の
発令基準や水害対応タイムライン等
を見直し。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において、
関係機関と水害対応タイムラインを
確認。
・水害対応タイムラインを活用して、
洪水対応訓練を実施し、明らかに
なった課題等を踏まえ、避難勧告の
発令基準や水害対応タイムライン等
を見直し。

2020年度を
目途

・大雨注意報・大雨警報（浸水害）、
洪水注意報・洪水警報の基準値の調
査及び定期的な見直し。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において、
関係機関と水害対応タイムラインを
確認。
・水害対応タイムラインを活用して、
市は関係機関と連携して避難訓練等
を実施して、明らかになった課題等を
踏まえ、避難勧告の発令基準や水害
対応タイムライン等を見直し。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に協議会において、
関係機関と水害対応タイムラインを
確認。
・水害対応タイムラインを活用して、
洪水対応訓練を実施し、明らかに
なった課題等を踏まえ、避難勧告の
発令基準や水害対応タイムライン等
を見直し。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

・【R2.5】各市町の洪水タイムラインを
確認・修正済み。
・R1出水期より出水時のタイムライン
活用を開始。
・【R2.6.9】洪水対応演習にて、タイム
ラインを活用した訓練を実施。
必要に応じて、適宜見直しを図る。

必要に応じて、適宜見直しを図る。 引き続き実
施

・基準変更実施 R2.8.6実施
次年度も実
施予定

・洪水タイムラインついて確認し、必
要に応じて改訂していく。

必要に応じて改訂していく

各機関の具
体的な取組

・梯川流域は、ゼロメートル地帯を含
むエリアには該当しないため、基本
的には検討を不要とするが、避難計
画に公共交通機関を用いる市町があ
れば、タイムラインの作成に向けて検
討を実施。

・ゼロメートル地帯を含むエリアには
該当しないが、ライフライン事業者の
対応等、多機関連携型タイムライン
の拡充の必要性を検討し、協議会で
今後の方針を周知。

・ゼロメートル地帯を含むエリアには
該当しないが、ライフライン事業者の
対応等、多機関連携型タイムライン
の拡充の必要性を検討し、協議会で
今後の方針を周知。

取組の進捗
状況

・公表、検討中のハザードマップにお
いて避難計画に公共交通機関を使
用する市町があるか確認し、該当な
し。

公共交通機関を使用して避難する計
画は無し

必要に応じて対応する。

各機関の具
体的な取組

・必要に応じて、多機関連携型タイム
ラインを拡充。

2020年度を
目途

・必要に応じて、多機関連携型タイム
ラインを拡充。

2020年度を
目途

・必要に応じて、多機関連携型タイム
ラインを拡充。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

必要に応じて、対応する。 検討を行い必要に応じて対応する 必要に応じて対応する。

②避難勧告等発令の対象区域、
判断基準等の確認（タイムライン）

③多機関連携型タイムラインの拡充



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　3／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する事項

各機関の具
体的な取組

【H30.12.11】国土交通本省にて施策
（住民自らの行動に結びつく災害情
報の提供）のとりまとめを実施。

【R1.6.7、R1.12.20、R2.8.28】国土交通
本省にてフォローアップ会議を３回実
施。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

DiMAPSによる災害ビッグデータ表示
のシステム改良（R1.9）、Lアラートを
活用した情報配信可能な仕組みを構
築（R1.6.3提供開始）。

各機関の具
体的な取組

メディア連携会議を設置する。 R3出水期前
まで

取組の進捗
状況

Ｒ2協議会で設置することで確認済
み。参加の希望を確認し、R3出水期
前に実施予定

各機関の具
体的な取組

・危険レベル（警戒レベル）の導入に
関し、洪水予警報及び水位周知情報
の発表形式の見直しを行い、発表情
報の参考となる警戒レベルが分かる
発表文にて運用。
・関係機関との連携のもと、各種防災
情報における住民自らの行動（避難
準備や避難開始）のためのトリガーと
なる情報を明確化し、これらのトリ
ガー情報について適切なタイミングで
緊急速報メールを配信するための仕
組みを構築。
・水害・土砂災害に関する緊急速報
メールについて、緊急性とその内容
が的確に伝わるよう、配信文例を作
成し関係者間で共有し、自治体にも
周知。

R1出水期ま
で

・危険レベル（警戒レベル）の導入に
関し、洪水予警報及び水位周知情報
の発表形式の見直しを行い、発表情
報の参考となる警戒レベルが分かる
発表文にて運用。

R1出水期ま
で

【R1出水期まで】
・危険レベル（警戒レベル）の導入に
関し、指定河川洪水予報の発表形式
の見直しを行い、発表情報の参考と
なる警戒レベルが分かる発表文にて
運用。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・R1出水期より、警戒レベルを追加し
た発表文の運用開始済み。
・R1出水期より緊急速報メールの配
信文例を緊急性が的確に伝わるよう
変更済み。

・危険レベル（警戒レベル）の導入に
関し、洪水予警報及び水位周知情報
の発表形式の見直しを行い、発表情
報の参考となる警戒レベルが分かる
発表文にて運用。

R1出水期ま
で

・「警報レベル」対応電文の伝達訓練
を
　R元年6月3日に実施。

2019/6/3

各機関の具
体的な取組

・2018年の緊急点検を踏まえ、これま
で別々に管理されてきた水害・土砂
災害に関する情報を統合表示するシ
ステムによる情報提供を開始。

2020年度を
目途

・統合表示システムに必要となる情
報があれば提供

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

引き続き、実施を予定。 ・引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

④ICT等を活用した洪水情報の提供

⑤危険レベルの統一化等による
災害情報の充実と整理



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　4／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する事項

各機関の具
体的な取組

・状況の切迫性が効果的に伝わる解
説となるよう、解説を行う際の体制
や、解説のタイミングとその内容等に
ついて整理。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・メディア部会の設置に向けて、構成
員が確定し、次回協議会までに設置
予定。

各機関の具
体的な取組

・出水時に、国土交通省職員の普段
現場で災害対応に当たっている専門
家がリアルタイムの状況をテレビやラ
ジオ等のメディアで解説し、状況の切
迫性を直接住民に周知。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

次回協議会で、メディア連携分科会
を設置予定。

各機関の具
体的な取組

・ダムや堤防等の施設に係る機能や
避難の必要性等に関する情報を流域
住民等へ周知。
・ダム等の洪水時の操作に関するわ
かりやすい情報提供等が必要なダム
については、関係機関と調整を図り、
調整が整ったダム等から順次実施。

R1出水期ま
で

【R1出水期まで】
・ダムや堤防等の施設に係る機能や
避難の必要性等に関する流域住民
等へ周知。
・洪水時の操作に関するわかりやす
い情報提供が必要なダムについて
は、関係機関と調整を図り、調整が
整ったダムから順次実施。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

重要水防箇所を公表するとともに、関
係者合同で重要水防箇所パトロール
を実施。

ダムの効果や機能等について関係
機関などから順に周知を実施。

各機関の具
体的な取組

・ダムや堤防等の施設について、整
備の段階や完成後も定期的にその
効果や機能等について住民等への
周知を実施。
・県管理ダムのうち、洪水時の操作に
関するわかりやすい情報提供が必要
なダムは、調整が整い次第実施。

2020年度を
目途

【今後の進め方及び数値目標等】
・ダムや堤防等の施設について、完
成後も定期的にその効果や機能等に
ついて住民等への周知を実施。
・洪水時の操作に関するわかりやす
い情報提供が必要なダムは、関係機
関と調整し、調整が整ったダムから順
次実施。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

重要水防箇所を公表するとともに、関
係者合同で重要水防箇所パトロール
を実施。

ダムの効果や機能等について周知を
継続実施

引き続き実
施

⑦防災施設の機能に関する
情報提供の充実

⑥洪水予測や河川水位の状況
に関する解説



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　5／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する事項

各機関の具
体的な取組

・ダム放流情報の内容や通知タイミン
グの改善、河川水位情報等の活用な
ど、住民の避難行動につながる情報
提供等について、関係機関と共同で
実施。

R1出水期ま
で

【R1出水期まで】
・ダム放流情報の内容や通知タイミン
グの改善、河川水位情報等の活用な
ど、住民の避難行動につながる情報
提供等について実施。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・通知タイミングの見直しに向けて関
係機関協議を実施。

・住民の避難行動につながる情報提
供を実施。

各機関の具
体的な取組

・県管理ダムのうち、避難行動に繋が
るダムの放流情報の内容や通知タイ
ミングの改善、河川水位情報等の活
用などが必要なダムは、関係機関と
共同で実施。

2020年度を
目途

【今後の進め方及び数値目標等】
・避難行動に繋がるダムの放流情報
の内容や通知タイミングの改善、河
川水位情報等の活用などが必要なダ
ムは、実施。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

石川県と引き続き連絡調整を行う。 ・避難行動に繋がるダムの放流情報
の内容や通知タイミングの改善の必
要性、河川水位情報等の活用などを
検討中

各機関の具
体的な取組

・計画規模の洪水浸水想定区域図を
浸水ナビ（地点別浸水シミュレーショ
ン検索システム）に実装。

R1出水期ま
で

・計画規模の洪水浸水想定区域図を
浸水ナビ（地点別浸水シミュレーショ
ン検索システム）に実装。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・計画規模の洪水浸水想定区域図を
実装済。

R1出水期ま
で

・前川、鍋谷川、八丁川において,計
画規模の洪水浸水想定区域図を実
装済。

各機関の具
体的な取組

国土交通本省にて、県管理河川にお
ける想定最大規模降雨に対応した洪
水浸水想定区域図について、浸水ナ
ビに順次実装予定。

2020年度を
目途

・前川、鍋谷川、八丁川において、想
定最大規模降雨に対応した洪水浸水
想定区域図について公表に合わせ、
浸水ナビに順次実装。
・2020年度までに実装。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

県管理河川において、想定最大規模
降雨に対応した洪水浸水想定区域図
について、浸水ナビに順次実装済
み。

・前川、鍋谷川、八丁川において想定
最大規模降雨に対応した洪水浸水想
定区域図を実装済。

⑧ダム放流情報を活用した
避難体系の確立

⑨避難計画作成の
支援ツールの充実



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　6／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する事項

各機関の具
体的な取組

・想定最大規模降雨に対応したハ
ザードマップを作成した市町におい
て、広域避難を考慮した自治体を対
象に、関係機関との調整内容や協定
等の実態調査を実施し、協議会等の
場を通じて結果を共有。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・市町の広域避難の想定状況を確認
し、協議会で情報を共有。

各機関の具
体的な取組

・各市町において、水害リスク情報を
踏まえて避難場所及び避難経路を検
討し、当該市町内の避難場所だけで
避難者を収容できない場合等におい
ては、協議会等の場を活用して、隣
接市町における避難場所の設定や
洪水時の連絡体制等について検討・
調整を実施。
・また、必要となる避難場所、避難路
の整備にあたっては、河川工事等の
発生土砂を有効活用するなど、連携
による効率的な整備を必要に応じて
実施。
・2020年度までに隣接市町への広域
避難体制を構築。

2020年度を
目途

・協議会等の場を通じて提供できる情
報があれば実施。
・検討や整備に必要な予算措置に関
する情報提供を実施。

2021年度を
目途

・水害リスク情報を踏まえて避難場所
及び避難経路を検討し、小松市内の
避難場所だけで避難者を収容できな
い場合等においては、協議会等の場
を活用して、隣接市町における避難
場所の設定や洪水時の連絡体制等
について検討・調整していく。

2020年度を
目途

梯川において、能美市からの広域避
難の想定は無い

取組の進捗
状況

・R2（2020）年度までに隣接市町への
広域避難体制を構築できるよう、必
要に応じて調整や整備を実施。

・引き続き、実施を予定。 検討した結果、広域避難の想定な
し。

広域避難の想定なし。

各機関の具
体的な取組

・国土交通本省にて、「要配慮者利用
施設における避難に関する計画作成
の事例集（水害・土砂災害）」に医療
施設に関する事例を追加予定。
・・国土交通本省にて、「講習会の企
画調整及び運営マニュアル」を改訂
予定。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・H31年3月医療施設に関する事例を
（第3版）に追加
・R1年5月「要配慮者利用施設の避
難確保計画に向けた要配慮者利用
施設の避難確保計画作成に向けた
講習会開催マニュアルとして改定

⑪要配慮者利用施設における避難
計画の作成及び避難訓練の実施

⑩隣接市町村における避難場所の
設定（広域避難体制の構築）等



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　7／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する事項

各機関の具
体的な取組

・避難確保計画の作成状況、避難訓
練の実施状況については、毎年、協
議会等の場において進捗状況を確
認。
・避難確保計画作成にあたっての課
題を把握し、計画作成の手引きを改
訂。
・全国で講習会プロジェクトの取組を
拡大。

2020年度を
目途

・避難確保計画の作成状況、避難訓
練の実施状況については、毎年、協
議会等の場において進捗状況を確
認。

2021年度を
目途

・2021年度までに対象の要配慮者利
用施設における避難訓練を実施。
・避難訓練の実施状況については、
毎年、協議会等の場において進捗状
況を確認。避難確保計画については
対象施設全てで作成済

・避難確保計画の作成状況、避難訓
練の実施状況については、毎年、協
議会等の場において進捗状況を確
認。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

・【減災協議会】避難確保計画、避難
訓練の実施状況を確認。計画作成に
あたっての課題を把握（毎年実施）

【R2.6】協議会等の場において進捗状
況を確認。

引き続き実
施

避難訓練未実施施設について、訓練
実施を指導する

①要配慮者利用施設に対し、避難確
保計画作成について説明会を開催
し、浸水想定区域等を説明した。対象
施設ですべて作成済み。
・地域防災計画掲載　４施設
・避難確保計画作成数　 　４施設
②避難確保計画の避難訓練の実施
状況については、毎年、協議会等の
場において進捗状況を確認。

①平成30年
度から実施
②引き続き
実施

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

各機関の具
体的な取組

・ダム下流部において浸水想定図の
作成が必要なダムについては、関係
機関とダム下流部の浸水想定図作
成範囲等について調整を実施し、調
整が整ったダムから順次、浸水想定
図を作成。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・2020年度までに、想定最大規模の
降雨による浸水想定区域図が未作
成の県管理河川について、作成・公
表。

取組の進捗
状況

・県管理河川（前川・八丁川・鍋谷川）
については、既に想定最大規模の降
雨による浸水想定区域図を作成・公
表済。

⑪要配慮者利用施設における避難
計画の作成及び避難訓練の実施

①浸水想定区域の早期指定、
浸水想定区域図の作成・公表等



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　8／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場を活用して、ハザード
マップの作成状況等の重要インフラ
緊急点検結果について、市町に共
有。
・モデル地区を選定し、地域に精通し
水害・土砂災害リスク等に関する豊
富な知見を有する専門家による支援
方法について検討。
・協議会の場等を活用して、水害ハ
ザードマップの作成、周知及び訓練
等への活用に関する優良事例を収集
し、市町村に提供。

R1出水期ま
で

・減災協議会においてハザードマップ
進捗状況を共有。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・減災協議会においてハザードマップ
進捗状況を適宜共有。
・相談のあった市町に対してハザード
マップ作成支援を適宜実施。

・【R1.5減災協議会】ハザードマップ進
捗状況を共有。

各機関の具
体的な取組

・ハザードマップ作成や住民説明等
に関する市町の取組に対して専門家
による支援を実施。
・国土交通本省にて優良事例を収集
して、適宜、「水害ハザードマップ作
成の手引き」を充実し、市町に提供。
・市町において、水害ハザードマップ
の訓練等への活用について検討した
上で実施。
・国土交通本省にて、2020年度まで
に、想定最大規模に対応したハザー
ドマップが未作成の市町村につい
て、作成・公表。

2020年度を
目途

・協議会等の場等を活用して、提供で
きる情報があれば実施。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

住民説明等に関する市町の取組に
対して専門家による支援を適宜実
施。
・【R1.7月】国土交通本省にて、「洪水
ハザードマップ事例集」を公表
・HM公表 1,345／1,375 市区町村
（約98％，R2.7末時点）

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

②ハザードマップの改良、周知、活用



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　9／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

各機関の具
体的な取組

・梯川における計画規模の洪水浸水
想定区域図を掲載。
・公表及び掲載用データの整備が完
了した県管理河川浸水想定区域（想
定最大規模）や高潮浸水想定区域を
掲載。

R1出水期ま
で

・前川、鍋谷川、八丁川における計画
規模の洪水浸水想定区域図を掲載。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・梯川における計画規模の洪水浸水
想定区域図を掲載済み。
・県管理河川における想定最大規模
の浸水想定区域を掲載済み。

・前川、鍋谷川、八丁川における計画
規模の洪水浸水想定区域図を掲載
済。

各機関の具
体的な取組

・公表及び掲載用データの整備が完
了した前川、鍋谷川、八丁川の洪水
浸水想定区域（想定最大規模）を掲
載。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・まるごとまちごとハザードマップの実
施の効果や有効性について、協議会
等の場を活用し共有。

R1出水期ま
で

・まるごとまちごとハザードマップの実
施の効果や有効性について、協議会
等の場を活用し共有。

R1出水期ま
で

・まるごとまちごとハザードマップの実
施の効果や有効性について、協議会
等の場を活用し共有。

・まるごとまちごとハザードマップの実
施の効果や有効性について、協議会
等の場を活用し共有。

R3出水期ま
で

取組の進捗
状況

実施効果を継続検討する 引き続き、効果や有効性を検討する

各機関の具
体的な取組

・設置事例や利活用事例について共
有を図り、現地表示の拡大を促進。

2020年度を
目途

・設置事例や利活用事例について共
有を図り、現地表示の拡大を促進。

2021年度を
目途

・設置事例や利活用事例について共
有を図り、現地表示の拡大を促進。

・設置事例や利活用事例について共
有を図り、現地表示の拡大を促進。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

・設置予定、設置箇所の状況を確
認、共有を実施予定。

・【R1.12】国通知文を市町へ送付し、
共有を図る。

引き続き実
施

実施効果を継続検討する 引き続き、効果や有効性を検討する

③ハザードマップポータルサイト
における水害リスク情報の充実

④災害リスクの現地表示



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　10／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

各機関の具
体的な取組

・文部科学省等との連名で都道府県
学校担当者等宛てに「水防法又は土
砂災害警戒区域等における土砂災
害防止対策の推進に関する法律に
基づく避難確保計画の作成及び訓練
の実施の徹底について」に関する通
知を発出。
・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校に対して、避難確保計画の作
成、計画に基づく避難訓練及び避難
訓練を通じた防災教育の実施に努め
るよう、協議会等による支援体制を構
築。

R1出水期ま
で

・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校に対して、避難確保計画の作
成、計画に基づく避難訓練及び避難
訓練を通じた防災教育の実施に努め
るよう、協議会等による支援体制を構
築。

R1出水期ま
で

・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校に対して、避難確保計画に基
づく避難訓練及び避難訓練を通じた
防災教育の実施に努める。避難確保
計画は作成済
・小学校の社会科の副教材として「わ
が家の防災ファイル」水害対策を引
用し防災教育に活用する。

・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた施設・学
校等に対して、避難確保計画の作
成、計画に基づく避難訓練及び避難
訓練を通じた防災教育の実施に努め
る。
・防災ガイドブックを活用した出前講
座を実施し、防災教育の実施に努め
る。

R2出水期ま
で

取組の進捗
状況

・【H31.3.7】通知を発出。減災協議会
で通知文を共有。
・出前講座等の依頼に対し、講師とし
て職員を派遣。

・【H31.3.7】通知を発出 ・小学生への防災教育の一環として、
ハザードマップや避難所の備蓄品な
どを用いた防災教育を実施する。

①水防法又は土砂災害防止法に基
づき市町村地域防災計画において要
配慮者利用施設に定められた施設・
学校等に対して、避難確保計画の作
成支援を行った。
②防災ガイドブックを活用し、年１０数
件出前講座を実施し、防災教育に努
めている。

①平成30年
度から実施
②引き続き
実施

各機関の具
体的な取組

・2019年出水期までに実施すること
が困難な学校に対しては、2019年度
中に避難確保計画を作成し、2020年
度の年間計画に避難訓練及び避難
訓練を通じた防災教育の実施につい
て定めるよう通知を発出。また、協議
会等による支援を行うとともに、先進
的な事例については協議会等の場を
活用し、共有。
・避難確保計画策定にあたっての課
題を把握し、計画策定の手引きを改
訂。
・引き続き、国の支援により作成した
指導計画等を、協議会の関連市町に
おける全ての学校に共有。
・引き続き、協議会において、防災教
育に関する支援を実施する学校を教
育関係者等と連携して決定し、指導
計画等の作成に着手。

2020年度を
目途

・2019年出水期までに実施すること
が困難な学校に対しては、2019年度
中に避難確保計画を作成し、2020年
度の年間計画に避難訓練及び避難
訓練を通じた防災教育の実施につい
て定めるよう協議会等による支援を
行うとともに、先進的な事例について
は協議会等の場を活用し、共有。

2020年度を
目標

・水防法又は土砂災害防止法に基づ
き市町村地域防災計画において要配
慮者利用施設に定められた小学校、
中学校に対して、避難確保計画の作
成、計画に基づく避難訓練及び避難
訓練を通じた防災教育の実施に努め
る。

2020年度を
目途

2018年度中に避難確保計画を作成
済で年間計画に避難訓練及び避難
訓練を通じた防災教育の実施につい
て定めている。今後は実効性を確保
するため、訓練の実施等について通
知し、実施後の実施結果の報告を推
進する。

2020年度を
目途

・2020年出水期までに避難確保計画
を作成し、年間計画に避難訓練及び
避難訓練を通じた防災教育の実施に
努める。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

・【H31.3.7】通知を発出済み。 ・【H31.3.7】通知を発出
・【R2.7.21】通知を発出

・学校防災教育の一環で、気象台内
や出前講座による防災教育を実施。
・金沢市西小学校で実施（R2.11.24） 11月24日

避難訓練未実施施設について、訓練
実施を指導する

計画は対象施設すべてで作成済み。
避難訓練未実施施設については、実
施を促している。

⑤防災教育の促進



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　11／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

各機関の具
体的な取組

・関係機関が連携して実施する、自
治体の避難情報、河川やダム等の防
災情報等を活用した住民参加型の避
難訓練や、避難場所への避難訓練に
ついて、これまでの実施状況や様々
な工夫、今後の予定を協議会等の場
で共有。

R1出水期ま
で

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

R1出水期ま
で

・関係機関が連携して実施する、自
治体の避難情報、河川やダム等の防
災情報等を活用した住民参加型の避
難訓練を推進していく。
・避難所運営訓練については、これま
で通り、避難所運営協議会による地
元住民による運営訓練を実施してい
く。

・関係機関が連携して実施する、自
治体の避難情報、河川やダム等の防
災情報等を活用した住民参加型の避
難訓練や、避難場所への避難訓練に
ついて、これまでの実施状況や様々
な工夫、今後の予定を協議会等の場
で共有。

R3出水期ま
で

取組の進捗
状況

・関係機関が実施する避難訓練につ
いて減災協議会で共有。

・関係機関が実施する避難訓練につ
いて減災協議会で共有。

市総合防災訓練は毎年実施してい
る。令和2年度は10月25日（日）に市
総合防災訓練を実施
その際の訓練では、避難場所までの
避難経路を確認しながら避難を行っ
ている。

R2.10.25 引き続き、実施状況や様々な工夫、
今後の予定を協議会等の場で情報
共有に努める。

各機関の具
体的な取組

・引き続き、関係機関が連携して実施
する、自治体の避難情報、河川やダ
ム等の防災情報等を活用した住民参
加型の避難訓練や、避難場所への
避難訓練について、実施状況や様々
な工夫、今後の予定を協議会等の場
で共有。

2020年度を
目途

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

2021年度を
目途

・自治体の避難情報、河川やダム等
の防災情報等を活用した住民参加型
の避難訓練を推進していく。
・そのためにも地域のタイムライン
（避難計画）の策定を支援、推進して
いく。
・避難所運営訓練については、これま
で通り、避難所運営協議会による地
元住民による運営訓練を実施してい
く。

・引き続き、関係機関が連携して実施
する、自治体の避難情報、河川やダ
ム等の防災情報等を活用した住民参
加型の避難訓練や、避難場所への
避難訓練について、実施状況や様々
な工夫、今後の予定を協議会等の場
で共有。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

・関係機関が実施する避難訓練につ
いて減災協議会で共有。

引き続き、関係機関が実施する避難
訓練について減災協議会で共有

引き続き実
施

マイタイムラインは全戸配布、広報済
み。
避難所運営訓練は随時実施してい
る。

引き続き、実施状況や様々な工夫、
今後の予定を協議会等の場で情報
共有に努める。

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

R1出水期ま
で

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

R1出水期ま
で

⑦共助の仕組みの強化

取組の進捗
状況

⑥避難訓練への地域住民の
参加促進

各機関の具
体的な取組

R1出水期ま
で

・【H31.4.24】2019年度「水防月間の
実施」を通知。
【R2.1幹事会】
・市町における避難誘導を含む訓練
の実施状況を確認。
・市町の高齢者福祉部局の協議会等
への参加意向や、情報提供の実施
状況を確認。
・地域包括支援センターへのハザー
ドマップの掲示や防災関連のパンフ
レット等の設置状況を確認。
・要配慮者利用施設について、地域
と連携した避難確保の具体的な取組
について事例を収集。
・地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した取組の実施状況を
確認。

・2019年3月に、自主防災組織、福祉
関係者、水防団、水防協力団体等に
よる避難時の声かけや避難誘導等
の訓練を含む「2019年度「水防月間
の実施」」を通知。
・自主防災組織、福祉関係者、水防
団、水防協力団体等による避難時の
声かけや避難誘導を含む訓練の実
施を推進。
・市町の防災部局だけでなく高齢者
福祉部局についても、協議会等への
参加や防災部局から当該協議会等
に関する情報提供を受けるなどによ
り情報共有を推進。
・地域包括支援センターにハザード
マップの掲示や避難訓練のお知らせ
等の防災関連のパンフレット等を設
置するよう推進。
・要配慮者利用施設の避難確保計画
の作成も推進するとともに、地域と連
携した避難確保の具体的な取組につ
いて事例を収集。
・モデル地区を選定し、地域に精通し
水害・土砂災害リスク等に関する豊
富な知見を有する専門家による支援
方法について検討。
・協議会において、地域包括支援セ
ンター・ケアマネジャーと連携した水
害からの高齢者の避難行動の理解
促進に向けた取組の実施およびその
状況を共有。

・避難訓練時には、避難行動を促す
「避難スイッチ」をいれるため「声か
け」を徹底するよう指導している。
・水防団からは避難情報は5段階の
「避難レベル」を用いた呼びかけを周
知し訓練を実施。
・自主防災組織や民生委員が協力し
て避難行動要支援者への避難対策
（個別避難計画）策定を推進。
・地域包括支援センターにハザード
マップの掲示や避難訓練のお知らせ
等の防災関連のパンフレット等を設
置するよう推進。
・「防災意識向上プログラム」を活用し
モデル地区を選定し、水害・土砂災
害リスク等をハザードマップにとして
住民に周知する支援について今後も
継続検討。
・協議会において、地域包括支援セ
ンター・ケアマネジャーと連携した水
害からの高齢者の避難行動の理解
促進に向けた取組の実施およびその
状況を共有。

・自主防災組織、福祉関係者、水防
団、水防協力団体等による避難時の
声かけや避難誘導を含む訓練の実
施を推進。
・市町の防災部局だけでなく高齢者
福祉部局についても、協議会等への
参加や防災部局から当該協議会等
に関する情報提供を受けるなどによ
り情報共有を推進。
・地域包括支援センターにハザード
マップの掲示や避難訓練のお知らせ
等の防災関連のパンフレット等を設
置するよう推進。
・要配慮者利用施設の避難確保計画
の作成も推進するとともに、地域と連
携した避難確保の具体的な取組につ
いて事例を収集。
・協議会において、地域包括支援セ
ンター・ケアマネジャーと連携した水
害からの高齢者の避難行動の理解
促進に向けた取組の実施およびその
状況を共有。

協議会での場で、提供できる情報が
あれば実施

自主防災組織に対し、資機材整備・
訓練啓発を目的とした補助事業を実
施し、支援している。
その他、引き続き、実施する



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　12／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

取組の進捗
状況

協議会の場で共有。 引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

引き続き、実施予定 ハザードマップを盛り込んで作成した
防災ガイドブックを活用した出前講座
を町会・各種団体に実施。
その他、引き続き、推進していく。

各機関の具
体的な取組

・マイタイムライン作成を周知するた
めパンフレットを作成し、出前講座で
説明を実施。

R1出水期ま
で

・平時からの避難について考えるた
め「マイタイムライン」を盛り込んだ
リーフレットを作成し、世帯配布・回覧
や県政出前講座等で活用。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・パンフレットを作成し、イベントにて
マイタイムライン作成の講座を実施。

・平時からの避難について考えるた
め「マイタイムライン」を盛り込んだ
リーフレットを作成し、世帯配布・回覧
や県政出前講座等で活用。

R1出水期ま
で

各機関の具
体的な取組

・モデル地区の結果を踏まえ、2020
年度までに市町村向けの実施要領
等を作成するとともに全国展開の方
策について検討。

2020年度を
目途

・平時からの避難について考えるた
め「マイタイムライン」を盛り込んだ
リーフレットを作成し、世帯配布・回覧
や県政出前講座等で活用。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

・本省にて適宜実施 ・引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

⑧住民一人一人の避難計画・情報
マップの作成促進

⑦共助の仕組みの強化

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場を活用して、避難時
の声かけや避難誘導等の訓練及び
出水時における実際の事例の情報を
共有し、より充実した取組を検討・調
整。
・要配慮者利用施設の避難におけ
る、地域との連携事例を引き続き収
集するとともに、収集した事例を分析
し、結果をとりまとめて公表。
・地区防災計画の作成や地域の防災
リーダー育成に関する市町の取組に
対して専門家による支援を実施。
・引き続き、地域包括支援センターに
ハザードマップの掲示や避難訓練の
お知らせ等の防災関連のパンフレッ
ト等を設置するよう推進。協議会にお
いて地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した水害からの高齢者
の避難行動の理解促進に向けた取
組の実施およびその状況を共有。

2020年度を
目途

・協議会等の場を活用して、避難時
の声かけや避難誘導等の訓練及び
出水時における実際の事例の情報を
共有し、より充実した取組を検討・調
整。
・要配慮者利用施設の避難におけ
る、地域との連携事例を引き続き収
集するとともに、収集した事例を分析
し、結果をとりまとめて公表。
・地区防災計画の作成や地域の防災
リーダー育成に関する市町の取組に
対して専門家による支援を実施。
・引き続き、地域包括支援センターに
ハザードマップの掲示や避難訓練の
お知らせ等の防災関連のパンフレッ
ト等を設置するよう推進。協議会にお
いて地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した水害からの高齢者
の避難行動の理解促進に向けた取
組の実施およびその状況を共有。

・協議会等の場を活用して、避難時
の声かけや避難誘導等の訓練及び
出水時における実際の事例の情報を
共有し、より充実した取組を検討・調
整。
・要配慮者利用施設の避難におけ
る、地域との連携事例を引き続き収
集するとともに、収集した事例を分析
し、結果をとりまとめて公表。
・地区防災計画の作成や地域の防災
リーダー育成に関する市町の取組に
対して専門家による支援を実施。
・引き続き、地域包括支援センターに
ハザードマップの掲示や避難訓練の
お知らせ等の防災関連のパンフレッ
ト等を設置するよう推進。協議会にお
いて地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した水害からの高齢者
の避難行動の理解促進に向けた取
組の実施およびその状況を共有。

2021年度を
目途

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　13／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

各機関の具
体的な取組

・モデル地区を選定し、地域に精通し
水害・土砂災害リスク等に関する豊
富な知見を有する専門家による支援
方法について検討。

R1出水期ま
で

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施

R1出水期ま
で

・住民意識の変革に資する防災講演
会・講座等の実施。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・減災協議会に併せて学識者による
防災に関する講座を実施。

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施

R1出水期ま
で

・県内の市町や町内会等で防災従事
者、住民に対する出前講座等を実
施。
・金沢市中央公民館で出前講座を3
日間実施（R2.9.7,9,11）

R1出水期ま
で

各機関の具
体的な取組

・市町の取組を支援する専門家のリ
ストを作成。
・市町の要請に応じ、専門家を派遣。
・支援結果について協議会等の場で
共有。

2020年度を
目途

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば行う。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

引き続き、実施を予定。

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

・ダム放流警報設備等の耐水化や改
良等が必要な施設については、関係
機関との調整を実施し、調整が整っ
たダムから順次、対策を実施。
・全ての一級水系において、水害リス
クラインによる一般への水位情報提
供を開始。
＜危機管理型水位計＞
・危機管理型水位計配置計画に基づ
いて、順次整備を実施。協議会等の
場を活用して、配置状況を確認。

【R1出水期まで】
・ダム放流警報設備等の耐水化や改
良等が必要な施設については、関係
機関との調整を実施し、調整が整っ
たダムから順次、対策を実施。

＜河川監視用カメラ＞
・国において河川監視用カメラ画像の
確実な提供体制を確保するため、設
置目的に応じた河川監視用カメラの
開発を完了。
＜水文観測所の停電対策＞
・2018年度までに、浸水により連続的
な観測・監視ができなくなる恐れのあ
る水文観測所において、浸水対策を
実施。

・【H31.3】梯川で危機管理型水位計８
台を設置完了。
・【H31.3.27 】河川監視用カメラの開
発完了を公表。
・R2（2020）年度末までに梯川で河川
監視用カメラを８箇所設置済み。

随時実施

⑨地域防災力の向上のための
人材育成

各機関の具
体的な取組

①洪水予測や水位情報の
提供の強化

取組の進捗
状況

R1出水期ま
で



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　14／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

取組の進捗
状況

・水害リスクラインを公表
・河川管理カメラの非常用電源確保
について、対象箇所及び停電保障時
間を整理し、順次実施予定。
・梯川で簡易型カメラを８台設置し、
静止画を４台Web配信完了。残り４台
については現在、配信に向けて作業
中でありＲ2年度末までに配信予定。

・2020年度末までに梯川水系で危機
管理型水位計、簡易型監視カメラを
N=5箇所設置済。

引き続き実
施

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・2020年度までに、高齢者が特に多
い地域等において、危機管理型ハー
ド対策等を概成。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

危機管理型ハード対策等を実施済
み。

ダム放流警報等の耐水化や改良等
が必要な施設については、関係機関
との調整を実施し、調整が整ったダ
ムから順次、対策を実施。
・協議会等の場を活用して、危機管
理型水位計配置計画を検討・調整
し、順次整備を実施。協議会の場等
を活用して、配置状況を確認。
（2017年の緊急点検を踏まえ、2020
年度までに設置）
＜河川監視用カメラ＞
・リアリティーのある河川の状況を住
民一人一人に伝達するため、簡易型
河川監視カメラ等を活用し、画像・映
像によるリアリティーのある災害情報
の積極的な配信。
・協議会等の場を活用して、河川監
視用カメラ配置計画を検討・調整し、
順次整備を実施。（2018年の緊急点
検を踏まえ、2020年度までに設置）

2021年度を
目途

各機関の具
体的な取組

①洪水予測や水位情報の
提供の強化

②決壊までの時間を少しでも
引き延ばす堤防構造の工夫
（危機管理型ハード対策）

2020年度を
目途

・北陸地方整備局にて、水害リスクラ
インに基づく水位予測及び洪水予報
を実施。洪水の最高水位やその到達
時間の情報提供など、洪水予報の高
度化を推進。
・洪水の最高水位やその到達時間の
情報提供など、洪水予報の高度化を
推進。
・県管理ダムのうち、ダム放流警報等
の耐水化や改良等が必要な施設に
ついては、関係機関との調整を実施
し、調整が整ったダムから順次、対策
を実施。
＜河川監視カメラ（既存）の監視機能
の強化＞
72時間以上非常用電源が確保され
ていない特に重要な既存河川監視カ
メラ（公開、夜間監視が可能）の対策
を順次実施。（2020年度まで）
＜河川監視用カメラ＞
・リアリティーのある河川の状況を住
民一人一人に伝達するため、簡易型
河川監視カメラ等を活用し、画像・映
像によるリアリティーのある災害情報
の積極的な配信。
・河川監視用カメラ配置計画を検討・
調整し、順次整備を実施。（2020年度
まで）



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　15／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎円滑かつ迅速な避難のための取組
■円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場において、応急的な
退避場所の必要性について検討に
着手。
・新たに市町が退避場所の整備等を
行う場合には、３か年緊急対策で発
生する建設発生土を活用するなど、
効率的な整備について検討・調整。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、応急的な
退避場所の必要性について検討に
着手。
・新たに市町が退避場所の整備等を
行う場合には、３か年緊急対策で発
生する建設発生土を活用するなど、
効率的な整備について検討・調整。

・協議会等の場において、応急的な
退避場所の必要性について検討に
着手。
・新たに市町が退避場所の整備等を
行う場合には、３か年緊急対策で発
生する建設発生土を活用するなど、
効率的な整備について検討・調整。

取組の進捗
状況

・各市町より応急的な退避場所の必
要性を適宜確認。
・新たに退避場所の整備等が必要な
場合は、効率的な整備について検
討。

応急的な退避場所確保のため、R2.2
に指定緊急避難場所として民間の施
設と協定締結を行う。

・協議会等の場において、応急的な
退避場所の必要性について、情報共
有した。

各機関の具
体的な取組

・安全な避難場所への避難が困難な
地域や住民が逃げ遅れた場合の緊
急的な避難先を確保する必要のある
地域において退避場所の整備を推
進。
・洪水ハザードマップに記載されてい
る民間施設等を活用した緊急的な避
難先の事例を収集し、調整内容や協
定の締結方法等について協議会の
場等を通じて情報提供。

2020年度を
目途

・洪水ハザードマップに記載されてい
る民間施設等を活用した緊急的な避
難先の事例を収集し、調整内容や協
定の締結方法等について協議会の
場等を通じて情報提供。

2021年度を
目途

①民間の協力を得て、堅牢な高層建
物4カ所を新たに指定緊急避難場所
（洪水）に追加した。
②ハザードマップの一部改定を行い2
次的に避難が必要な避難所を明示
するなど実態を踏まえて情報提供し
ていく。

①Ｒ２．２

②Ｒ２．３

・安全な避難場所への避難が困難な
地域や住民が逃げ遅れた場合の緊
急的な避難先を確保する必要のある
地域において退避場所の整備を推
進。
・洪水ハザードマップに記載されてい
る民間施設等を活用した緊急的な避
難先の事例を収集し、調整内容や協
定の締結方法等について協議会の
場等を通じて情報提供。

取組の進捗
状況

・市町より緊急的な避難先確保の必
要性を適宜確認。

引き続き、実施を予定。 ・（改訂版）ハザ－ドマップ３月完成、
　５月全戸配布

・協議会等の場において、応急的な
退避場所の必要性について、情報共
有し、引き続き検討していく。

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場を活用して、河川防
災ステーションの整備を進めるととも
に、関係機関と情報を共有し市町村
等の円滑な水防活動等、活用方策を
検討・調整。

2020年度を
目途

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

2021年度を
目途

・協議会等の場を活用して、河川防
災ステーションの整備を検討するとと
もに、関係機関と情報を共有し、市の
円滑な水防活動等、活用方策を検
討・調整。

・協議会等の場を活用して、関係機
関と情報を共有し市町等の円滑な水
防活動等、活用方策を検討・調整。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

・防災ステーションの計画は無いが、
水防資材等を水防連絡会で共有。
防災ステーションが必要であれば適
宜検討する。

引き続き、実施を予定。 水防連絡会で共有された資材等の情
報を確認。

水防連絡会で共有された資材等の情
報を確認。

④河川防災ステーションの整備

③応急的な退避場所の確保



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　16／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎被害軽減の取組
■水防体制に関する事項

各機関の具
体的な取組

・重要水防箇所や水防資機材等につ
いて河川管理者と水防活動に関わる
関係者（水防活動に係る建設業者を
含む）が共同して点検を実施。

R1出水期ま
で

重要水防箇所や水防資機材等につ
いて河川管理者と水防活動に関わる
関係者（水防活動に係る建設業者を
含む）が共同して点検を実施。

R1出水期ま
で

・重要水防箇所や水防資機材等につ
いて河川管理者と水防活動に関わる
関係者（水防活動に係る建設業者を
含む）が共同して点検を実施。

R1出水期ま
で

・重要水防箇所や水防資機材等につ
いて河川管理者と水防活動に関わる
関係者（水防活動に係る建設業者を
含む）が共同して点検を実施。

引き続き実
施

・重要水防箇所や水防資機材等につ
いて河川管理者と水防活動に関わる
関係者（水防活動に係る建設業者を
含む）が共同して点検を実施。

R2出水期ま
で

取組の進捗
状況

・【R2.6.4】重要水防箇所等の合同巡
視を実施。（水防活動に係る建設業
者は含まない）

【R1.5.21】水防資材配備状況確認 ・金沢市内の県河川水防パトロール
　5月24日実施。
・手取川・梯川の水防パトロール
　6月7日実施済み
・手取川・梯川の水防パトロール
　6月4日実施済み

5月24日

6月7日

R2.6.4

【R2.6.4】梯川の水防パトロールを実
施

【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区域
パトロールを実施

各機関の具
体的な取組

・毎年、出水期前に重要水防箇所や
水防資機材等について河川管理者と
水防活動に関わる関係者（水防活動
に係る建設業者を含む）が共同して
点検を実施。

2020年度を
目途

毎年、出水期前に重要水防箇所や水
防資機材等について河川管理者と水
防活動に関わる関係者（水防活動に
係る建設業者を含む）が共同して点
検を実施。

2021年度を
目途

・毎年、出水期前に重要水防箇所や
水防資機材等について河川管理者と
水防活動に関わる関係者（水防活動
に係る建設業者を含む）が共同して
点検を実施。

2020年度を
目途

・毎年、出水期前に重要水防箇所や
水防資機材等について河川管理者と
水防活動に関わる関係者（水防活動
に係る建設業者を含む）が共同して
点検を実施。

引き続き実
施

・毎年、出水期前に重要水防箇所や
水防資機材等について河川管理者と
水防活動に関わる関係者（水防活動
に係る建設業者を含む）が共同して
点検を実施。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

・引き続き、実施していく。 【R2.6.12】水防資材配備状況確認 引き続き実
施

・引き続き、実施していく。 【R2.6.4】梯川の水防パトロールを実
施

【R2.6.4】手取川・梯川重要水防区域
パトロールを実施

各機関の具
体的な取組

・国土交通本省にて2019年2月に水
防団員の意識啓発のため、水防功労
者大臣表彰について実施。
・2019年5月に、水防活動に関する住
民等の理解を深める目的を含む水防
月間について、近年の水害を踏まえ
実施内容を検討・調整し実施。
・国土交通本省にて、水防団員募集
をPRしたポスター、リーフレットの作
成・配布状況を確認。また、政府広報
において水防に関する広報につい
て、近年の水害を踏まえ内容を検討・
調整し実施。
・国土交通本省にて、水防団員確保
の取組を含む水防に関する情報を一
元的に扱う「水防ポータル」の運用を
開始。

R1出水期ま
で

・2019年5月（北海道は6月）に、水防
活動に関する住民等の理解を深める
目的を含む水防月間について、近年
の水害を踏まえ実施内容を検討・調
整し実施。
・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレットを作成し配布。

R1出水期ま
で

・水防団員確保の取組を含む水防に
関する情報を一元的に扱う「水防
ポータル」をPR。

・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレットを作成し配布。

R2出水期ま
で

取組の進捗
状況

・【R1.2.10】水防功労者大臣表彰式を
実施16名。44団体を表彰。
・水防月間の実施内容【R2.6.9】洪水
対応演習、【R2.8.30】水防工法研修
会、【R2.5.29】減災協議会・水防連絡
会、【R2.6.4】重要水防箇所等の合同
巡視【R2.617-19】水文観測所点検。
・【R1.5】水防ポータルの試験運用を
開始。
・【R2.12】国交省において水防団募集
の広報動画をYouTubeで公開。

・【R1.5.1】水防団員募集をPRしたポ
スター、リーフレットを作成し配布。

5月1日 ・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレット等を作成し配布。

・水防団員募集をPRしたポスター、
リーフレットにより継続的に周知。

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場を活用して、水防団
員の募集、自主防災組織、企業等の
参画を促すための具体的な広報の進
め方について検討の上、順次実施す
るとともに、必要に応じて本省としても
水防団員募集に係る広報を実施。

2020年度を
目途

・協議会の場で、提供できる情報があ
れば実施。

2021年度を
目途

・協議会等の場を活用して、水防団
員の募集、自主防災組織、企業等の
参画を促すための具体的な広報の進
め方について検討の上、順次実施す
るとともに、必要に応じて本省としても
水防団員募集に係る広報を実施。

・協議会等の場を活用して、水防団
員の募集、自主防災組織、企業等の
参画を促すための具体的な広報の進
め方について検討の上、順次実施。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

水防団募集が書かれている水防月
間リーフレットを水防連絡会会員に配
布

・【R2.5.1】水防団員募集をPRしたポ
スター、リーフレットを配布。

引き続き実
施

・引き続き実施していく。 ・引き続き実施していく。

①重要水防箇所の見直し
及び水防資機材の確認

②水防に関する広報の充実
（水防団員確保に係る取組）



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　17／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎被害軽減の取組
■水防体制に関する事項

各機関の具
体的な取組

・水防団等の技術力向上のため、水
防訓練を近年の水害を踏まえ実施内
容を検討・調整した上で実施。
・多様な関係機関、住民等の参加に
より、より実践的な水防訓練となるよ
う、訓練内容について近年の水害を
踏まえ検討、調整をして実施。

R1出水期ま
で

水防訓練を近年の水害を踏まえ実施
内容を検討・調整した上で実施。

R1出水期ま
で

・水防管理団体が行う訓練への積極
的参加
・出水期前に、水防活動時を想定し
た参集訓練及び水防訓練（土のう作
成等）を実施
・小松市総合防災訓練を実施

・水防団等の技術力向上のため、水
防訓練を近年の水害を踏まえ実施内
容を検討・調整した上で実施。
・多様な関係機関、住民等の参加に
より、より実践的な水防訓練となるよ
う、訓練内容について近年の水害を
踏まえ検討、調整をして実施。

R2出水期ま
で

取組の進捗
状況

・８月に水防工法研修会を実施。 【R1.6.11】土木事務所の水防訓練を
実施。

【R1.5.30】小松市水防参集訓練に合
わせ、水防訓練（土のう作成等）を実
施。
【R2.10.25】小松市総合防災訓練を実
施。

【R1.5.18】水防工法研修会の参加

各機関の具
体的な取組

・引き続き、多様な関係機関、住民等
の参加により、より実践的な水防訓
練となるよう、必要に応じて訓練内容
の検討、調整をし改善を図りつつ実
施。

2020年度を
目途

引き続き、水防訓練を近年の水害を
踏まえ実施内容を検討・調整した上
で実施。

2021年度を
目途

・引き続き、多様な関係機関、住民等
の参加により、より実践的な水防訓
練となるよう、必要に応じて訓練内容
の検討、調整をし改善を図りつつ実
施。

・引き続き、多様な関係機関、住民等
の参加により、より実践的な水防訓
練となるよう、必要に応じて訓練内容
の検討、調整をし改善を図りつつ実
施。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

水防広報研修会開催時にアンケート
を実施しており、適宜反映。

【R2.6.16】水防訓練の実施 引き続き実
施

・引き続き、水防訓練を実施する。 【R1.5.18】水防工法研修会の参加

各機関の具
体的な取組

・出水期における水防活動等を関係
者間で振り返り、改善点の確認及び
対応策の検討を実施するよう通知
し、2019年2月までに結果を集約。
・2019年3月に、河川管理者との連携
強化、水防協力団体の指定促進及び
民間事業者の水防への参画の促進
を含む2019年度「水防月間の実施」
を、近年の水害を踏まえ内容を検討・
調整した上で通知。

R1出水期ま
で

・出水期における水防活動等を関係
者間で振り返り、改善点の確認及び
対応策の検討を実施し、2020年2月
までに結果を集約。

・出水期における水防活動等を関係
者間で振り返り、改善点の確認及び
対応策の検討を実施し、結果を集
約。

R3出水期ま
で

取組の進捗
状況

・R2出水期は出水対応なし。
・出水があった場合に振り返り等を適
宜実施。

【R2.6.5】水防協議会で、前年度の活
動報告や改善点の確認・検討を実
施。

・適宜、振り返りを実施。

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場を活用し、大規模な
氾濫に対してより広域的、効率的な
水防活動が実施できるよう、必要に
応じて関係者の協力内容等について
検討・調整し改善を図る。
・水防連絡会等で水防の実施状況を
共有。

2020年度を
目途

・協議会等の場を活用し、大規模な
氾濫に対してより広域的、効率的な
水防活動が実施できるよう、必要に
応じて関係者の協力内容等について
検討・調整し改善を図る。

2021年度を
目途

・協議会等の場を活用し、大規模な
氾濫に対してより広域的、効率的な
水防活動が実施できるよう、必要に
応じて関係者の協力内容等について
検討・調整し改善を図る。

・協議会等の場を活用し、大規模な
氾濫に対してより広域的、効率的な
水防活動が実施できるよう、必要に
応じて関係者の協力内容等について
検討・調整し改善を図る。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

・R2出水期は出水対応なし。
・出水があった場合に振り返り等を適
宜実施。

・協議会等で共有した情報を確認。 ・協議会等で共有した情報を確認。 ・協議会等で共有した情報を確認。

③水防訓練の充実

④水防関係者間での連携、
協力に関する検討



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　18／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎被害軽減の取組
■多様な主体による被害軽減対策に関する事項

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場において、浸水想定
区域内の市町庁舎や災害拠点病院
等に関する情報を共有し、各施設管
理者等に対する洪水時の情報伝達
体制・方法について検討。

R1出水期ま
で

・前川、鍋谷川、八丁川の浸水想定
区域に関する情報提供を行う。協議
会の場で、提供できる情報があれば
実施。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、浸水想定
区域内の市町村庁舎や災害拠点病
院等に関する情報を共有し、各施設
管理者等に対する洪水時の情報伝
達体制・方法について検討。

・協議会等の場において、浸水想定
区域内の市庁舎や災害拠点病院等
に関する情報を共有し、各施設管理
者等に対する洪水時の情報伝達体
制・方法について検討。

R3出水期ま
で

取組の進捗
状況

【R2.1幹事会】浸水想定区域内の市
町庁舎や災害拠点病院等について、
洪水時の情報伝達体制の有無を確
認済み。
協議会で各市町の取組事例を確認、
共有し、適宜検討の支援を行う。

・前川、鍋谷川、八丁川の浸水想定
区域に関する情報提供を実施。

止水板等で拠点施設を対応する結
果、電源や通信網の被害がないと想
定されることから、通常の体制で対応
する。

・施設管理課が行い、市防災マニュ
アルに情報伝達体制を記載。

各機関の具
体的な取組

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市町庁舎や災害
拠点病院等に関する情報を共有し、
各施設管理者等に対する洪水時の
情報伝達体制・方法について検討。

2020年度を
目途

・前川、鍋谷川、八丁川の浸水想定
区域に関する情報提供を行う。協議
会の場で、提供できる情報があれば
実施。

2021年度を
目途

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市町村庁舎や災
害拠点病院等に関する情報を共有
し、各施設管理者等に対する洪水時
の情報伝達体制・方法について検
討。

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市庁舎や災害拠
点病院等に関する情報を共有し、各
施設管理者等に対する洪水時の情
報伝達体制・方法について検討。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

・引き続き、協議会で各市町の取組
事例を確認、共有し、検討の支援を
適宜行う。

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

引き続き実施。 引き続き実施。

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場において、浸水想定
区域内の市町庁舎や災害拠点病院
等の機能確保に関する情報を共有。
また、耐水化、非常用電源等の必要
な対策については各施設管理者にお
いて順次実施し、対策の実施状況に
ついては協議会で共有。

R1出水期ま
で

・前川、鍋谷川、八丁川の浸水想定
区域に関する情報提供を行う。協議
会の場で、提供できる情報があれば
実施。

R1出水期ま
で

市庁舎や災害拠点病院の非常電源
（自家発電設備７２H）の浸水対策とし
て、浸水防止板を設置（R1.3)予定。

・協議会等の場において、浸水想定
区域内の市庁舎や災害拠点病院等
の機能確保に関する情報を共有。ま
た、耐水化、非常用電源等の必要な
対策については各施設管理者におい
て順次実施し、対策の実施状況につ
いては協議会で共有。

R3出水期ま
で

取組の進捗
状況

【R2.1幹事会】浸水想定区域内の市
町庁舎や災害拠点病院等について、
耐水化、非常用電源等の必要性を確
認済み。
協議会で各市町の取組事例を確認、
共有し、検討の支援を適宜行う。

・前川、鍋谷川、八丁川の浸水想定
区域に関する情報提供を実施。

浸水想定区域内の拠点施設は令和2
年中に止水板等を設置し浸水対策を
行う。

R2年度中に庁舎の機能確保につい
て、非常用電源、貯水タンクや排水ポ
ンプ等の必要性を含めた浸水防止対
策を検討する。

各機関の具
体的な取組

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市町庁舎や災害
拠点病院等の機能確保に関する情
報を共有。また、耐水化、非常用電
源等の必要な対策については各施
設管理者において順次実施。対策の
実施状況については協議会で共有。

2020年度を
目途

・前川、鍋谷川、八丁川の浸水想定
区域に関する情報提供を行う。協議
会の場で、提供できる情報があれば
実施。

2021年度を
目途

市庁舎や災害拠点病院の非常電源
（自家発電設備７２H）の浸水対策とし
て、浸水防止板を設置（R1.3)

・引き続き、協議会等の場において、
浸水想定区域内の市庁舎や災害拠
点病院等の機能確保に関する情報を
共有。また、耐水化、非常用電源等
の必要な対策については各施設管
理者において順次実施。対策の実施
状況については協議会で共有。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

・引き続き、協議会で各市町の取組
事例を確認、共有し、検討の支援を
適宜行う。

引き続き、実施を予定。 市庁舎や災害拠点病院の非常電源
（自家発電設備７２H）の浸水対策とし
て、浸水防止板を設置（R1.3)

引き続き情報を共有し対策を検討し
ていく。

②市町村庁舎や災害拠点病院等の
機能確保のための対策の充実

（耐水化、非常用発電等の整備）

①市町村庁舎や災害拠点病院等の
施設関係者への情報伝達の充実



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　19／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎被害軽減の取組
■多様な主体による被害軽減対策に関する事項

各機関の具
体的な取組

・北陸地方整備局にてドローンを配備
ドローン：2台

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

金沢河川国道事務所にドローン2台
配備済み。

取組の進捗
状況

・氾濫による危険性が特に高い等の
区間において樹木伐採・堆積土砂撤
去を完了予定（Ｒ2年度末）

2018年の緊急点検において、治水上
支障となる樹木・堆積土砂が確認さ
れた河川を対象として、順次対策を
進めている。

◎氾濫水の排除、浸水被害軽減に関する取組
■氾濫水の排除、浸水被害軽減に関する取組

各機関の具
体的な取組

・2020年度ままでに梯川水系で排水
作業準備計画を作成し、代表的な事
例を協議会等の場において共有。

取組の進捗
状況

排水計画を作成済み（Ｒ２）
今後、協議会の場で共有予定。

各機関の具
体的な取組

・2020年度までに、長期にわたり浸水
が継続する地域などにおいて、排水
作業準備計画を作成。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

排水計画を作成済み（Ｒ２）
今後、協議会の場で共有予定。

各機関の具
体的な取組

・2018年の緊急点検を踏まえ、2020
年度までに、氾濫による危険性が特
に高い等の区間において、樹木・堆
積土砂等に起因した氾濫の危険性を
概ね解消。

2021年度を
目途

①排水施設、排水資機材の
運用方法の改善

③早期復興を支援する事前の準備

2020年度を
目途

・2020年度までに、堤防決壊が発生
した場合に湛水深が深く、特に多数
の人命被害等が生じる恐れのある区
間において、堤防強化対策等を慨
成。
・2020年度までに、氾濫による危険性
が特に高い等の区間において、樹
木・堆積土砂等に起因した氾濫の危
険性を概ね解消。
・2020年度までに、近年、浸水実績が
あり、病院、市役所など生命や防災
上重要な施設の浸水が想定される河
川において、近年の主要降雨等によ
る重要施設の浸水被害を防止軽減
するため、雨水排水施設の整備や河
川改修等の対策を概ね完了。
・国土交通本省にて、民間企業によ
る水害対応版ＢＣＰ策定を促進する
ため「水害対応版ＢＣＰ策定の手引き
（仮）」を作成・公表。



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　20／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎氾濫水の排除、浸水被害軽減に関する取組
■氾濫水の排除、浸水被害軽減に関する取組

各機関の具
体的な取組

・浸水による機能停止リスクが高い箇
所において、リスク低減策の検討や
復旧資材の確保に着手。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・排水計画にて、浸水し稼働できなく
なる排水機場を抽出済み。
・今後、施設管理者へ検討内容を共
有。

各機関の具
体的な取組

・2020年度までに、浸水による機能停
止リスクが高い河川の排水機場につ
いて、排水機能停止リスク低減策を
概ね完了。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

・排水計画にて、浸水し稼働できなく
なる排水機場を抽出済み。
・今後、施設管理者へ検討内容を共
有。

各機関の具
体的な取組

・水防管理者へ氾濫シミュレーション
結果や地形情報等が未提供の地域
について、これらの情報を提供。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・氾濫面積縮小に寄与する河川管理
施設以外の盛土等は無し。

各機関の具
体的な取組

・引き続き、複数市町に影響があると
想定される浸水被害軽減地区の指定
については、協議会等の場を活用し
て指定の予定や指定にあたっての課
題を水防管理者間等で共有し、連携
して指定。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

適宜、連携を実施。

各機関の具
体的な取組

・防災業務計画に定められた停電対
策が未対応の河川関係事務所庁舎
について、対策を実施。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・想定最大規模の浸水想定区域図に
おいて停電しないことを確認済み。

各機関の具
体的な取組

・2019年度までに全国の災害活動拠
点施設となる事務所及び事務所をつ
なぐ重要な通信中継施設の停電対
策、通信機器の整備が不足している
事務所へ災害対策用通信機器の増
強等を実施。

2019年度

取組の進捗
状況

Ｒ3年度に対策が必要か確認を行う。

④庁舎等の防災拠点の強化

②排水設備の耐水性の強化

③浸水被害軽減地区の指定



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　21／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎防災施設の整備等
■防災施設の整備等

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・2020年度までに優先的に整備が必
要な区間を整備。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

小松地区の河道掘削を実施（Ｒ2年度
末完了予定）

各機関の具
体的な取組

・前川、鍋谷川、八丁川の洪水浸水
想定区域について協議会の場で、提
供できる情報があれば実施。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、堤防決壊
が発生した場合に湛水深が深く、特
に多数の人命被害等が生じる恐れの
ある区間についてリスク情報等を共
有。

・協議会等の場において、堤防決壊
が発生した場合に湛水深が深く、特
に多数の人命被害等が生じる恐れの
ある区間についてリスク情報等を共
有。

R3出水期ま
で

取組の進捗
状況

・前川、鍋谷川、八丁川の洪水浸水
想定区域の情報提供実施。

引き続き実施する 引き続き実施する

各機関の具
体的な取組

・前川、鍋谷川、八丁川の洪水浸水
想定区域について情報提供。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

各機関の具
体的な取組

・協議会等の場において、氾濫による
危険性が特に高い等の区間について
リスク情報を共有。
・特に優先して実施すべき箇所や建
設発生土・伐採木の処理・活用方
法、対策後の継続的な維持管理のあ
り方について検討・調整。

R1出水期ま
で

・前川、鍋谷川、八丁川の洪水浸水
想定区域について協議会の場で、提
供できる情報があれば実施。

R1出水期ま
で

・協議会等の場において、氾濫による
危険性が特に高い等の区間について
リスク情報を共有。
・特に優先して実施すべき箇所や建
設発生土・伐採木の処理・活用方
法、対策後の継続的な維持管理のあ
り方について検討・調整。

・協議会等の場において、氾濫による
危険性が特に高い等の区間について
リスク情報を共有。
・特に優先して実施すべき箇所や建
設発生土・伐採木の処理・活用方
法、対策後の継続的な維持管理のあ
り方について検討・調整。

R3出水期ま
で

取組の進捗
状況

重要水防箇所を適宜共有。 ・前川、鍋谷川、八丁川の洪水浸水
想定区域の情報提供実施。

引き続き検討し調整する 引き続き検討する。

各機関の具
体的な取組

・2020年度までに、氾濫による危険性
が特に高い等の区間において、樹
木・堆積土砂等に起因した氾濫の危
険性を概ね解消。
・関係者が連携して、対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を
構築。

2020年度を
目途

・前川、鍋谷川、八丁川の洪水浸水
想定区域について情報提供。
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020
年度までに、氾濫による危険性が特
に高い等の区間において、樹木・堆
積土砂等に起因した氾濫の危険性を
概ね解消。

2021年度を
目途

・関係者が連携して、対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を
構築。

・関係者が連携して、対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を
構築。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

氾濫による危険性が特に高い等の区
間において樹木伐採・堆積土砂撤去
を完了予定（Ｒ2年度末）

引き続き、実施を予定。
2018年の緊急点検において、治水上
支障となる樹木・堆積土砂が確認さ
れた河川を対象として、順次対策を
進めている。

引き続き実
施

必要に応じ、連携し対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を
構築。

必要に応じ、連携し対策後における
継続的な維持管理が可能な体制を
構築。

②本川と支川の合流部等の対策

①堤防等河川管理施設の整備
（洪水氾濫を未然に防ぐ対策）

③多数の家屋や重要施設等の
保全対策



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　22／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎防災施設の整備等
■防災施設の整備等

各機関の具
体的な取組

・浚渫等によって発生する建設発生
土の処理・活用方法、対策後の継続
的な維持管理のあり方について検
討・調整。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

該当無し

・R2.5に治水協定を締結済み。

各機関の具
体的な取組

・河川・下水道の各主体が連携して
実施すべき対策について検討・調
整。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・緊急3カ年対策にて河道掘削を実施

各機関の具
体的な取組

・排水ポンプ車等を活用した効果的
な内水排除方策を関係機関で連携し
て検討し、順次実施。

2020年度を
目途

・排水ポンプ車等を活用した効果的
な内水排除方策を関係機関で連携し
て検討。

2021年度を
目途

2020年度までに、近年、浸水実績が
あり、病院、市役所など生命や防災
上重要な施設の浸水が想定される地
方公共団体及び河川において、近年
の主要降雨等による重要施設の浸
水被害を防止軽減するため、雨水排
水施設の整備や河川改修等の対策
を概ね完了。
・予備ポンプや移動式ポンプ等を活
用した効果的な内水排除方策を関係
機関で連携して検討し、順次実施。

・関係機関と連携して内水排除方策
を検討する。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

排水計画を作成済み（Ｒ２） 引き続き、実施を予定。 重要施設について、止水板を設置完
了する（市庁舎、小松市民病院）

引き続き検討。

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

④ダム等の洪水調節機能の
向上・確保

⑤重要インフラの機能確保

令和2年度
完了

2020年度を
目途

・2020年度までに、人命を守るため、
ダムの洪水調節機能を維持・確保す
るための緊急的・集中的な対策が必
要な箇所において、緊急的・集中的
に対策を実施し概成。
・「ダム再生ビジョン」及び「ダム再生
ガイドライン」を踏まえ、既設ダムの
かさ上げや放流能力の増強等の施
設改良によるダム再生事業をはじ
め、ダム再生の取組をより一層推
進。
・「ダムの柔軟な運用」の更なる運用
に向けて、手取川ダムで関係機関等
と調整や検討を引き続き行い、調整
が整い次第運用を開始。
・Ｒ1.12に既存ダムの洪水調節機能
強化に向けた基本方針に基づき関係
機関と調整を行う。



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　23／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎防災施設の整備等
■防災施設の整備等

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

＜樋門や水門等の無動力化・遠隔操
作化等の推進＞
・フラップ化等の無動力化を優先的に
整備する対象施設を抽出し、順次整
備を実施。
・国と県が参加する技術研究会等に
おいて、国の無動力化の取組につい
て情報提供し、県河川における無動
力化の推進に資する技術的助言を実
施。

【今後の進め方及び数値目標等】
＜樋門や水門等の無動力化・遠隔操
作化等の推進＞
・樋門や水門等の無動力化・自動化・
遠隔操作化を検討。
・国と都道府県が参加する技術研究
会等において、無動力化の取組につ
いて情報共有し、県河川における無
動力化の推進について検討する。

＜確実な施設の運用体制確保＞
・市町以外で操作委託が可能な団体
について検討を実施。
＜電力供給停止時の操作確保＞
・2020年度までに、大規模停電が発
生し、ダム等への電力供給が停止し
た場合に備えるため、予備発電機の
運転可能時間延伸等の緊急対策を
実施。

＜確実な施設の運用体制確保＞
・市町村以外で操作委託が可能な団
体について検討を実施。
＜電力供給停止時の操作確保＞
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020
年度までに、大規模停電が発生し、
ダム等への電力供給が停止した場合
に備えるため、予備発電機の運転可
能時間延伸等の緊急対策を実施。

Ｒ3年度より優先順位の高い箇所から
フラップ化等の無動力化を着手予定

各機関の具
体的な取組

・北陸地方整備局にてドローンを配備
ドローン：２台

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・金沢河川国道事務所にてドローン2
台配備済み。

各機関の具
体的な取組

・国土交通省にて開発したドローンに
ついて国から都道府県へ情報提供。

2020年度を
目途

【今後の進め方及び数値目標等】
・ドローンによる点検の活用について
検討。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

ドローンの情報について入手でき次
第、石川県に情報提供を行う。

提供された情報や活用事例等の情
報を収集し、県での活用の可能性に
ついて検討する。

⑦河川管理の高度化の検討

年度初めに
依頼

＜確実な施設の運用体制確保＞
・担当課だけでなく、部局を通じ、経
験者等の応援体制を確保

他課からの応援を依頼し、確実な運
用体制を確保する。

2020年度を
目途

2021年度を
目途

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

⑥樋門・樋管等の施設の確実な
運用体制の確保

⇒梯川水系の河川管理施設につい
ては遠隔化済みであり、操作委託検
討の対象なし。

2020年度を
目途



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　24／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎減災・防災に関する国の支援
■減災・防災に関する国の支援

各機関の具
体的な取組

・国土交通本省にて計画的・集中的
な事前防災対策を推進するため、地
方公共団体が実施する「他事業と連
携した対策」「抜本的対策（大規模事
業）」を支援する個別補助事業を創
設。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・ダムの再開発や災害復旧事業等の
うち、高度な技術力等が必要な工事
について、県から要請があった場合
に国が代行して実施。

2020年度を
目途

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・北陸地方整備局にて不動産関係業
界と連携して、不動産関係団体の研
修会等の場において、水害リスクに
関する情報の解説を実施。

R1出水期ま
で

・不動産関係業界と連携して、不動産
関係団体の研修会等の場において、
水害リスクに関する情報の解説を実
施。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

【R1.9.5 小松会場】
【R1.9.6 金沢会場】
・不動産関係業界と連携して、不動産
関係団体の研修会等の場において、
水害リスクに関する情報の解説を実
施。

引き続き実
施

各機関の具
体的な取組

・浸水想定区域内の全ての市町村の
まちづくり担当部局等に対し、水害リ
スク情報を提供。
・不動産関連事業者に対し、引き続
き、研修会等で水害リスク情報等に
係る施策の最新情報を説明。

R1出水期ま
で

取組の進捗
状況

・引き続き、関係する市町担当部局
等に対して、水害リスク情報の提供を
行っていく。

・引き続き、不動産関係業界と連携し
て、不動産関係団体の研修会等の場
において、水害リスクに関する情報の
解説を実施していく。
【R1.9.5 小松会場】
【R1.9.6 金沢会場】

引き続き実
施

②代行制度による都道府県に
対する技術支援

①水防災社会再構築に係る
地方公共団体への財政的支援

③適切な土地利用の促進



【梯川】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画に対する各機関の具体的取組（案）　25／25
：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

項目事項 内容 取組の区分 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

能美市実施する施策 金沢地方気象台 小松市石川県北陸地整

凡例 上段 ： 各機関の具体的な取組

下段 ： 取組の進捗状況 資料－５－４

◎減災・防災に関する国の支援
■減災・防災に関する国の支援

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・災害対応のノウハウを技術移転す
るため、初動対応から復旧に至るま
で総合的にマネジメントできる人材育
成プログラムの充実に引き続き取り
組み、これに基づき研修・訓練等を全
地方整備局等で実施。
・国による地方公共団体等への支援
充実に加え、地方公共団体間の相互
支援を促し、災害対応力の向上を図
るため、災害発生時に各地方整備局
等から被災状況やTEC-FORCEによ
る支援活動を被災地以外の地方公
共団体にも情報提供を充実。

2020年度を
目途

災害対応のノウハウを技術移転する
ため、研修・訓練等を実施

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

・必要に応じてTEC-FORCEによる支
援活動を実施。

【R2.6】担当者向けの研修を実施 引き続き実
施

各機関の具
体的な取組

取組の進捗
状況

各機関の具
体的な取組

・引き続き、DiMAPSの利用促進に向
け、県に対する説明を実施し、県と災
害情報共有を強化。

2020年度を
目途

・引き続き、DiMAPSの利用促進に向
け、災害情報共有を強化。

2021年度を
目途

取組の進捗
状況

引き続き、実施を予定。 引き続き実
施

引き続き、実施を予定。

④災害時及び災害復旧に対する支
援

⑤災害情報の地方公共団体との
共有体制強化



：着手していると考えられる取組

：実施済みの取組

白山市 能美市 小松市 川北町 野々市市 金沢市

令和3年３月 平成３１年３月

平成31年3月
令和２年３月に一部改訂する（５段階の警戒レ
ベル、マイタイムライン、指定緊急避難場所等
の追加）

平成３１年３月末完成済 令和2年3月 令和2年３月

令和3年3月 令和２年３月
・令和元年11月全町内に配布（デジタルハザー
ドマップを令和元年6月からHPで公開済）
・一部変更したものを、令和２年5月に全戸配布

平成３１年３月末に全戸配布済 令和2年5月(出水期前)に全戸配布 令和２年５月に全戸配布済

全河川重ね合わせ 全河川重ね合わせ 水系別重ね合わせ 全河川重ね合わせ 全河川重ね合わせ 全河川重ね合わせ

直轄区間 及び 指定区間 直轄区間 及び 指定区間 直轄区間 及び 指定区間 直轄区間のみ 直轄区間 及び 指定区間 直轄区間 及び 指定区間

床下浸水に至らないと想定される施設（浸水想
定0.5ｍ未満）について指定を行う。

浸水想定区域外の指定避難所を洪水時避難可と
するが、地域によっては、浸水深、浸水継続時
間を考慮の上、垂直避難を想定した避難所あ
り。
洪水時使用不可の指定避難所あり。（他市エリ
アへの避難想定）

原則、屋外水平避難として浸水範囲外の避難所
を指定する。
また、地域の実情に応じ垂直避難を想定した避
難所も設定する。（この場合2次的に避難が必要
な場合があることを表示）

地域の実情に応じて垂直避難も検討中
拠点避難所を指定した。
※一部施設は２階部分の使用を前提とした

屋外水平避難を基本とするが、浸水深、浸水継
続時間を考慮の上、垂直避難を想定した避難所
（浸水範囲内）の指定も検討する。

指定緊急避難場所及び避難方向（目安）の表示 避難方向のみ 予定なし 予定なし 予定無し 予定無し

完了
洪水ハザードマップデータの完成
全戸配付用の防災ガイドブック作成、全戸配布

完了
平成３１年３月末完成済
全戸配布済

令和2年３月　洪水ハザードマップ完成済
令和2年５月　全戸配布完了
令和２年10月　WEB版洪水ハザードマップ運用
開始

・洪水ハザードマップの全戸配布
・まちづくり情報支援システム（インターネッ
トでの公開）で個別箇所の浸水内容等が確認で
きる
・洪水ハザードマップ説明会の実施（５６回）

洪水ハザードマップ作成及び全戸配布完了
ホームページ公表

洪水ハザードマップを盛り込んだ防災ガイド
ブックを作成し、令和２年３月末に全戸配布

5段階の警戒レベル、マイタイムライン（避難計
画）、指定緊急避難所（水害）等を追加表示し
た、改訂版を作成する。

－
洪水ハザードマップの作成、ホームページに公
表

洪水ハザードマップの作成及びホームページ公
表

予定なし
全戸配布した防災ガイドブックを活用し、ハ
ザードマップの周知を行なう。

Ｒ２．５に改訂版ハザードマップを全戸配布 － 洪水ハザードマップの周知を行う 洪水ハザードマップの周知

白山市 能美市 小松市 川北町 野々市市 金沢市

地域防災計画の見直し時期 令和3年3月までに見直し予定 平成31年3月26日 令和3年3月 令和３年３月までに見直し予定 令和４年３月末までに見直し予定 令和２年１０月末までに見直し済

・対象施設　　：　177箇所
・作成済施設　：　120箇所

・対象施設　　：　６６箇所
・作成済施設　：　６６箇所

・対象施設　　：　１１９箇所
・作成済施設　：　１１９箇所

・対象施設　　：　６箇所
・作成済施設　：　０箇所

・対象施設　　：　１００箇所
・作成済施設　：　９１箇所
　　　　　　　　　（R3.５月末時点）

・対象施設　　：　７３９箇所
・作成済施設　：　５６７箇所

各施設に説明済

Ｒ３年度の実施内容 未作成の施設に対し、計画の作成・報告を依頼 全施設作成済み 全施設作成及び地域防災計画掲載済み 各施設に説明を完了
未実施の施設に対して、避難確保計画の作成等
について、説明資料を送付し周知をおこなう

浸水想定区域拡大により、新規に避難確保計画
作成が義務化される施設への通知。未作成の対
象施設について、引き続き通知や個別指導を実
施。

地域防災計画の見直し時期 令和3年3月に見直し 令和３年３月までに見直し予定 令和２年３月に見直し

当初よりL2を想定して対応中 当初よりL2を想定して対応済み 当初よりL2を想定して対応し全施設完了済み
・対象施設　　：　６箇所
・作成済施設　：　０箇所

・対象施設　　：　７箇所
・作成済施設　：　７箇所

当初よりＬ２を想定して対応中

各施設に説明済

Ｒ３年度までの実施内容 未作成の施設に対し、計画の作成・報告を依頼 全施設作成済み  当初よりL2を想定して対応し全施設完了済み 各施設に説明を完了 L2を想定した計画作成に移行 当初よりＬ２を想定して対応中

白山市 能美市 小松市 川北町 野々市市 金沢市

・対象施設　　 ： 177箇所
・実施済施設　 ： 161箇所

・対象施設　　 ： 66箇所
・実施済施設　 ： 30箇所

・対象施設　　 ： 119箇所
・実施済施設　 ： 82箇所

・対象施設　　 ： ６箇所
・実施済施設　 ： ６箇所

対象施設　　：　100箇所
実施済施設　：　57箇所
　　　　　　　　（R３.５月末時点）

・対象施設　　 ： ７３９箇所
・実施済施設　 ： １３６箇所

各施設へ避難訓練の対応を依頼 引き続き避難訓練の実施を呼びかける 訓練未実施施設に訓練の実施を指導していく ― 対象施設にて訓練を実施予定

白山市 能美市 小松市 川北町 野々市市 金沢市

令和２年６月全戸配布
ホームページに掲載

令和３年3月に住民向けの講習会を開催
記載作成型のマイタイムラインのチラシを全戸
配布し作成の案内を行う。

なし
令和２年５月
全戸配布完了（ハザードマップと同時に配布）
ホームページに掲載

防災出前講座の中で、周知を実施

引き続きマイタイムライン作成の周知を行って
いく。

引き続きマイタイムライン作成の周知を行って
いく。

マイタイムライン作成の周知を行う。 マイタイムライン作成の周知を行う 継続

Ｒ２年度末までの実施内容

配布予定

機関名

完成予定

Ｒ３年3月末時点の進捗状況

洪水ハザードマップ作成の進捗状況

作成形態

作成対象

指定避難所の考え方

避難ルートの明示

計
画
規
模

L1

Ｒ３年3月末時点の進捗状況

Ｒ３年度の実施内容

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成に関する進捗状況

機関名

想
定
最
大
規
模

L2

Ｒ３年３月末時点の進捗状況

要配慮者利用施設における避難訓練の実施状況

機関名

Ｒ３年３月末までの実施状況

機関名

Ｒ３年３月末までの取り組み状況

Ｒ３年度までの実施内容

Ｒ３年度までの実施内容

住民のマイ・タイムラインの作成等の取り組み状況
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地域メディア連携協議会について 
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令和３年２月 

地域メディア連携協議会について 

趣旨 

 地域のリスク情報や水害・土砂災害情報等について、テレビやラジオ、

新聞等のそれぞれのメディアが有する特性を活かし、住民の理解と行動

につなげるための取組を関係者で連携して実施するため、各機関での取

組内容の共有と、連携関係の構築を図る。 

取組事項 

・行政とメディアそれぞれの水害・土砂災害情報の提供・伝達に関する取

組状況の共有 

・災害時における住民への効果的な情報伝達のための情報共有、連携方策

の調整 

・平時からの住民等への周知・啓発・訓練等による防災力強化に関する連

携方策の調整 

・災害時における相互の連絡窓口、問い合わせ窓口の調整

・本省で開催する全体会議での「住民自らの行動に結びつく水害・土砂災

害ハザード・リスク情報共有プロジェクト」の実施状況等に関する情報

共有（ネットメディア、通信会社と連携した全国的な取組） 

開催スケジュール 

令和３年出水期前までに第一回開催予定 

※以降、年１～２回程度、定期的に開催
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＜参考：メディア参画依頼根拠＞ 

防災気象情報実務担当者連絡会（主催：金沢地方気象台） 

日本放送協会金沢放送局（NHK） 

北陸放送 株式会社（MRO） 

石川テレビ放送株式会社（ITC） 

株式会社 テレビ金沢（KTK） 

北陸朝日放送（HAB） 

北國新聞社 

北陸中日新聞 

朝日新聞社金沢総局 

毎日新聞社北陸総局 

読売新聞北陸支社金沢支局 

株式会社エフエム石川 

上記に加え、防災情報提供先（金沢河川国道事務所） 

金沢ケーブル株式会社 

株式会社あさがおテレビ 

株式会社テレビ小松 

上記に加え、防災情報提供先（石川県） 

株式会社共同通信社金沢支局 

株式会社日本経済新聞社金沢支局 

株式会社時事通信社金沢支局 

株式会社ラジオかなざわ 

株式会社えふえむ・エヌ・ワン 

株式会社ラジオこまつ 

株式会社ラジオななお 

加賀ケーブル株式会社 
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今後の予定について
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今後のスケジュール(案）

出水期後 手取川、梯川等大規模氾濫に関する減災対策協議会 幹事会（予定）

令和
３年度

令和３年度 第１回手取川、梯川等大規模氾濫に関する減災対策協議会

手取川・梯川・石川海岸水防連絡会 総会

5月

【書面開催】

手取川、梯川等大規模氾濫に関する減災対策協議会 幹事会（予定）

手取川・梯川・石川海岸水防連絡会 幹事会（予定）
年度末

- １ -

令和
４年度

令和４年度 第１回手取川、梯川等大規模氾濫に関する減災対策協議会（予定）

手取川・梯川・石川海岸水防連絡会 総会（予定）
5月頃
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